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Ⅰ.「攻めの経営」を促す役員報酬の概要

１．施策の位置付け



我が国におけるコーポレートガバナンス強化に向けた動き

施策 実施状況

日本再興戦略

JPX日経インデックス400 2014年1月 算出開始

日本版スチュワードシップコード 2014年2月 公表

会社法改正 2015年5月 施行

日本再興戦略
改訂2014

持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研
究会

2015年4月 報告書公表

コーポレートガバナンス・コード 2015年6月 適用開始

日本再興戦略
改訂2015

コーポレート・ガバナンス・システムの在り方
に関する研究会

2015年7月 報告書公表

株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究
会

2016年4月 報告書公表

金融審議会「ディスクロージャーワーキング・
グループ」

2016年4月 報告書公表

日本再興戦略
2016

「コーポレート・ガバナンス・システムに関す
る実務指針（ＣＧＳガイドライン）」の策定

2017年3月 研究会報告書
公表
2017年3月 ガイドライン
策定

持続的成長に向けた長期投資(ESG・無形資産
投資)ガイダンスの策定

2017年5月 ガイダンス公表

スチュワードシップ・コードに関する有識者検
討会

2017年5月 スチュワード
シップ・コード改訂

未来投資戦略
2017

金融審議会「ディスクロージャーワーキング・
グループ」

2018年6月 報告書公表

スチュワードシップ・コード及びコーポレート
ガバナンス・コードのフォローアップ会議

2018年6月 コーポレート
ガバナンス・コード改訂

「コーポレート・ガバナンス・システムに関す
る実務指針（ＣＧＳガイドライン）」の改訂

2018年9月 ガイドライン
改訂

未来投資戦略
2018

コーポレート・ガバナンス・システムの在り方
に関する研究会（第2期）

2019年6月 報告書公表

「グループ・ガバナンス・システムに関する実
務指針（グループガイドライン）」の策定

2019年6月 ガイドライン
策定
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ⅰ）「攻めの経営」の促進（抜粋）

①コーポレートガバナンスの強化

• 中長期的な企業価値を向上させるため、会社法の改正やコーポレートガ
バナンス・コードの策定といった近年の制度整備等を踏まえ、コーポレ
ートガバナンスの実践を後押しする環境整備を行うことが重要である。
このため、以下の点に関する会社法の解釈指針（具体的な事例集を含む
。）を作成し、公表する。

⁃ 取締役会の監督が実効性の高いものとなるよう、取締役会に上程する
ことが求められる事項の範囲、社外取締役が行った場合に社外性を失
う「業務執行」の範囲等について

⁃ 経営陣が適切なリスクテイクを行うことができるよう、会社補償（役
員が損害賠償責任を追及された場合に、会社が当該損害賠償責任額や
争訟費用を補償する制度）について等

• あわせて、経営陣に中長期の企業価値創造を引き出すためのインセンテ
ィブを付与することができるよう金銭でなく株式による報酬、業績に連
動した報酬等の柔軟な活用を可能とするための仕組みの整備等を図る。
さらに、経営経験者が異業種の社外取締役に就任すること等によりそれ
までに培ってきた知識・経験を幅広く活用できるよう、国内外の具体的
事例の収集・普及促進を通じて、独立社外取締役となる人材の確保を推

進する。

③持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進

• 企業が稼ぐ力を高め、持続的に企業価値を向上させるためには、企業と
投資家・株主が、共に中長期的な成長に向けて価値を創造する関係にあ
ることを念頭に置いて、建設的な対話を行うことが重要である。

• こうした観点も踏まえつつ、資本市場の機能の十全な発揮や投資家・株
主の保護など幅広い観点から、企業の情報開示、株主総会プロセス等を
取り巻く諸制度や実務を横断的に見直し、全体として実効的で効率的な
仕組みを構築する。

「日本再興戦略」改訂2015（2015年6月30日閣議決定）

日本再興戦略（2015）における関連した記載
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日本再興戦略（2016）における関連した記載

ⅰ）ⅰ） コーポレートガバナンス改革による企業価値の向上
（抜粋）

① 実効的なコーポレートガバナンス改革に向けた取組の深化

イ）持続的な企業価値の向上、中長期的投資の促進

• CEO の選解任プロセスを含めて、取締役会のモニタリング機能の強化を目
指す。具体的には、CEO を中心とする経営陣に業務執行の決定権限を委任
することで意思決定のスピードを確保し、取締役会が経営戦略の決定や業
績評価を中心に行うガバナンス体制に関心を持つ企業ニーズに対応するた
め、内外の先進的な事例を整理しつつ、取締役会の役割・運用方法、CEO 
の選解任・後継者計画やインセンティブ報酬の導入、任意のものを含む指
名・報酬委員会の実務等に関する指針や具体的な事例集を、本年度内を目
途に策定する。また、社外取締役となる人材の質的・量的な向上を更に推
進するための方策を関係団体等と連携しつつ検討する。

• また、グローバルな観点から最も望ましい対話環境の整備を図るべく、情
報開示を充実させ、株主の議案検討と対話の期間を確保する方策等につい
て、更なる検討や取組を進め、対話型株主総会プロセスの実現を目指す。

日本再興戦略2016（2016年6月3日閣議決定）
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未来投資戦略（2017）における関連した記載

経営システムの強化

（残された課題）

• コーポレートガバナンス改革が、コーポレートガバナンス・コード等への
形式的な対応に留まっているとの指摘が存在する。

• 取締役会において、将来の経営戦略についての十分な議論がなされていな
い、適切な社外取締役候補者を探すことに困難を来すことがある等の課題
が存在する。また、経営陣候補者の指名や後継者育成について、公正性・
客観性が十分確保されていない、業績連動報酬を含む経営陣への適切なイ
ンセンティブ付けが不十分といった指摘が存在する。

• 退任社長・CEO が相談役・顧問として当該企業において一定の役割を果た
す慣行が存在する。企業経営に不透明な影響を及ぼしている場合があり、
適正なガバナンス機能を阻害しているのではないかとの懸念が存在する。

（主な取組）

• フォローアップ会議における議論・検討等を通じて、上場企業における客
観性・適時性・透明性ある形での CEO の選解任や、必要な資質・多様性を
備えた取締役会の構成、戦略等を重視した取締役会の運営、これらに対す
る適切な評価などの取組の強化を促していく。

• 「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」（CGS ガイド
ライン）（平成 29 年３月 31 日経済産業省策定）の周知を進める。企業に
おける指名・報酬委員会の活用状況、経営経験者の社外取締役についての
活用状況、インセンティブ報酬に関する導入・開示の状況等を本年度中に
分析・公表する。

• 退任した社長・CEO が就任する相談役、顧問等について、氏名、役職・地
位、業務内容等を開示する制度を株式会社東京証券取引所において本年夏
頃を目途に創設し、来年初頭を目途に実施する。

未来投資戦略2017（2017年6月9日閣議決定）
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（参考）我が国の現状
欧米諸国との報酬比較と業績連動報酬の決定のための指標

各国のCEO報酬比較（売上高等１兆円以上企業）（2022年度）

出典：ウイリス・タワーズワトソン 『日米欧CEO報酬比較（2022年調査結果）』（2022年8月19日公表）

経営陣幹部の業績連動報酬の決定のための指標

出典： 経済産業省 コーポレートガバナンスに関する企業アンケート調査結果（2017年3月）

■基本報酬 ■年次インセンティブ ■中長期インセンティブ

短期又は中長期の業績連動報酬を導入している企業の割合

73

84

12

20

31

102

112

195

531

0 100 200 300 400 500 600

わからない

その他

中期（3年程度）の株主還元指標

短期（年度）の株主還元指標（TSR※2など）

中期（3年程度）の資本効率指標

短期（年度）の資本効率指標（ROE、ROIC※1など）
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短期（年度）の収益性指標（連結売上高、経常利益など）

※1 ROIC：Return On Invested Capital
(投下資本利益率）

※2 TSR ：Total Shareholder Return
(株主総利回り)

（61％）

（13％）

（4％）

（22％）

（1％）

(回答社数)

重複を除き、124社（約
14％）が中期の業績連動
報酬を導入。

（12％）

（2％）

重複を除き、537社（約
61％）が短期の業績連動
報酬を導入。

➢ 回答企業数：874社
➢ 未回答企業数： 0社
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➢ 株式報酬や業績連動報酬の導入
を促進することで、経営者に中長期
の企業価値向上のインセンティブを
付与。

インセンティブ報酬導入の意義

株式報酬、業績連動報酬の
導入促進の効果

○株式報酬や業績連動報酬の導入が促進されることで、経営者に中長期
的な企業価値向上のインセンティブを与え、我が国企業の「稼ぐ力」向上
につなげる。

○特に、株式報酬については、経営陣に株主目線での経営を促したり、中
長期の業績向上インセンティブを与えるといった利点があり、その導入
拡大は海外を含めた機関投資家の要望に応えるもの。

機関投資家の声

➢ 現状、我が国企業においては中長
期の業績連動報酬を導入している
企業が少なく、業績向上のインセン
ティブが十分働いていない。

➢ 日本では経営者が自社株を持って
いない。欧米では極めて一般的であ
る株式保有ガイドラインでは、例え
ばＣＥＯは在任中には年間基本報酬
の３～５倍相当の株式を継続保有す
ることを求めている。実際に経営者
の株式保有数は投資の一判断要素
である。

➢ 金銭報酬と株式報酬をうまく組み合
わせていくことが必要と考えている。
中でも、株式報酬は様々な設計が
可能で、経営陣に株主目線での経
営を促したり、中長期の業績向上イ
ンセンティブを与えるなど、非常に有
効な手段。

➢ 経営者に中長期的な成長を志向す
るよう促すには、自社株をどれだけ
保有させるかが、重要なポイント。大
量の株を持っている経営者なら、中
長期的に企業価値が下落するような
施策は取りにくい。

➢ 我が国企業のローリスク・ローリ
ターンの経営からの脱却、「稼ぐ
力」の向上。

14%

＜中期指標＞＜短期指標＞

61%

出典：経済産業省 コーポレートガバナンスに関する企業
アンケート調査結果（2017年3月）
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２．経済産業省における検討結果



役員報酬に関する政府方針とこれまでの対応

○日本再興戦略(2015・2016)において、経営陣に中長期の企業価値創造
を引き出すためのインセンティブとして、株式報酬・業績連動報酬の活用を
進める方針や 、取締役会の役割・運用方法、CEO の選解任・後継者計画
やインセンティブ報酬の導入等に関する指針や具体的な事例集の策定が
打ち出された。

○未来投資戦略（2017・2018）において、持続的な成長を実現するために
コーポレートガバナンス改革における「形式」から「実質」への深化に向け
た取組の必要性が強調された。

◆ 役員に付与する株式報酬について、法解釈を明確化し、株式報酬導入の手続を整理（ 「コー
ポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会」 ）。

◆ 取締役又は執行役に対する株式等の無償発行制度を創設（改正会社法（令和元年成立））

実務指針

会社法関連

これまでの主な政策対応

【平成28年度税制改正】

◆ 特定譲渡制限付株式を事前確定届出給与として損金算入の対象へ

◆ 利益連動給与について、対象となる指標（ROE等）を追加及び明確化

【平成29年度税制改正】

◆ 株式交付信託やストックオプションなど各役員給与類型について、全体として整合的な税制と
なるよう見直し

◆ 特定譲渡制限付株式、ストックオプションに係る課税の特例の対象を、非居住者役員や完全
子会社以外の子会社の役員にも拡大

◆ 業績連動給与（利益連動給与）について、複数年度の利益に連動したものや、株価に連動し
たものも損金算入の対象へ

【平成31年度税制改正】

◆ 近年のコーポレートガバナンスの進展を踏まえて報酬委員会等の構成の要件等を見直し

【令和2年度税制改正】

◆ 譲渡制限付株式の相続時の取扱いの整備、株式等の無償発行制度創設に伴う整備

◆ 証券取引所における独立性基準見直しにあわせた独立職務執行者の定義の見直し等

税法関連

◆ 経営陣の指名・報酬の在り方を含め、実効的なガバナンス体制の構築・運用のためのガイド
ラインを策定（コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針（2017年3月公表、2018
年9月改訂、2022年7月再改訂） ）。
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○会社法との関係では、2015年7月に公表した「コーポレート・ガバナン
ス・システムの在り方に関する研究会」報告書において、直接役員に株
式を交付する方式の株式報酬を導入する際の手続を整理した。

➢ 我が国においては、当時、会社法上、無償で株式を発行することや労務
出資が認められていないため、役員に報酬として株式自体を直接交付
することができなかった。

➢ 「信託」を用いた新しい株式報酬が導入され始めていたものの、株式報
酬を導入するための仕組みが十分に整備されているとはいえない状況
であった。

当時株式報酬の導入が進まなかった背景

➢ 実務的に簡易な手法（金銭報酬債権を現物出資する方法）を用いて、
いわゆるパフォーマンス・シェアやリストリクテッド・ストックを導入する
ための手続を整理。

研究会の成果

（参考） 解 釈 指 針 に お い て 例 示 し て い る 手 法

パフォーマンス・シェア

【業績連動発行型】

➢役員に業績等に連動する金銭

報酬債権を付与。一定の業績

等連動期間後に現物出資財産

として払い込み、株式を発行。

リストリクテッド・ストック

➢金銭報酬債権の払い込みに

より発行した株式について、

会社と役員との契約等により

一定期間、譲渡制限を付す。

デット・エクイティ・スワッ

プを用いた手法

資産

負債

資本

貸借対照表

資産
負債

資本

報酬債権
をDES

※DES

債務と株式の交換。
過剰債務状態にある企業の債務を債権者
が債権による現物出資をおこない株式化す
ることで財務体質を改善させるなど、一般
的には企業再生の際に用いられる手法。

株式報酬にかかる会社法上の整理（１）

12



（2019年会社法改正前）

○会社法上、株式発行に際して決定する募集事項の中で、会社は、募集
株式の払込金額又はその算定方法を定めなければならないとされてお
り（会社法199条1項2号）、新株予約権の場合のように金銭の払込みを
要しないことを許容する規定（会社法238条1項2号）もないため、株式の
無償発行はできないと解されている。

○また、株式発行に際して、金銭以外の財産を出資の目的とするときは当
該財産の価額を定めなければならないため（会社法199条1項3号）、出
資の目的を労務とすること（労務出資）は認められないと解されている。

⇒2019年会社法改正により、役員（取締役又は執行役）に対する報酬
については、この例外が認められることとなった（詳細次ページ参照）。

➢ 株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受
ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式（当該募集に
応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株
式をいう。以下この節において同じ。）について次に掲げる事項を定め
なければならない。

一 募集株式の数（種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及
び数。以下この節において同じ。）

二 募集株式の払込金額（募集株式1株と引換えに払い込む金銭又は
給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。）
又はその算定方法

三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財
産の内容及び価額

四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の
期日又はその期間

五 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する
事項

会社法199条1項（募集事項の決定）（抜粋）

（参考）株式の無償発行及び労務出資について

13



○2019年12月に成立した改正会社法（2021年3月1日施行）により、役員
（取締役又は執行役）に対する株式の無償発行が可能となった。

株式報酬にかかる会社法上の整理（２）

14

金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場さ
れている株式を発行している株式会社は、定款又は株主総会の決議によ
る第三百六十一条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従いそ
の発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をす
るときは、第百九十九条第一項第二号及び第四号に掲げる事項を定める
ことを要しない。この場合において、当該株式会社は、募集株式について
次に掲げる事項を定めなければならない。

一 取締役の報酬等（第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。
第二百三十六条第三項第一号において同じ。）として当該募集に
係る株式の発行又は自己株式の処分をするものであり、募集株式
と引換えにする金銭の払込み又は第百九十九条第一項第三号の
財産の給付を要しない旨

二 募集株式を割り当てる日（以下この節において「割当日」という。）

２ 省略

３ 指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同
項中「定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号
に掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による第四百
九条第三項第三号に定める事項についての決定」と、「取締役」とある
のは「執行役又は取締役」とする。

会社法202条の2（取締役の報酬等に係る
募集事項の決定の特則）（抜粋）



○また、2019年12月に成立した改正会社法（2021年3月1日施行）により、
取締役の報酬等の決定過程の透明性向上を図り、コーポレートガバナ
ンスを強化する観点から、一定の要件を満たす監査役会設置会社や監
査等委員会設置会社に対して、取締役会において、取締役の個人別の
報酬等の内容についての決定方針を定めることが義務付けられた（取
締役の個人別の報酬等の内容が定款又は株主総会の決議により定め
られているときを除く。）。

※ なお、指名委員会等設置会社においては、2019年12月成立の会社法の改正
前から、報酬委員会は執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関す
る方針を定めなければならないとされている（会社法第409条第1項）。

株式報酬にかかる会社法上の整理（３）

15

７ 次に掲げる株式会社の取締役会は、取締役（監査等委員である取締
役を除く。以下この項において同じ。）の報酬等の内容として定款又は
株主総会の決議による第一項各号に掲げる事項についての定めがあ
る場合には、当該定めに基づく取締役の個人別の報酬等の内容につ
いての決定に関する方針として法務省令で定める事項を決定しなけれ
ばならない。ただし、取締役の個人別の報酬等の内容が定款又は株主
総会の決議により定められているときは、この限りではない。

一 監査役会設置会社（公開会社であり、かつ、大会社であるものに
限る。）であって、金融商品取引法第二十四条第一項の規定に
よりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣
に提出しなければならないもの

二 監査等委員会設置会社

会社法361条（取締役の報酬等）第７項（抜粋）



（参考）信託を用いた株式報酬（株式交付信託）

• 導入企業が金銭を信託に拠出し、その資金を元に市場等から株式を取得するなどの方
法で信託が株式を取得し、一定期間経過後に役員に株式を交付する手法。

導入企業
（委託者）

信託銀行
（受託者）

役員
（受益者）

株式市場

②金銭の信託
（信託設定）

③株式を取得

④規程に基づき
ポイントを付与

【スキーム図の概略（一例）】

⑥ポイント相当
の株式を交付

①株主総会決議および役員報酬規程の制定
導入企業は、株主総会（※）において、役員に交付する株式報酬の総額等を決議する。また、

取締役会（※）において、役員報酬規程（株式交付規程（規則）などの名称の場合もある）を
決議する。
※ 指名委員会等設置会社の場合は報酬委員会

②金銭の信託
導入企業は、信託銀行（受託者）と信託契約を締結し、当該信託契約に従って金銭を拠出し、

受益者としての要件（以下「受益者要件」）を満たす役員を受益者とする信託を設定する。

③株式取得
受託者は、②で拠出された金銭を原資として株式市場から株式を取得する。

④ポイント付与
信託期間中、役員には、役員報酬規程に基づき、勤務実績や業績達成度等に応じたポイント

が付与される。

⑤議決権不行使の指図
信託管理人は信託内株式の議決権について不行使の指図を行う。

⑥株式の交付
受益者要件を満たす役員は、予め定めた一定の日（受益権確定日）に、累積したポイント数

に応じた株式の交付を受ける権利（受益権）を取得し、その後、株式の交付を受ける（役員の
納税資金確保を目的として、株式の一部が株式市場で金銭に換えられて交付されることもあ
る）。

信託管理人

①役員報酬規程の制定

⑤議決権不行使の指図
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（参考）「コーポレート・ガバナンス・システムの在り方
に関する研究会」の成果の概要

現状の課題 研究会の成果

◆コードが想定する企業実務は我が国企業にな
じみのあるものばかりではない。

◆社外取締役の導入を検討したものの、どのよ
うな職務を担ってもらうのか分からない。

社外取締役の活用を含む取締役会の

実務について、国内(326件)及び海外

(112件)の具体例（ボード・プラク

ティス）を収集・整理。

◆欧米で一般的に利用されている株式報酬を利
用するための仕組みが整備されていない。

◆役員報酬が固定報酬中心であり、業績向上の
インセンティブが効きにくい。

いわゆるパフォーマンス・シェアや
リストリクテッド・ストックを発行
する手続きを明確化。

国内外の役員報酬の事例を収集し、
中期計画との連動等、業績連動報酬
の設計などについて整理。

◆英米で一般的に利用されている会社補償につ
いて、法制上の取扱いが不明確。

◆D&O保険について、条件設定によっては適
切な保護がなされないおそれ。また、保険料
の役員個人負担分が存在。

会社法上、一定の要件や範囲の下、
会社補償が可能であることを明確化。

 D&O保険の保険条件を確認する際の
実務上のポイントや、保険料を全額
会社負担する手続きを整理。

◆取締役会で沢山の個別具体的な業務執行の決
定を求められ、経営の基本方針の検討や監督
機能の強化ができないなど、会社法の解釈を
めぐる問題が存在。

取締役会への上程事項、社外取締役

の業務・監視義務の範囲等について、

会社法上の解釈を明確化。

１．コーポレートガバナンス・コードへの対応

２．役員報酬によるインセンティブの付与

３．会社補償やD&O保険による適切なリスク低減

４．取締役会の実効的な監督

○ コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会（2015年7
月）での検討を踏まえ、①我が国企業のプラクティス集、②英米におけ
る取組の概要、③法的論点に関する解釈指針、④D&O保険の実務上
の検討ポイントの４点の成果物を作成。
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（参考）報酬の種類

• 無償取得される事由として勤務条件のみが付されている
（業績条件無し）

事前交付型リストリクテッド・ストック

譲渡制限期間

リテンション効果（転職防止）

中長期の株価向上インセンティブ

・一定期間の譲渡制限が付された現物株式を事前に役員に交付。

事前交付型（現物株式）

業績評価期間

中長期の株価向上インセンティブ

中長期の業績向上
に向けたインセンティブ

株
式
の
交
付

• 現物株式を事後に役員に交付（一定期間の譲渡制限を付けることも可）。

• 勤務条件のみを条件に役員に
交付（業績条件無し）

事後交付型リストリクテッド・
ストック

• 業績条件に応じて役員に交付

パフォーマンス・シェア

事後交付型（現物株式）

株
式
の
交
付

制
限
解
除
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（参考）報酬の種類

• 自社の株式をあらかじめ定められた権
利行使価格で購入する権利（通常型ス
トックオプション）。

• また、権利行使価格を低廉な価格とす
る株式報酬型ストックオプション(1円
ストックオプション)もある。

ストックオプション

• 仮想的に株式を付与し、
一定期間経過後に株価
相当の現金を役員に交
付。

ファントム・ストック

金銭報酬

• 中長期の業績目標の達
成度合いに応じて、金
銭を役員に交付。

パフォーマンス・キャッシュ

• 一定期間経過後の対象
株式の市場価格があら
かじめ定められた価格
を上回っている場合に、
その差額部分の金銭を
交付。

ＳＡＲ
(Stock  Appreciation Right)

• 報酬相当額を信託に拠出し、信託が当
該資金を原資に市場等から株式を取得
した上で、一定期間経過後に役員に株
式を交付。

• 設計によって、事後交付型リストリク
テッド・ストック又はパフォーマンス
シェアに該当。

株式交付信託
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「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」
（CGSガイドライン）の概要

➢ 企業価値の向上を図る上で各企業が抱えているコー
ポレートガバナンスに関連する課題は様々。

（課題例）

◼ 事業ポートフォリオの適切な見直しが不十分で、明確
な戦略もなく、非中核事業や撤退が必要な事業に無
駄なリソースを割いている。

◼ 判断の軸が不明確で、社内コンセンサスを重視する結
果、意思決定に時間を要している。

◼ 第四次産業革命などの環境変化を踏まえた将来の経
営戦略について、十分な時間をかけて議論できていな
い。

◼ CEOのほとんどが、他社での経営経験がなく、全く違っ
た価値観、考え方に基づく多面的な検討が困難であ
る。

◼ ガバナンス改革を企業価値向上にどう結びつけるのかが
分からず、コードを形式的にコンプライする結果になっ
ている。

◼ CEO・経営陣に求められる資質や後継者の育成が明
確でない。

◼ CEO・経営陣とは別に経営への影響力を持っている
者が存在し、CEOの果断な意思決定が阻害されてい
る。

➢ 形式的対応にとどまるのでは無意味であり、上記の課
題等をどう解決するかという観点から各企業がコーポ
レートガバナンス改革に取り組むことが重要。その結果
としての各企業の取組は、多様なものとなる。

各企業の検討・取組における課題

企業の持続的な成長、中長期的な企業価値向上を図
る上で、ESG（環境・社会・ガバナンス）を踏まえた企業
経営の重要性が急速に高まっており、その中でも要にな
るのはガバナンス。

コーポレートガバナンスの重要性

➢ 企業価値向上の中心的役割を果たすのはCEO・
経営陣。企業価値向上のためには経営戦略が必須
であり、その立案に当たっては社外の視点や知見も
入れて取締役会で検討。

➢ また、優れたCEO・経営陣を選び、適切なインセン
ティブを与え、その成果をチェックしていく仕組みを作
ることは全ての企業において必須。

CGSガイドラインにおける検討の方向性

各企業は、以下の事項について検討すべき。

1. 形骸化した取締役会の経営機能・監督
機能の強化

◼ 中長期の経営戦略、経営トップの後継者計画の
審議・策定

◼ 個別業務の執行決定は対象を絞り込み、CEO
以下の執行部門に権限委譲

2. 社外取締役は数合わせでなく、経営経
験等の特性を重視

◼ 人選理由を後付けで考えるのではなく、最初に必
要な社外取締役の資質、役割を決定した上で人
選

◼ 社外取締役のうち少なくとも１名は企業経営経
験者を選任（逆に、経営経験者は他社の社外
取を積極的に引受け）

◼ 社外取締役の活躍ぶりを発信。中長期的な企
業価値向上に向け社外取のインセンティブを高め
る報酬を付与することも排除しない

3. 役員人事プロセスの客観性向上とシス
テム化

◼ CEO・経営陣の選解任や評価、報酬に関する基
準及びプロセスを明確化

◼ 基準作成やプロセス管理のため、社外者中心の
指名・報酬委員会を設置・活用（過半数が社
外役員、半々なら委員長が社外役員）

※ 社外役員：社外取締役及び社外監査役

◼ 役員候補者の育成・選抜プログラムの作成と実施

4. CEOのリーダーシップ強化のための環境
整備

◼ 取締役会機能強化により、CEOから各部門（事
業部、海外・地域拠点等）へのトップダウンをや
りやすく

◼ 退任CEOが相談役・顧問に就任する際の役割・
処遇の明確化

◼ 退任CEOの就任慣行に係る積極的な情報開示

CGSガイドラインの提言
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CGSガイドラインの主な改訂内容
（2018年9月経済産業省改訂）（抄）

主な改訂内容（本文）

企業の多様性に応じた取組の在り方
⁃ グローバル展開の進んだ大規模・多角化企業、オーナー企業、新興・中堅企業
を例として、その特性に応じて求められる取組の在り方について追記

ダイバーシティ
⁃ 取締役会のダイバーシティの要素として、ジェンダーや国際性を例示

取締役会議長
⁃ 取締役会の監督機能を重視する企業において社外取締役などの非業務執行取締

役が取締役会議長を務めることの意義や、必要な環境整備等について追記

委員会の実効性評価
⁃ 指名委員会・報酬委員会等について、取締役会と一体として実効的に機能して
いるか、取締役会の実効性評価の一環として評価を行うことが有益である旨を
追記

社外取締役の人材市場の拡充
⁃ 経営経験者（特に社長・CEOやCFO等を退任した者）等が他社の社外取締役
を引き受けることの意義について追記

社長・CEOの指名と後継者計画
⁃ 社長・CEOの指名と後継者計画の重要性、現社長・CEOの責務、取締役会によ

る監督と客観性・透明性の確保、社内者と社外者（指名委員会）の役割分担な
ど、後継者計画に関する記載を全面改訂

指名委員会と報酬委員会の連携
⁃ 社長・CEOの選解任の実効性向上や効率的な委員会運営の観点から、指名委員
会と報酬委員会との連携を図ることが有効である旨を追記

相談役・顧問制度に関する情報発信
⁃ 東証の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を利用して積極的に情報
発信を行うことが期待される旨を追記
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CGSガイドラインの主な改訂内容
（2022年7月経済産業省改訂）（抄）

会社の抱える課題を踏まえた取締役の選任

✓ 会社の抱える課題を踏まえた取締役の選任が有益。資本市場との間の相互理解は多くの日本企業
の課題であり、資本市場の知見を備えた者を社外取締役に選任することも選択肢。

✓ 関連して、「投資家株主の関係者」を取締役として選任する場合の留意点を整理（利益相反、情
報管理、独立性・社外性、開示等）

3

監督の意義

✓ 取締役会における「監督」は、リスクテイクや社内の経営改革の後押し、「リスクテイクしないことへのリ
スク」の提起も含まれる。

1

モニタリング機能を重視したガバナンス体制

✓ モニタリング機能を重視したガバナンス体制は、リスクテイクが促されることや、会社内部の論理の相
対化されることなどの点で有益。

✓ 特に監査等委員会設置会社への移行を実効的なものとする上で重要な検討事項を整理（業務執
行事項の執行側への大幅委任＋取締役会は監督に特化 等）

2

経営陣のリーダーシップ強化のための環境整備

✓ トップマネジメントチームを社長・CEO自身が組成し、CXOの設置などにより、責任・権限を明確にし
た上での権限委譲が有効。また、トップマネジメントチームのダイバーシティの確保も重要で、積極的
な開示が望ましい。

✓ 経営・執行の機能強化のため、戦略やサステナビリティを検討する委員会を活用することも選択肢。
✓ 取締役会と執行側の双方で、内部留保の使途、研究開発や人的資本など無形資産の投資・活用
戦略、事業ポートフォリオ見直しについて検討することが重要。

✓ 社長・CEO就任年齢の若返り、長期インセンティブ報酬の引き上げ（グローバル水準である40～
50%程度）、幹部候補に対する自社株報酬の活用による幹部候補の育成も有益。

6

社外取締役の資質

✓ 企業は社外取締役の研修機会の提供や費用の支援を行うべき。社外取締役自身の自己研鑽も期
待。

4

社外取締役活用の視点

✓ 任意の指名委員会・報酬委員会について、過半数を社外取締役とすること及び委員長を社外取締
役とすることを検討すべき。

✓ 社外取締役の評価について、社外取締役である指名委員長等が主導し、相互評価を実施するなど、
ベストプラクティスを整理。

5



CGSガイドラインにおける役員報酬に関する記述

経営陣の報酬体系を設計する際に、経営戦略を踏まえ、業績連動報酬や
自社株報酬の導入について、検討すべきである。

⃝ 日本企業の経営陣の報酬について、依然として固定報酬が中心であり、業績
連動報酬や自社株報酬の割合は欧米に比して低い傾向にあると指摘されてい
る。

⃝ 業績連動報酬や自社株報酬は、業績や株価の変動に応じて経営陣が得られる
経済的利益が変化するため、中長期的な企業価値向上への動機付けとなる。

⃝ 自社株報酬については、それに加え、自社株を保有することにより、経営陣と
株主の価値共有に資するというメリットもある。

⃝ 業績連動報酬や自社株報酬の導入を検討するに際しては、例えば各社の状況
に応じて、以下のような要素を踏まえて検討することが有益である。

➢ 自社が掲げる経営戦略等の基本方針に沿った内容になっているか。

➢ 財務指標、株価指標、非財務指標を適切な目標として選択しているか。

➢ 自社の状況からして業績連動報酬や自社株報酬を導入することが適切
な時期か。

➢ 報酬全体に占める割合が適切か。

⃝ 報酬政策（業績連動報酬・自社株報酬を導入するか否かを含む）を検討するに

際しては、まず経営戦略が存在する必要がある。その上で、経営戦略を踏まえ
て具体的な目標となる経営指標（KPI）を設定し、それを実現するためにどのよう

な報酬体系がよいのか、という順番でストーリー性をもって検討していくことが
重要である。

⃝ 経営陣の報酬の水準や構成の検討に当たっては、職務の格付けを行った上で
グローバルな競合他社や目標とする他社をベンチマークとして勘案し、海外も
含めた優れた経営人材の登用、経営陣同士や管理職との整合性、リスクテイク
の促進という観点が考慮されることとなる。

⃝ グローバル展開が進む企業であれば、業績目標へのコミットや株主目線での
経営姿勢を明らかにするため、執行側のトップである社長・CEO について、業績

連動報酬の比率をグローバルにベンチマークする企業の水準まで高めること
や、長期インセンティブ報酬の比率の目安をグローバル水準である40～50%程
度とすることも考えられる。

経営陣の報酬の在り方
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経営陣の報酬の在り方（つづき）

【原則４－２．取締役会の役割・責務(2)】

取締役会は、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うことを主
要な役割・責務の一つと捉え、経営陣からの健全な企業家精神に基づく提案を歓迎
しつつ、説明責任の確保に向けて、そうした提案について独立した客観的な立場にお
いて多角的かつ十分な検討を行うとともに、承認した提案が実行される際には、経営
陣幹部の迅速・果断な意思決定を支援すべきである。

また、経営陣の報酬については、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映さ
せ、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを行うべきである。

【補充原則４－２①】

取締役会は、経営陣の報酬が、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして
機能するよう、客観性・透明性ある手続に従い、報酬制度を設計し、具体的な報酬額
を決定すべきである。その際、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬
と自社株報酬との割合を適切に設定すべきである。

（参考）コーポレートガバナンス・コード
（2015年6月東京証券取引所策定、2021年6月再改訂）

CGSガイドラインにおける役員報酬に関する記述
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中長期的な企業価値に向けた報酬体系についての株主等の理解を促す
ために、業績連動報酬や自社株報酬の導入状況やその内容について、
企業が積極的に情報発信や開示を行うことを検討すべきである。

⃝ 特に中長期のインセンティブ報酬の比率の少ない日本企業では、説得力をもっ
た説明を積極的に行うことで、株主等からの理解や評価を得ることが期待さ
れ、報酬制度の見直しの後押しとできる場合も多いと考えられる。

⃝ 非財務指標を用いる場合には、取締役会や報酬委員会において、経営戦略・
経営計画を踏まえた議論を十分に行った上で、用いる指標や定量目標を明確
に定め、当該指標を選択する理由や企業価値との関係性について、透明性の
高い開示を行うことが望ましい。



社長・CEOの選解任の実効性向上のために、指名委員会とともに、法定又
は任意に設置した報酬委員会も併せて利用することを検討すべきである。

⃝ 社長・CEOの選解任の前提として行われる社長・CEOの評価は、役員報酬を適

正に決定する局面でも必要なものであり、両者は共通する部分も多い。社長・
CEOの評価は、社長・CEOの解任といった極端な事例としてではなく、むしろ毎
期の報酬に反映されていくことが通常であると考えられる。

⃝ また、毎期の報酬の決定に際して行われる社長・CEOの評価は、その再任の適

否に関する判断のベースにもなるため、指名委員会と報酬委員会を別の委員
会として設置する場合には、社長・CEOの選解任の実効性向上や効率的な委

員会運営の観点から、指名委員会と報酬委員会との連携を図ることが有効で
あると考えられる。

報酬委員会の活用

CGSガイドラインにおける役員報酬に関する記述
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指名委員会・報酬委員会（とりわけ任意のもの）を設置する場合には、対
外的にその構成や運用実態について情報発信することを検討すべきであ
る。

⃝ 指名委員会・報酬委員会（とりわけ任意のもの）については、その設計や運用
に自由度・柔軟性があるため、対外的な情報発信がなければ、外部からはそ
の実態が把握しにくくなり、せっかく設置したにもかかわらず、正当に評価され
ない可能性がある。

⃝ そこで、委員会の構成・委員の氏名や、審議事項、開催実績等の運用実態に
関して、対外的に情報発信することが有益である。



幹部候補人材の育成・エンゲージメント向上

CGSガイドラインにおける幹部社員等に対する
株式報酬に関する記述
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将来の幹部候補となる人材プールを作り、意識的に育成していくことが重
要である。自社株報酬や持株会の活用は幹部候補に対する動機付けとし
て有益であり、人的資本投資の拡大にも資するものである。

⃝ 将来、経営を担うことが期待される中堅の幹部候補人材の育成においては、候
補者に対するアサインメントやトレーニング、業績評価の在り方等が重要であ
る。

⃝ 加えて、幹部候補人材に対し自社株報酬の付与や持株会への参加を促すこと
は、早い段階から企業価値や株価に対する意識を高める効果や、エンゲージメ
ントの向上効果が期待でき、人材の価値を引き出しながら企業価値を高めてい
く上で意義がある。また、自社株報酬の設計において、一定期間の在職条件な
どの譲渡制限を付すこととすれば、長期での企業価値向上を意識付けること
や、優秀な人材の引き留め（リテンション）を図ることもできる。

⃝ このため、報酬設計において、これまでも自社株報酬が付与されていることが
多い執行役員に加え、中堅の幹部候補等も自社株報酬の付与対象に含めるこ
とも考えられる。

⃝ 従業員向けの自社株報酬については、一定の要件を満たす場合は、通常、
「福利厚生施設」に該当するものと解することが可能であると考えられるが、従
来から金銭で支払っている給料の代替として付与することはできず、上乗せに
伴う費用がかかる点には留意が必要である。

⃝ なお、上記の一定の要件を満たす場合とは、以下の 3 つの要件を全て満たす
場合を指す。

a. 通貨による賃金等（退職金などの支給が期待されている貨幣賃金を含
む。以下同じ。）を減額することなく付加的に付与されるものであること。

b. 労働契約や就業規則において賃金等として支給されるものとされていな
いこと。

c. 通貨による賃金等の額を合算した水準と、スキーム導入時点の株価を比
較して、労働の対償全体の中で、前者が労働者が受ける利益の主たるも
のであること。



１．委員会の設置目的

⃝ 指名委員会・報酬委員会を設置する目的は、以下の二つに大別される。

➢ ①社外取締役の関与を強めること

➢ ②メンバーを絞って効率的な議論をすること（役割分担）

第一部：指名委員会・報酬委員会活用の視点

「指名委員会・報酬委員会及び後継者計画の活用に関す
る指針」※における役員報酬に関する記述
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２．諮問対象者・諮問事項

指名委員会において、社長・CEOの後継者の指名に加え、その前提となる

後継者計画の策定・運用に主体的に関与し、その適切な監督に努めるこ
とを検討すべきである。

報酬委員会においても、社長・CEOの個別の報酬額の決定に加え、その
前提となる報酬方針の策定に関与することを検討すべきである。

⃝ 報酬委員会において社長・CEOの報酬方針の策定に関与する際には、例えば
以下の点を含めて、社長・CEOの報酬方針が、社長・CEOに適切なインセンティ

ブを与え、適切なリスクテイクを促すための仕組みとして機能するような内容と
なっているか、優れた人材を社長・CEOとして確保するために十分な水準となっ
ているか、といった観点から議論を行うことが望ましい。

（報酬委員会において議論されることが考えられる事項の一例）

➢ 自社における社長・CEOの役割・権限

➢ 報酬水準

➢ 固定報酬・業績連動報酬・自社株報酬の構成割合

➢ 業績連動報酬の設計・仕組み

➢ 自社株報酬の設計・仕組み

➢ リスク管理メカニズムの仕組み

※ 「指名委員会・報酬委員会及び後継者計画の活用に関する指針―コーポレート・ガバナンス・システムに
関する実務指針 （CGSガイドライン） 別冊―」を指す。従来は CGS ガイドラインの別紙であったものを、
2022年の改訂時に別冊として独立させたもの。



３．委員会の構成

委員会の委員となる社外者

委員会の委員となる社外者に期待される役割に照らして、経営の監督を
行う社外取締役を委員として選任することを検討すべきである。

社外委員とそれ以外の委員のバランス

委員会の構成として、委員会の構成員の過半数を社外取締役とすること
を検討すべきである。

社内者が委員会の議論に関与する場合の留意点

社長・CEOの選解任や報酬を諮問対象とする委員会の委員に社長・CEOが
含まれる場合には、必要に応じて社長・CEOのいない場で議論できるよう
な工夫を検討すべきである。

第一部：指名委員会・報酬委員会活用の視点（続き）

「指名委員会・報酬委員会及び後継者計画の活用に関す
る指針」における役員報酬に関する記述
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「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」
（グループガイドライン）における役員報酬に関する記述
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• 親会社の取締役会及び指名委員会・報酬委員会においては、

例えば、主要な完全子会社の経営トップを審議対象とするこ

とが検討されるべきである。

子会社経営陣の

指名・報酬に関する親会社

の関与の在り方

• グループとしての企業価値向上に向け、グループ各社の経営陣

に適切なインセンティブを付与するため、グループとしての企業

理念や経営戦略を頂点とした統一的な報酬政策を構築する

ことが重要。

経営陣幹

部の報酬

の在り方

グループ全体で

の報酬政策の

策定

5.2

5.4

項目 主なポイント

• グループとしての報酬政策に関する基本的な項目や、KPIの

設定理由・算定方法について開示することが重要である。

5.4

報酬情報

の開示

• 優秀な人材の確保やグループ内での最適な人材配置が円滑

に行えるよう、中長期的には、グローバルな報酬水準に関する

考え方の統一を目指すことが望ましい。

• 現状の欧米との報酬格差を踏まえれば、当面の対応として、

職務格付けなどを用いた客観的かつ統一的な基準を導入し、

グループ共通の考え方に基づき具体的な水準を決定すること

が検討されるべきである。

※ 海外子会社の経営陣の報酬水準が本社のトップを上回る「逆転現象」が問題とされるが、経

営層の人材市場は地域ごとに形成されるため、優秀な経営人材を確保するためには、各地域

の報酬水準にある程度合わせる必要がある。

経営陣幹

部の報酬

の在り方

グループ企業

における報酬水

準の在り方

• グループ全体の企業価値向上に向けた統一的な考え方の下、

報酬の種類ごとに、その目的や位置づけに即した成果指標

（KPI（非財務情報を含む））を設定し、積極的な情報

開示を通じて透明性・客観性を確保することが重要である。

インセンティブ

報酬の設計

• 上場子会社の経営陣の報酬は、上場子会社としての企業価

値の最大化への適切なインセンティブとなるよう、上場子会社

が独立した立場で検討されるべきである。

• 上場子会社の報酬委員会は、上場子会社にとって最適な報

酬設計が行われるよう、親会社の取締役会・報酬委員会から

の独立性が実質的に担保されるべきである。

上場子会社経営陣の報酬の

在り方
6.5



３．「攻めの経営」を促す役員給与等
に係る税制の概要



役員給与税制の概要（令和5年3月現在）

① 定期同額給与（法人税法第３４条第１項第１号）

１ヶ月以下の一定期間ごとに同額で支給するもの。

② 事前確定届出給与（同項第２号）

事前の届出（※１）に従い、所定の時期に確定額の金銭又は確定数の株式もし

くは新株予約権等を支給するもの。

※１ 一定の要件を満たす特定譲渡制限付株式や特定新株予約権による給与については

届出が不要

③ 業績連動給与（同項第３号）

業績に連動して支給する給与で、以下の要件を満たすもの。

○対象会社： 内国法人（同族会社にあっては、非同族会社による完全支配関

係がある法人に限る。）

○算定指標： 利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標、

売上高の状況を示す指標（※２）を基礎としていること。

※２ 利益の状況を示す指標及び売上高の状況を示す指標は、有価証券

報告書に記載されるものに限る。

※３ 売上高の状況を示す指標については、他の指標と同時に用いる場

合のみ利用可

○算定方法： 金銭の場合は確定額、株式又は新株予約権の場合は確定数を

限度として算定指標に基づく客観的なものであり、かつ、他の

業務執行役員に対して支給する業績連動給与に係る算定方法

と同様のものであること。

○プロセス ：・構成員の過半数が独立社外取締役である報酬委員会の決定等、

一定の適正な手続により決定していること。

・算定方法が有価証券報告書等により開示されていること。

○その他 ：・一定期間までに交付又は交付される見込みであること。

・損金経理をしていること。

※４ 退職給与で業績連動給与に該当しないものについてはこれらの第1号から 第3号の要件を

満たさなくても損金算入可。

役員給与税制の取扱い

○内国法人が役員に対して支給する給与は、以下に掲げる給与のいずれ
かに該当するもののみ損金算入が認められる。

○なお、使用人に対して支給する給与は、原則として損金算入が可能。
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（備考） 

本 Q&A における株式報酬プラン名の定義 

・事前交付かつ業績連動無し： 事前交付型リストリクテッド・ストック 

※法人税法第 34 条第 1 項第 2 号の特定譲渡制限付株式を含みます。 

 

・事後交付かつ業績連動無し： 事後交付型リストリクテッド・ストック 

※法人税法第 34 条第 1 項第 2 号の「所定の時期に確定した数の株式を付与するもの」を

指し、いわゆる「リストリクテッド・ストックユニット」と呼ばれているものを含みま

す（退職給与を除きます。）。なお、金銭報酬債権を現物出資して株式を交付する手法、

株式を無償で割り当てる方法（無償発行）により株式を交付する手法、株式交付信託を

用いて交付する手法について主に記載していますが、いわゆる 0 円又は 1 円ストック

オプション（新株予約権）を予め付与し、その行使により一定の時期に確定数の株式を

交付する手法もこの類型に該当します。 

 

・事後交付かつ業績連動有り： パフォーマンス・シェア 

 ※一定期間経過後に、利益に関する状況等の指標を用いて算定した数の株式を金銭報酬

債権を現物出資して株式を交付する手法、無償発行により株式を交付する手法、株式交

付信託を用いて交付する手法について主に記載していますが、いわゆる 0 円又は 1 円

ストックオプション（新株予約権）を予め付与し、その行使により株式を交付する手法

もこの類型に該当します。 

 

なお、「無償発行」とは、金銭の払込み等を要しないで役員等（募集株式の場合は取締役又

は執行役に限ります。）に募集株式又は募集新株予約権を発行・処分する方法を指します。 

 

第１ 役員給与に関する税制改正の全体像に関する Q&A 

 

Q1-1 役員給与に関する平成 29 年度の税制改正において、役員給与全体として整合的な税

制になる、とはどういうことですか。 

これまでは、インセンティブ報酬の中で、報酬類型によって損金算入の可否が異なってい

ましたが、今後は類型の違いによらず、一定要件を満たせば損金算入できるようになります。 

また、ストックオプション、退職給与については、これまで法人税法第 34 条第 1 項の枠

組みに入っていませんでしたが、平成 29 年度税制改正において役員給与全体で整合的な税

制となるよう整理されました。このため、ストックオプション、退職給与（業績連動給与に

該当しないものを除きます。）についても、法人税法第 34 条第 1 項第 2 号又は第 3 号に定

められた一定の要件を満たした場合に損金算入できるようになります。  
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報酬の種類 報酬の内容 交付資産 

損金算入可否 

平成 29 年度

改正前 

平成 29 年度

改正後 

在任時 

特定譲渡制限付

株式 

一定期間の譲渡制限が付され

た株式を役員に交付。 

株式 可能 可能 

（①類型） 

事後交付型リス

トリクテッド・

ストック 

予め交付株式数を定め、一定期

間経過後にその株式を役員に

交付。 

株式 不可 可能 

（①類型） 

株式交付信託 会社が金銭を信託に拠出し、信

託が市場等から株式を取得。一

定期間経過後に役員に株式を

交付。 

株式 不可 

 

可能 

（①類型又

は②類型） 

ストックオプシ

ョン(SO) 

自社の株式をあらかじめ定め

られた権利行使価格で購入す

る権利（新株予約権）を付与。 

新株予約

権 

可能 可能 

（①類型又

は②類型） 

パ フ ォ ー マ ン

ス・シェア(PS) 

中長期の業績目標の達成度合

いに応じて、株式を役員に交

付。 

株式 不可 

 

可能 

（② 類型） 

パ フ ォ ー マ ン

ス・キャッシュ 

中長期の業績目標の達成度合

いに応じて、現金を役員に交

付。 

金銭 可能（単年度

で利益連動

の場合のみ。

一定の手続

が必要） 

可能 

（② 類型） 

ファントム・ス

トック 

株式を付与したと仮想して、株

価相当の現金を役員に交付。 

金銭 不可 

 

可能 

（② 類型） 

ストック・アプ

リ シ エ ー シ ョ

ン・ライト(SAR) 

対象株式の市場価格が予め定

められた価格を上回っている

場合に、その差額部分の現金を

役員に交付。 

金銭 不可 可能 

（② 類型） 

退職時 

退職給与 退職時に給付する報酬 金銭・株

式・新株

予約権 

可能 可能（業績連

動の場合は

②類型の要

件を満たす

ことが必要） 

※ ①類型・・・一定の時期に確定した金額又は数を交付する役員報酬。原則として税務

署への事前届出が必要。（法人税法第 34 条第 1 項第 2 号） 

  ②類型・・・業績（利益、売上高、株価等）に連動した金銭、株式等を交付する役員

報酬。報酬諮問委員会への諮問や有価証券報告書での開示等の手続が必

要。 （法人税法第 34 条第 1 項第 3 号） 

 

Q1-2 役員給与に関する平成 29 年度の税制改正はいつから適用されるのですか。 

役員給与に関する平成 29 年度の税制改正は、原則として平成 29 年 4 月 1 日以後に支給

又は交付に係る決議（当該決議が行われない場合には、その支給又は交付）をする給与につ

いて新法が適用されますが、退職給与、譲渡制限付株式及び新株予約権に係る改正について
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は、平成 29 年 10 月 1 日以後に支給又は交付に係る決議（当該決議が行われない場合には、

その支給又は交付）をする給与について新法が適用されます。 

経過措置の適用の判断基準となる支給に係る決議とは、報酬上限額等に関する株主総会

決議や新株発行・自己株式処分の取締役会決議ではなく、株主総会又は取締役会等における

役員報酬の具体的な内容を決定する決議又は決定（以下「支給の決議等」といいます。）と

考えられ、当該決議等の実施日と施行日の前後関係によって、新旧どちらの法律が適用され

るかが判断されます。 

例えば、在任時交付型の株式交付信託については、平成 29 年 4 月 1 日以後に支給の決議

等をしたものは、損金算入要件を充足すれば損金算入が可能であると考えられます。 

退任時交付型の株式交付信託（業績連動給与に該当するもの）については、平成 29 年 9

月 30 日までに支給の決議等をしたものは、その決議に基づき設定した信託が終了するまで

は旧法が適用され損金算入が可能であると考えられます（平成 29 年 10 月 1 日以降に追加

で支給の決議等したものを除きます。）。平成 29 年 10 月 1 日以後に取締役会等において役

員報酬の内容を決定する決議又は決定をしたものは、業績連動給与の損金算入要件を充足

すれば損金算入が可能であると考えられます（⇒Q3 を参照）。 

なお、既に導入済みの株式交付信託に新任役員が加わった場合には、その選任の決議の時

にその給与の支給の決議等がされたものとして、上記の適用関係の考え方に沿って損金算

入の可否が判断されることとなります。既に導入済みの株式交付信託の中で、予め役員の地

位の変更があった場合の支給額が定められている場合に、その地位の変更のあった役員に

対する給与については、導入時の支給の決議をした時期によって適用関係を考えることと

なります。 

 

Q2-1 役員給与に関する令和 2 年度の税制改正について教えてください。 

令和 2 年度税制改正では、特定譲渡制限付株式等が交付された役員等の死亡時における

所得税及び法人税に係る税務上の取扱いの整備（⇒Q22-1 参照）及び、証券取引所の独立役

員に係る基準の見直しに対応するための業績連動給与の手続に係る独立職務執行者の範囲

の見直しが行われました（⇒Q64-2 参照）。 

また、令和元年 12 月に成立した改正会社法（令和 3 年 3 月 1 日施行、以下「令和元年改

正会社法」といいます。）により、役員（取締役又は執行役）に対する株式の無償発行が可

能となることにあわせ、税制においても譲渡制限付株式の定義の見直し等が行われました

（⇒Q6-2、Q16、Q19 参照）。 

 

Q2-2 役員給与に関する令和 2 年度の税制改正はいつから適用されるのですか。 

特定譲渡制限付株式等が交付された役員等の死亡時における所得税及び法人税に係る税

務上の取扱いの整備は、令和 2 年 4 月 1 日以後に役員等が死亡した譲渡制限付株式につい

て適用されます。また、業績連動給与の手続に係る独立職務執行者の範囲の見直しは、令
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和 2 年 4 月 1 日以後に最初に開始する事業年度の前事業年度に関する定時株主総会の日の

翌日以後に終了する業績連動給与に係る算定方法の決定手続に係る給与から適用されま

す。例えば、3 月決算で 6 月定時株主総会を行う会社の場合、令和 2 年 6 月開催の定時株

主総会の日の翌日以後に業績連動給与に係る算定方法の決定手続を終了する給与から適用

されます。 

役員に対する株式等の無償発行制度にかかる見直しは、改正会社法の施行日以後にその

交付に係る決議（当該決議が行われない場合には、その交付）をするものから適用されます。 

 

Q3 退職給与は、どのような場合に損金算入が認められるのですか。 

平成 29 年度の税制改正前において退職給与は、法人税法第 34 条第 1 項の対象から除か

れており、同条第 2 項の過大役員給与等に該当しない限り損金算入が可能でした。 

平成 29 年度の税制改正により法人税法第 34 条第 5 項の「業績連動給与」に該当する退

職給与は、同条第 1 項第 3 号の各要件を満たす場合に限り損金算入が可能となります。例

えば、退職給与の算定に株価を参照している場合、株価が変動すると退職給与の金額が変動

するため同条第 5 項の「業績連動給与」に該当します。なお、法人税法第 34 条第 5 項の「業

績連動給与」に該当しない場合（例えば、勤務期間×最終月額報酬×給付乗率（功績倍率）

に基づき算定される退職給与）には、改正前と同じ取扱いとなります（法人税基本通達 9－

2－27 の 2）。 

なお、株式交付信託において、交付する株式の一部を換価する場合に業績連動給与に該当

しないとされる要件等については Q17 参照。 

 

Q4 ストックオプションは、どのような場合に損金算入が認められるのですか。 

その内容に応じ事前確定届出給与又は業績連動給与（法人税法第 34 条第 1 項第 2 号又は

第 3 号）に該当すれば損金算入可能です。また、退職給与であって、「業績連動給与」に該

当しない場合には、これまで通り法人税法第 34 条第 1 項の対象外であるため、同条第 2 項

の過大役員給与等に該当しない限り損金算入されます。これに対し業績連動給与に該当す

る場合は、損金算入するためには法人税法第 34 条第 1 項第 3 号の要件を満たす必要があ

り、例えば、確定した数を限度としているものであることや、ストックオプションを指標確

定後一定期間以内に交付すること（法人税法第 34 条第 1 項第 3 号ロ、法人税法施行令第 69

条第 19 項）などが要件とされています。 

このほか、非居住者の役員等に交付されたストックオプションについては、その非居住者

が居住者であるとしたときに給与所得等が生じた日において損金算入されることとされま

した。 

なお、実質的に役務提供の対価と認められる無償発行のストックオプションについても

損金算入が可能であることが明確化されています（法人税法第 54 条の 2 第 1 項第 2 号）。 
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Q5 事前確定届出給与と業績連動給与は、それぞれどのようなものですか。 

法人税法上、役員給与については、恣意性を排除することが適正な課税を実現する観点か

ら不可欠と考えられています。そのような考え方の下、事前確定届出給与は、事前の定めに

より役員給与の支給時期・支給額に対する恣意性が排除されているものについて損金算入

が認められ、業績連動給与は、適正性や透明性を担保することを条件に損金算入が認められ

ると考えられます。 

事前確定届出給与とは、法人税法第 34 条第 1 項第 2 号で定義されているもので、事前に

金額又は株式や新株予約権の交付数が確定しており、所定の時期に支給する給与のことを

言います。なお、一定の期間内に納税地の所轄税務署長にその確定した給与の届出を行うこ

とが必要ですが、一定の要件を満たす法人税法第 54 条第 1 項に規定する特定譲渡制限付株

式又は法人税法第 54 条の 2 第 1 項に規定する特定新株予約権による給与については、届出

が不要です（法人税法第 34 条第 1 項第 2 号イ、法人税法施行令第 69 条第 3 項）。 

また、平成 28 年度改正で法人税法第 34 条第 1 項第 2 号に位置付けられた特定譲渡制限

付株式は事前に株式を交付することが前提とされていましたが、平成 29 年度改正では、事

前に届出をした上で、事後に株式を交付するいわゆる事後交付型リストリクテッド・ストッ

クも、事前確定届出給与として損金算入の対象となりました。（⇒詳細は Q50 を参照） 

業績連動給与とは、法人税法第 34 条第 5 項で定義され、業績連動指標（⇒詳細は Q59 を

参照）を基礎に算定される給与のことをいいます。また、その算定方法の内容が一定の報酬

諮問委員会の諮問等（⇒詳細は Q64 を参照）を経て決定されていることや、有価証券報告

書等に開示されていること（⇒詳細は Q64 を参照）などの要件を満たせば損金算入するこ

とができ、業績連動指標を基礎として交付される額又は数が決まる金銭、株式又は新株予約

権による給与に加えて、特定新株予約権又は承継新株予約権による給与で、消滅される数が

役務提供期間以外の事由で決まるものがあります（法人税法第 34 条第 1 項第 3 号）。 

なお、勤務期間以外の事由（業績など）により無償取得される数が決まる特定譲渡制限付

株式については、業績連動給与として損金算入の対象とはならないことに留意する必要が

あります。 

 

第２ 役員に対する株式報酬の付与に関する Q&A 

Q6-1 株式報酬を発行したい場合、どのような選択肢がありますか。 

株式報酬には、事前交付型と事後交付型のものがあります。 

事前交付型とは、職務執行開始後速やかに譲渡制限の付いた株式を交付する形態のもの

を指し、事前交付型リストリクテッド・ストックが該当します。また、事後交付型とは、職

務執行期間が終了した後に株式を交付する形態のものを指し、事後交付型リストリクテッ

ド・ストック、パフォーマンス・シェアが該当します。 
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Q6-2 令和元年改正会社法により可能となった無償発行とは、どのようなものですか。 

令和元年会社法改正以前は、会社法上、株式の発行又は自己株式の処分（以下 Q6-2 にお

いて「株式の発行等」といいます。）に際して決定する募集事項の中で、募集株式の払込金

額又はその算定方法を定めなければならないとされ（会社法第 199 条第 1 項第 2 号）、募集

新株予約権の発行の場合のように金銭の払込み等を要しない旨の規定（会社法第 238 条第

1 項第 2 号）が存在しないことから、いわゆる無償発行はできないと解されてきました。 

また、ストックオプション（募集新株予約権）についても、その発行自体は金銭の払込み

等を要しないで行うことができるものの（会社法第 238 条第 1 項第 2 号）、権利行使に当た

っては金銭の払込み等が必要とされるため（会社法第 236 条第 1 項第 2 号、同項第 3 号参

照）、権利行使による株式の発行等の場面では、募集株式と同様、金銭の払込み等を要しな

いで（無償で）株式の発行等を行うことはできないと解されてきました。 

令和元年改正会社法では、上場会社の取締役又は執行役に対する報酬等として株式の発

行等を行う場合に限って、上記の規律が見直されました。具体的には、上場会社において、

定款又は株主総会の決議による会社法第 361 条第 1 項第 3 号に掲げる事項についての定め

又は報酬委員会による会社法第 409 条第 3 項第 3 号に定める事項についての決定に従い取

締役又は執行役に募集株式の発行等を行う場合は、金銭の払込み等を要しないものとする

ことができるとされ（会社法第 202 条の 2）、ストックオプションについても、権利行使に

おいて金銭の払込み等を要せずに取締役又は執行役に対し株式の発行等を行うことができ

るようになりました（会社法第 236 条第 3 項、同条第 4 項）。すなわち、これまでは権利行

使時の払込金額（権利行使価額）を 1 円とする、いわゆる 1 円ストックオプションが実務

上一般的に用いられていましたが、本改正により、上場会社の取締役又は執行役に対しては、

権利行使時の払込みを不要とする権利行使価額 0 円のストックオプションを発行すること

が可能となります。 

無償発行が認められるのは、上述のとおり、上場会社の取締役又は執行役に対する報酬等

として株式の発行等を行う場合に限られるため、いわゆる執行役員や従業員に対する報酬

等として無償発行をすることは、引き続き認められないことになります。 

なお、令和元年改正会社法では、取締役又は執行役に対する報酬等として募集株式又は募

集新株予約権と引換えにする払込みに充てるための金銭報酬債権を付す場合（いわゆる現

物出資型や相殺構成と呼ばれるもの）の規律についても設けられました（会社法第 361 条

第 1 項第 5 号、会社法第 409 条第 3 項第 5 号）（⇒無償発行の場合も含め、具体的な手続は

Q6-3、Q8 を参照）。 

 

Q6-3 令和元年改正会社法により、株式報酬を導入する際の会社法上の手続はどのように見

直されたのですか。 

令和元年改正会社法により、株式報酬を導入する際の定款又は株主総会の決定事項が明

確化されました。 
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具体的には、指名委員会等設置会社以外の会社において、募集株式と引換えにする払込み

に充てるための金銭を取締役の報酬等として付与する場合（現物出資型）や募集株式を取締

役の報酬等として付与する場合（無償発行型）には、以下について定款又は株主総会決議に

より定めなければならないとされました（現物出資型：会社法第 361 条第 1 項第 5 号イ、

会社法施行規則第 98 条の 4 第 1 項、無償発行型：会社法第 361 条第 1 項第 3 号、会社法

施行規則第 98 条の 2）。 

① 当該募集株式の数（種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数）

の上限 

② 譲渡制限事由の概要 

③ 無償取得事由の概要 

④ その他募集株式の割当条件（又は、募集株式と引換えにする払込みに充てるための金

銭を交付する条件（現物出資型の場合））の概要 

これらの「概要」の範囲については、令和元年改正会社法によって株式報酬に係る定款又

は株主総会の決定事項が見直された趣旨が、株主が希釈化等の影響や株式報酬の必要性を

判断することができるようにする点にあることを踏まえて、取締役にそのような株式報酬

を付与することが取締役に適切なインセンティブを付与するものであるかどうかを株主が

判断するために必要な事項であるかどうかによって決定されることになると考えられます。

したがって、例えば、インサイダー取引規制に抵触することを避けるために、社内規程等に

おいて取締役が保有する当該会社の株式の譲渡をすることができる時期等を制限している

場合であっても、当該制限は取締役に適切なインセンティブを付与するという観点からの

制限ではないと整理することができるときは、上記譲渡制限事由として定款又は株主総会

決議によって定める必要はないと考えられます（株主総会議案における具体的な記載例に

ついては、「Ⅲ．株主総会報酬議案（例）」を参照）。 

また、募集新株予約権の場合にも、募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事

項を決定しなければならないこととされました（現物出資型：会社法第 361 条第 1 項第 5

号ロ、会社法施行規則第 98 条の 4 第 2 項、無償発行型：会社法第 361 条第 1 項第 4 号、

会社法施行規則第 98 条の 3）。 

以上の規律に関し、指名委員会等設置会社の場合は、同様の事項を報酬委員会が決定する

ことになります。ただし、上記①については募集株式の数の上限ではなく個人別の募集株式

の数を決定すること、上記②～④については概要ではなく、事由や条件をそれぞれ決定しな

ければならないという違いがあります（会社法第 409 条第 3 項、会社法施行規則第 111 条

～第 111 条の 3）。 

なお、令和元年改正会社法においても報酬等に関する会社法第 361 条第 1 項第 1 号及び

第 2 号については改正されていないため、現物出資型、無償発行型のいずれの場合であっ

ても、募集株式の数の上限等だけでなく、確定額報酬（会社法第 361 条第 1 項第 1 号）又

は不確定額報酬（同項第 2 号）についての決定も併せて必要になります（⇒Q8 参照）。 
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Q6-4 令和元年改正会社法の施行後は、株式報酬に関する既存の株主総会決議はどのように

扱われるのでしょうか。 

令和元年改正会社法による改正後の規定（罰則を除きます。）は、特別の定めがある場合

を除いて令和元年改正会社法の施行前に生じた事項にも適用するとされているところ（会

社法附則第 2 条）、株式報酬に関する規律（⇒Q6-3 参照）について令和元年改正会社法に特

別の定めはありませんので、施行前に取締役に対する株式報酬に関して行った株主総会決

議についても、令和元年改正会社法の要件を満たしている必要があります（会社法附則第 2

条本文）。 

したがって、既存の株主総会決議が令和元年改正会社法の求める要件を全て満たしてい

ない場合であって、令和元年改正会社法の施行後に新たに取締役に対して報酬等を付与す

るときは、株主総会決議を再度行う必要があると考えられます。ただし、旧法の規定によっ

て効力が生じている場合（たとえば、令和元年改正会社法の施行日時点では株式の交付が未

了であるものの、株式の交付を受ける権利が具体的に発生している場合）には、その限りに

おいて再度株主総会決議を行う必要はありません（会社法附則第 2 条ただし書）。 

なお、株式報酬議案を株主総会に提出する場合、取締役は当該株式報酬を「相当とする理

由」（会社法第 361 条第 4 項）の説明をする必要があり、当該説明に関連して、取締役の個

人別の報酬等の決定方針（同条第 7 項）に言及することが考えられますが（⇒Q8 参照）、

令和元年会社法改正前においては当該決定方針の決定は指名委員会等設置会社以外の会社

に対して義務付けがされていなかったことや当該決定方針自体は、令和元年改正会社法第

361 条第 1 項各号においても株主総会決議によって定めることが求められている事項では

ないこと等から、既存の株主総会決議の際に当該決定方針に言及していなかったという一

事をもって、再度株主総会決議を行う必要があることにはならないと考えられます。 

 

Q7 親会社の株式や非上場の株式会社の株式を役員給与として損金算入することは可能で

すか。 

損金算入できる株式報酬は、役員が職務に従事する法人又はその法人の関係法人（※）の

株式であり、かつ、その株式が市場価格のある株式又は市場価格のある株式と交換される株

式であるものに限定されています（法人税法第 34 条第 1 項第 2 号ロ、第 3 号柱書き）。ま

た、市場価格があることの判定は、報酬決定時点（所定の時期に確定した数の株式を交付す

る旨の定めを行った時点）で行われるため、例えば報酬決定時に非上場で市場価格がない場

合には損金算入の対象となりません。 

なお、上場会社が非上場の種類株式として譲渡制限を付している株式を発行している場

合がありますが、そのような場合において「市場価格のある株式と交換される株式」には、

取得請求権の行使等により市場価格のある株式が交付される種類株式が該当します。 

具体的には、上場会社がその役員に対して確定数の株式を役員給与として交付する場合

や、上場会社の子会社がその役員に対して確定数の親会社の上場会社の株式を役員給与と
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して交付する場合が考えられます。 

 

※関係法人とは、役員が職務に従事する法人と支配関係のある法人（親会社等）で特定譲

渡制限付株式の譲渡制限解除時や事後交付型リストリクテッド・ストックで株式を交

付する時点などまで支配関係が継続することが見込まれる法人です（法人税法施行令

第 71 条の 2）。 

 

Q8 株式報酬を交付する際、会社法上どのような手続が必要となりますか。 

 取締役の報酬等については、株主総会の普通決議で決定することになりますが（会社法第

361 条第 1 項。指名委員会等設置会社を除きます。）、各取締役の個別の報酬内容や金額の決

定については取締役会決議等により行うことも可能です。 

金銭報酬債権の現物出資により株式を交付する場合又は無償発行により株式を交付する

場合は、株式報酬にかかる事項を株主総会の普通決議で決定したうえで（Q6-3 参照）、募集

株式の発行等の手続を行うことになります（会社法第 199 条以下）。 

なお、令和元年改正会社法により、事業報告において、業績連動報酬等、非金銭報酬等及

びそれら以外の報酬等に区分して報酬等の額又は総額を開示することが求められるように

なりましたが（会社法施行規則第 119 条第 2 号、第 121 条第 4 号・第 5 号）、一般に株式報

酬は非金銭報酬等に該当し、またパフォーマンス・シェアであれば非金銭報酬等だけでなく

業績連動報酬等にも該当するものと考えられます。また、株式報酬として取締役等に株式を

交付した場合は、交付した事業年度に関する事業報告において、取締役等の区分ごとに交付

した株式数及び株式の交付を受けた者の人数の開示が求められるようになりました（会社

法施行規則第 119 条第 3 号、第 122 条第 1 項第 2 号）。 

 

＜監査役会設置会社の場合＞ 

自社の株式を株式報酬として交付する場合における会社法上の取扱いを踏まえた基本的

な流れは以下の通りです（ストックオプションについても類似の規律があります。株式交付

信託については Q16 参照）。なお、以下の流れは、いずれも種類株式を発行していない会社

を前提としています。 

 

（1）現物出資型の場合 

①株主総会において、取締役の報酬（総）額（確定報酬額又は不確定報酬額）及び取締

役が引き受ける募集株式の数の上限その他法務省令で定める事項を決議（当該株主総

会において当該報酬等を相当とする理由を説明）（Q6-3 参照） 

②取締役会において、取締役個人に対する株式報酬相当の金銭報酬債権の付与等を決議

（上記①の株主総会で定めている場合を除きます。） 

③取締役会において、取締役を引受人とする募集株式の第三者割当て（新株の発行又は
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自己株式の処分）を決議 

④払込期日において、各取締役による上記②の金銭報酬債権の現物出資と引換えに、各

取締役に株式を交付 

 

（2）無償発行型の場合 

①株主総会において、取締役の報酬（総）額（確定報酬額又は不確定報酬額）及び募集

株式の数の上限その他法務省令で定める事項を決議（当該株主総会において当該報酬

等を相当とする理由を説明）（Q6-3 参照） 

②取締役会において、取締役個人に付与する株式数等を決議（上記①の株主総会で定め

ている場合を除きます。） 

③取締役会において、取締役を引受人とする募集株式の第三者割当て（新株の発行又は

自己株式の処分）を決議（その際、金銭の払込み等を要しない旨及び割当日を定めま

す。） 

④割当日において、各取締役に株式を交付 

 

＜監査等委員会設置会社の場合＞ 

上記①において、監査等委員である取締役の報酬総額及び募集株式の数の上限その他法

務省令で定める事項とそれ以外の取締役の報酬総額及び募集株式の数の上限その他法務省

令で定める事項とは区別して株主総会で決議する必要があります（会社法第 361条第 2項）。

また、上記②について、監査等委員である取締役個人の報酬は、監査等委員である取締役の

協議によって定めることとなります（会社法第 361 条第 3 項）。 

 

＜指名委員会等設置会社の場合＞ 

上記①及び上記②の決議は報酬委員会によることとなります（会社法第 404 条第 3 項、

第 409 条第 3 項、会社法施行規則第 111 条、第 111 条の 3 第 1 項）（具体的なスケジュール

は、Q48 を参照）。 

 

現物出資型・無償発行型のいずれの場合であっても、株主総会においては、募集株式の数

の上限等（会社法第 361 条第 1 項第 3 号・会社法施行規則第 98 条の 2、会社法第 361 条第

1 項第 5 号イ・会社法施行規則第 98 条の 4 第 1 項）だけでなく、確定額報酬（会社法第 361

条第 1 項第 1 号）又は不確定額報酬（同項第 2 号）についての決議も併せて必要になりま

す（⇒「Ⅲ.株主総会報酬議案（例）」を参照）。 

 

確定額で報酬の上限を決定して会社法第 361 条第 1 項第 1 号の決議を得る場合、株価上

昇により、当初想定していた数の株式を交付しようとしたときに交付株式の合計価額や交

付する株式に対応する金銭報酬債権の額が総会決議で定めた上限金額を超過することとな
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る場合が考えられますので、注意して設定する必要があります。 

また、会社法第 361 条第 1 項第 2 号の決議を得る場合、その決議において取締役の全員

について一律同じ計算式によって交付する株式の数を算定する場合又は当該株式の数に応

じた金銭報酬を付与するという場合には、株主総会では、その旨と、その計算方法を決議す

ることになると考えられます。そのほか、取締役をいくつかのグループに分けて（例えば、

役付取締役と、平取締役に分けて）、それぞれ異なった計算式によって交付する株式の数を

算定する場合又は当該株式の数に応じた金銭報酬を付与するという場合には、株主総会で

は、その旨と、各グループについての計算式を決議する方法も考えられます。また、これら

の方法については、最も高額となる計算式のみ決議して、その枠内での運用を取締役会等に

委ねるという方法も考えられます。 

なお、指名委員会等設置会社以外の会社が株式報酬議案を株主総会に提出する場合、株主

総会において当該株式報酬を相当とする理由を説明する必要がありますが（会社法第 361

条第 4 項）、その説明の一環として、当該株式報酬議案が可決された後に取締役会において

決定されることが想定される取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下 Q8 におい

て同じ。）の個人別の報酬等の決定方針の概要に言及することが考えられます。当該個人別

の報酬等の決定方針は、令和元年改正会社法において、上場会社等に対し取締役会において

決定することが義務付けられたものですが（会社法第 361 条第 7 項）、株主が議案について

の賛否を決定する上で重要な情報であり、議案の内容の合理性や相当性を基礎づけるもの

であると考えられるからです（⇒「Ⅲ．株主総会報酬議案（例）」参照）。 

また、募集株式の数の上限については、現物出資型・無償発行型のいずれの場合も、株主

総会の決議では取締役全員の募集株式の数の上限を定めたうえで、その範囲内であれば取

締役会に具体的な決定を委任することもでき、株式報酬を付与する都度、株主総会決議が必

要となるわけではないと考えられます。 

なお、報酬を取締役に付与するに当たって、取締役会にて役員報酬規程を制定することや、

会社と取締役との間で個別に契約を締結することなども考えられます。 

 

Q9 上場会社が株式報酬を交付するために第三者割当を行う際、金融商品取引法上の開示規

制はどうなりますか。 

発行価額の総額が一億円未満の場合を除き、原則として、有価証券届出書の提出が必要で

す。なお、無償発行型のうち、令和元年改正会社法により追加されたもの（交付時に金銭の

払込み等を要しない株式や、権利行使時に金銭の払込み等を要しない新株予約権）について

は、役務の対価の公正な評価額を基準に有価証券届出書の提出要否を検討することになり

ます。有価証券届出書を提出する場合、「第三者割当の場合の特記事項」として割当先の状

況等（取締役個人の氏名、住所、職業の内容など）を記載することが求められています。た

だし、譲渡禁止条件付新株予約権、現物出資型又は無償発行型の株式報酬に該当する場合は、

金融商品取引法上の第三者割当の定義から除外されることとされているため（企業内容等
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の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 1 号ヲ(2)～(4)）、有価証券届出書における「第三

者割当の場合の特記事項」の記載は不要となります。 

もっとも、発行価額の総額が一億円以上の場合であっても、譲渡禁止条件付新株予約権や

譲渡制限付株式（事後発行型を含みます。）を発行会社やその完全子会社等の取締役等（取

締役、会計参与、監査役、執行役又は使用人）のみに対して交付する場合には、臨時報告書

の提出で足り、有価証券届出書の提出は不要とされています（金融商品取引法第 4 条第 1 項

第 1 号、金融商品取引法施行令第 2 条の 12、企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条

第 2 項第 2 号の 2）（無償発行型のうち、令和元年改正会社法により追加されたものについ

ても同様。）。ただし、譲渡制限付株式には、取締役等が交付を受けることとなる日の属する

事業年度経過後 3 か月（外国会社にあっては 6 か月）を超える期間、譲渡を禁止する旨の

制限が付されていることが必要です。 

臨時報告書を提出する場合、銘柄、発行数、発行価格、勧誘の相手方、相手方と提出会社

との取決め内容、譲渡制限付株式と普通株券等の分別管理方法等を記載することが求めら

れています（企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の 2）。 

なお、発行価額の総額が一億円未満の場合には、原則として、有価証券通知書の提出が求

められますが、譲渡禁止条件付新株予約権や譲渡制限付株式を発行会社やその完全子会社

等の取締役等のみに対して交付する場合には、有価証券通知書の提出も不要となります（金

融商品取引法第 4 条第 1 項第 1 号、第 5 号、第 5 項、第 6 項）。 

 

Q10 上場会社が株式報酬を交付するために第三者割当を行う際、上場規則における開示は

どうなりますか。 

 株式報酬としての株式発行に係る募集又は自己株式処分に係る募集を行うことについて

の決定をした場合は、以下の事項を開示することが必要となります（会社情報適時開示ガイ

ドブック 第 2 編第 1 章 1．（2）⑦参照）。ただし、払込金額の総額が一億円未満の場合（無

償発行の場合を含みます。）には、適時開示義務は生じません。 

 

ａ．発行の概要 

（ａ）払込期日 

（ｂ）発行する株式の種類及び数 

（ｃ）発行価額 

（ｄ）発行総額 

（ｅ）割当予定先 

（ｆ）その他投資判断上重要又は必要な事項 

ｂ．発行の目的及び理由 

ｃ．払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

ｄ．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 
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ｅ．企業行動規範上の手続き（第三者割当に該当する場合） 

ｆ．支配株主との取引に関する事項（本行為が支配株主との取引等に関するものである場合） 

 

 なお、株式報酬としての株式発行に係る募集又は自己株式処分に係る募集を行う場合と

しては、以下の場合が想定されています。 

・上場会社又は関係会社の役員、会計参与又は使用人（以下 Q10 において「役員等」と

いいます。）に対して役務提供の対価として付与された金銭債権の払込みを受けること

により株式を発行する場合又は自己株式の処分を行う場合（当該役員等が退任又は退

職している場合を含みます。） 

・上場会社が、役員等に役務提供の対価として又は従業員持株会に対して株式を交付する

ことを目的として役員等を受益者とした信託を設定し、当該信託の受託者に対して株

式を発行する場合又は自己株式の処分を行う場合 

 

また、株式報酬として、金融商品取引法上の第三者割当に該当しない株式発行や自己株式

処分を行う場合には、①譲渡報告に関する確約書の写し（有価証券上場規程施行規則第 429

条）、②株式の譲渡に関する報告書（有価証券上場規程施行規則第 430 条）、③割当先が反

社会的勢力と関係がないことを示す確認書（有価証券上場規程施行規則第 417 条第 1 項第

1 号 e）及び④支配株主との取引状況等に関する報告書（有価証券上場規程施行規則第 601

条第 9 項第 3 号）の提出は不要とされています。さらに、金融商品取引法上の第三者割当

に該当する場合であっても、株式交付信託に対して株式発行や自己株式処分を行うときに

は、上記①～③の提出は不要とされています。 

 

Q11 自己株式処分により株式の交付を行う際、金融商品取引法上のインサイダー取引規制

はどのように適用されますか。 

上場会社等が役員に対し自己株式の処分による有償での株式の交付を行う場合、金融商

品取引法第 166 条第 1 項柱書で定めるインサイダー取引規制の「売買等」に該当すると解

されています。なお、「売買等」には有償の譲渡・譲受けが含まれるところ、無償発行型（令

和元年改正会社法により追加されたもの。以下 Q11 において同じ。）で自己株式の処分によ

り株式の交付を行う場合も、金銭の払込み等を要しないというだけで職務執行という反対

給付自体は存在していることから、「売買等」に該当するものと考えられます。 

また、金融商品取引法では、インサイダー取引を間接的に防止するために、売買報告義務

（金融商品取引法第 163 条第 1 項）及び短期売買利益提供義務（金融商品取引法第 164 条

第 1 項）を規定しており、上場会社等が役員に対し自己株式処分による有償での株式の交

付を行う場合には、原則として当該義務の対象になると解されています。 

役員が上場会社等から自己株式処分による有償での株式の交付を受けた場合には、当該

義務で規定する「買付け」に該当し、その交付を受けた日の属する月の翌月 15 日までに、
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その取引に関する売買報告書を内閣総理大臣に提出する必要があります。 

また、上場会社等が役員に毎年株式の割当を行う場合においては、株式の割当日から前後

6 ヶ月以内に、役員が既に交付されている株式の売却を行うと、その売買によって生じた利

益は「短期売買利益」に該当し、それを当該上場会社等又はその株主が役員に対し返還請求

できることになります。 

 ただし、金融商品取引法第 163 条第 1 項及び第 164 条第 8 項において、内閣府令で定め

る場合は売買報告義務及び短期売買利益の返還義務の適用除外とすると定めており、当該

適用除外を定める有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第 30 条第 1 項及び第 33 条で

は、新株予約権の取得とその権利行使による株券の買付けや現物出資型の株式報酬等を適

用除外としています（なお、無償発行型の株式報酬等は上記適用除外として規定されていま

せん。これは「買付け」とは金銭を対価として上場会社等の特定有価証券等を取得すること

をいうところ、無償発行による場合は、金銭を対価とするものではないことから、「買付け」

には該当せず、売買報告義務及び短期売買利益提供義務の適用対象にならないためと考え

られます。）。 

 なお、自己株式処分によらず新株発行による場合は、原始取得に該当し、有償、無償に関

わらず、インサイダー取引規制の対象となる「売買等」には該当せず、売買報告義務及び短

期売買利益提供義務も生じません。 

 

Q12 複数年の報酬を付与する場合、有価証券報告書における額の開示はどのようにすれば

良いでしょうか。 

業績連動給与としての損金算入とは別に、役員報酬額の開示が有価証券報告書において

必要となりますが、この有価証券報告書に記載すべき役員報酬額としては、各事業年度にお

いて会計処理上費用計上された金額が報酬額として開示されることになります。 

 

Q13 株式報酬を付与する場合、社会保険料の算定の対象になりますか。 

健康保険・厚生年金保険の保険料の額や保険給付の額の計算の基礎となる「報酬」及び「賞

与」（以下 Q13 において「報酬等」といいます。）の範囲は、労働の対償として経常的かつ

実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計に充てられるすべてのものとされており、役

員又は従業員に対する株式報酬についても、原則として報酬等に含まれるものと解されて

います。 

ただし、ストックオプションについては、自社株をあらかじめ定められた権利行使価格で

購入する権利を付与するものであることから、報酬等に該当せず、その権利を行使した場合

に株式取得により得られる利益についても、報酬等に該当しません。 

また、退職したことに起因して退職時に支払われることとなる株式報酬は、退職時に受け

る「退職手当」と同様に報酬等に該当しません（昭和 24 年６月 24 日保文発第 1175 号「労

働基準法による解雇予告手当又は退職手当と報酬との関係について」、令和４年９月５日厚
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生労働省事務連絡 「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」）。 

 

Q14 上場企業の完全子会社の役員に株式を交付する場合、組織再編成によって支配関係が

変わる可能性がある場合はどうなりますか。 

上場企業がその完全子会社の役員に株式を交付する場合、損金算入の要件において、株式

を交付するまでの間、継続して支配関係があることが見込まれることとされています（法人

税法第 34 条第 1 項第 2 号及び第 3 号並びに第 7 項、法人税法施行令第 71 条の 2）。 

株式報酬の導入決議前に組織再編成が予定され、その組織再編成により支配関係がなく

なることが予定されている場合は、そもそも「継続して支配関係があること」が見込まれま

せんので、損金算入の要件を満たすことができません。 

 

Q15 株式報酬の導入決議後などに組織再編成が生じることを決定した場合には、損金算入

するために、どのような対応をすることが考えられますか。 

特定譲渡制限付株式の場合は、予め契約などによって、その時点における権利関係を清算

し、組織再編成後の法人で特定譲渡制限付株式を交付することもできます。（⇒詳細は Q32

を参照） 

事後交付型リストリクテッド・ストックの場合は、当該組織再編成を契機として臨時改定

事由が生じたことにより、当該組織再編成前に期間按分した株式数に交付する株式数を変

更する定めを行ったものと認められる場合には、「事前確定届出給与に関する変更届出書」

を所定の期間中に提出することになります。（⇒詳細は Q54 を参照） 

パフォーマンス・シェアの場合は、組織再編成が生じるまでの期間で報酬額を按分して組

織再編成前に交付できるよう、予め算定方法等を記載するという方法が考えられます。 

 

Q16 株式交付信託の税務上の取扱いについて教えてください。 

法人税法上の受益者等課税信託に該当する株式交付信託では、税務上、受益権が役員に帰

属するまでの間、委託者である導入企業のみが受益者とみなされる者として、信託財産に属

する資産及び負債を有し、かつ信託財産に生じた収益及び費用が帰属するものとみなされ

ます。また、委託者である導入企業が信託財産として金銭を拠出した後、受託者（信託銀行

等）が市場等から株式を取得しますが、税務上は委託者である導入企業において自社株式の

取得として扱われます。 

役員報酬規程（株式交付規程（規則）などの名称の場合もあります。以下同じ。）の定め

るところに従い、役員にはその役位や会社業績達成度等の指標に基づきポイントが付与さ

れ、退任又は一定の役務の提供後、役員報酬規程及び信託契約の定めに従い、役員に株式が

交付される権利が確定する日（以下「受益権確定日」といいます。）に、ポイントの累積数

に応じた株式（及び株式に代えて一定の金銭、以下「株式等」といいます。）の交付を受け

る権利（以下「受益権」といいます。）を取得します。 
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受益権の取得により、役員は株式等の財産の交付を受けることができる財産上の利益を

得ますが、この財産上の利益は、導入企業の役員報酬規程の定めるところに従い交付される

ものであり、役員においては、通常は、退任時交付型の場合には退職に起因して一時に支払

われる報酬に該当することから退職所得（所得税法第 30 条）として、退任時交付型以外（在

任時交付型）の場合には職務執行期間の職務執行に係る報酬に該当することから給与所得

（所得税法第 28 条）として取り扱われます。 

税務上は、受益権確定日に信託財産である株式が役員に帰属することとなりますので、役

員において、退職所得又は給与所得として収入すべき日は受益権確定日となり、退職所得又

は給与所得の収入金額は受益権確定日における株式の時価等の金額となります。 

また、導入企業においては、役員に交付される株式が事前確定届出給与や業績連動給与又

は退職給与の損金算入要件を満たす場合には、受益権確定日の属する事業年度において損

金算入することとなります。損金算入額は、業績連動給与又は退職給与に該当する場合であ

れば受益権確定日の株式の時価等に交付する株式数を乗じた金額となり、事前確定届出給

与に該当する場合であれば株主総会等において役員報酬規程を決議した日の株式の時価等

に交付する株式数を乗じた金額（交付決議時価額）となります（法人税法施行令第 71 条の

3）。 

なお、令和 2 年度税制改正における「特定譲渡制限付株式」の範囲の見直しにより、株式

交付信託によって交付される株式が税法上の一定の要件（譲渡についての制限があり、かつ、

譲渡制限期間が設けられていること及び株式の無償取得事由（勤務状況または業績状況に

基づく事由に限る。）が定められていること）を満たす譲渡制限付株式である場合には、当

該株式も「特定譲渡制限付株式」としての扱いを受けることとなりました（法人税法第 54

条第 1 項第 2 号、所得税法施行令第 84 条第 1 項第 2 号）。これにより、当該特定譲渡制限

付株式の交付を受ける役員等においては、譲渡制限解除時に退職所得又は給与所得として

課税されることとなります（退職に基因して解除された場合は退職所得となり、それ以外の

場合は給与所得になると考えられます。）。また、役務提供を受けることとなる法人において

も、役員等に交付される特定譲渡制限付株式が事前確定届出給与、業績連動給与又は退職給

与の損金算入要件を満たす場合は、給与等課税額が生ずることが確定した日の属する事業

年度において損金算入することとなります。特定譲渡制限付株式の交付が正常な取引条件

で行われた場合の損金算入額は、確定数給与に該当する場合は株主総会等において役員報

酬規程を決議した日の株式の時価等に交付する株式数を乗じた金額（交付決議時価額）、そ

れ以外の場合は特定譲渡制限付株式の交付された時（受益権確定日）の株式の時価等に交付

する株式数を乗じた金額となります（法人税法施行令第 111 条の 2 第 4 項）。 

 

【参考】 

なお、役員向け株式交付信託の税務上の取扱いについて、信託協会が国税庁等と協議して

取りまとめた Q&A が信託協会のウェブサイト上に公表されていますので、適宜ご参照くだ
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さい（下記 URL から「よくあるご質問」の「役員向け株式交付信託の税務上の取扱いにつ

いて留意すべき点はありますか。」の Q&A をご参照）。 

（URL）https://www.shintaku-kyokai.or.jp/products/corporation/kabushiki.html 

【参考】 

株式交付信託による役員への株式報酬についても、指名委員会等設置会社以外の会社の

場合は、会社法第 361 条第 1 項の規律の適用を受けることになります。具体的には、金銭

を導入企業（委託者）が信託に拠出しているという面では、確定額報酬（同項第 1 号）又は

不確定額報酬（同項第 2 号）として定款又は株主総会の決議による決定が必要となります。

また、信託が取得した株式が役員に交付される面については、会社法第 361 条第 1 項第 6

号が適用されることになりますが、株式交付信託が報酬等として役員に対して株式を交付

するための仕組みであることからすれば、同号の決議の内容は、会社法第 361 条第 1 項第

3 号や同項第 5 号イに準ずるものになると考えられます。 

 

第３ 事前確定届出給与としての株式報酬に関する Q&A 

 

１ 事前確定届出給与における株式報酬 

Q17 事前確定届出給与としてどのような株式報酬が対象となりますか。 

平成 29年度改正では所定の時期に確定数の株式を交付する役員給与も事前確定届出給与

の対象とされたことにより、事前交付型リストリクテッド・ストックとして平成 28 年度改

正において事前確定届出給与の対象となった特定譲渡制限付株式に加え、他の手法による

事前交付型リストリクテッド・ストックや、将来の一定の時期に金銭債権の現物出資や株式

交付信託（業績連動がないもの）の手法を用いて確定数の株式を交付するもの（いわゆる、

事後交付型リストリクテッド・ストック）による株式報酬も損金算入の対象に加えられまし

た。また、事前に報酬額が確定していて、交付直前の株価を参照して交付株式数を決定する

ような報酬で、端数部分を金銭交付するもの（法人税法施行令第 69 条第 8 項）や、法人が

その役員に対して支給する給与について、業績指標その他の条件により、その全てを支給す

るか、又はその全てを支給しないかのいずれかとすることを定めた場合における当該定め

に従って支給する給与も、事前確定届出給与の対象となります（法人税基本通達 9－2－15

の 5）。 

また、株式交付信託によって交付される株式が特定譲渡制限付株式でない場合において、

役員に交付する株式の一部を役員に交付する時期に換価をして株式と金銭とを交付する場

合があります。このような場合についても、導入される株式報酬制度が全体として株式を交

付することが目的の給与として株主総会議案において明らかにされ、その換価が源泉徴収

等の納税資金確保のためであることが役員報酬規程により明らかにされ、換価される株式

の一部が納税資金確保のための合理的な割合によっているのであれば、全体として確定し

た数の株式として、損金算入できると考えられます。 
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この場合の譲渡損益の帰属については、受益権確定日前の株式売却（換価）であれば税務

上は委託者が自己株式を処分したものとして、会計上の処分損益等は、税務上は資本等取引

として委託者に帰属し、受益者には譲渡損益は生じないと考えられます。他方、受益権確定

日当日以後の株式売却についてはその譲渡損益は受益者に帰属し、受益者に譲渡損益が生

ずると考えられます。なお、株式交付信託による役員給与の損金算入時期は、株式の売却に

関係なく債務確定日（受益権確定日）の属する事業年度となります。 

なお、株式と金銭を区分した上で、確定数の株式（事前確定届出給与）と株価連動の金銭

（業績連動給与）を組み合わせて交付することも可能です。 

  

Q18 事前確定届出給与である株式報酬に相当する金銭報酬（ファントム・ストック）を非居

住者の役員に交付する場合、損金算入は可能ですか。  

 非居住者の役員では、日本の証券会社への口座開設が難しい場合があると言われていま

す。 

 業務執行役員全員に対し特定譲渡制限付株式、事後交付型リストリクテッド・ストック

（以下、この Q18 において、これらをあわせて「事前確定型株式報酬」といいます。）を交

付しようとする場合、このような非居住者の業務執行役員については、居住者の業務執行役

員に交付する株式の価額に相当する金銭を交付する制度を導入することが考えられます。 

 この金銭報酬は業績連動給与（ファントム・ストック）に該当しますので、損金算入する

ためには、業績連動給与の損金算入要件を満たす必要があります。このような場合の「他の

業務執行役員に対して支給する業績連動給与に係る算定方法と同様のもの」であるかどう

かの要件判定については、有価証券報告書等において、居住者役員に付与する職位別の事前

確定型株式報酬の数を記載し、非居住者役員への金銭報酬は居住者役員に付与する株式報

酬に相当するものである旨、及び居住者役員に交付する株数と同じ株数に交付時点（特定譲

渡制限付株式については権利確定時点）の株価を乗じた金額の金銭を交付する旨を記載し

た上で、交付時点等においてその金銭を非居住者役員全員に交付するものであれば、この要

件を満たすものと考えられます。 

 なお、居住者役員に交付する株式については、事前確定届出給与の対象となりますので、

損金算入するためには、届出書の提出など事前確定届出給与の損金算入要件を満たす必要

があります。 
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非居住者のファントム・ストックに関する開示例 

 

 

２「特定譲渡制限付株式」 

① 概要 

Q19 「特定譲渡制限付株式」に関する税制措置の概要はどのようなものですか。 

「特定譲渡制限付株式」とは、法人からその法人の役員又は従業員等（以下「役員等」と

いいます。）にその役員等による役務提供の対価として交付される譲渡制限付株式（一定期

間の譲渡制限その他の条件が付されている株式をいいます。）であって、①譲渡制限付株式

がその役務の提供の対価として役員等に生ずる債権の給付と引換えに役員等に交付される

もの、又は②譲渡制限付株式が実質的にその役務の提供の対価と認められるものをいいま

す（法人税法第 54 条第 1 項、法人税法施行令第 111 条の 2 第 1 項）。 

特定譲渡制限付株式に係るその役員等における所得税の課税時期については、譲渡制限

期間中はその特定譲渡制限付株式の処分ができないこと等に鑑み、その特定譲渡制限付株

式の交付日ではなく、譲渡制限解除日とされています（所得税法施行令第 84 条第 1 項）。 

また、法人税については、平成 29 年度改正において、その法人において、その役員等に

おける所得税の課税時期として給与等課税額が生ずることが確定した日にその役務提供を
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受けたものとされ、その役務提供に係る費用の額は、同日の属する事業年度において損金の

額に算入することとされました（法人税法第 54 条 1 項）。 

平成 29 年度改正により、無償取得事由がなくなった後も譲渡制限が解除されない場合、

所得税の課税時期と法人税の損金算入時期が異なることとなります。 

また、役員給与として特定譲渡制限付株式が交付された場合には、原則として事前確定届

出給与の要件に該当する特定譲渡制限付株式による給与の額は損金の額に算入されます

（⇒Q20、Q26 を参照）が、この特定譲渡制限付株式による給与のうち株式の交付等のスケ

ジュールに係る要件を満たすものについては、事前確定届出給与の届出が不要とされてい

ます。 

なお、対象となる株式は、適格株式（市場価格のある株式（役員が職務に従事する法人に

加え、関係法人の発行する株式を含みます。）をいいます。）のみとなります。 

 

 

 

Q20 税制措置の対象となる「特定譲渡制限付株式」とはどのようなものですか。 

法人税法等及び所得税法施行令等においてそれぞれ規定されており、具体的には、次の①

及び②の各要件を満たす株式（以下「譲渡制限付株式」といいます。） であって、次の③の

要件を満たすものとされています。 

① 一定期間の譲渡制限が設けられている株式であること（⇒Q21 を参照） 

② 法人により無償取得（没収）される事由（無償取得事由）として勤務条件又は業績条

件が達成されないこと等が定められている株式であること（⇒Q22 を参照） 

③ 役務提供の対価として役員等に生ずる債権の給付と引換えに交付される株式、又は

実質的に当該役務の提供の対価と認められる株式であること（⇒Q23 を参照） 

なお、役員給与として特定譲渡制限付株式が交付された場合には、事前確定届出給与の

要件に該当する特定譲渡制限付株式による給与の額については、原則として損金の額に

算入されます（⇒Q26 を参照）。 

【参照条文：法人税法第 34 条、第 54 条、所得税法施行令第 84 条 等】 

 

【参考】事前交付型リストリクテッド・ストックとは 
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Q21 譲渡制限付株式の譲渡制限に関する要件とはどのようなものですか。 

「譲渡（担保権の設定その他の処分を含む。）についての制限がされており、かつ、当該

譲渡についての制限に係る期間（以下「譲渡制限期間」といいます。）が設けられているこ

と（法人税法施行令第 111 条の 2 第 1 項第 1 号、所得税法施行令第 84 条第 2 項第 1 号）。」

とされています。この譲渡制限期間については、中期経営計画の対象期間のサイクルと一致

させて 3 ～5 年といった期間を設定すること等が考えられます。なお、役員給与は一定期

間の職務執行の対価であるため、中期経営計画の対象期間等にあわせて一定の役務提供期

間が設定されていると考えられます。役務提供期間終了時点において譲渡制限が解除され

ることとなる特定譲渡制限付株式の数は定まっていると考えられますが、実際に譲渡制限

が解除される日は役務提供期間終了後の一定の日とすることも考えられます。また、その一

定の日は確定日ではなく、退任日など客観的な事由に基づき定まる日とすることも考えら

れます（※）。 

なお、譲渡制限の手法としては、種類株式を用いるほか、普通株式を用いた上で、法人と

その役員等との契約において制限することが考えられます。 

※業績連動給与以外の退職給与に該当する場合は、法人税法第 34 条第 1 項の対象外とな

りますが、将来の一定期間の職務執行の対価として特定譲渡制限付株式が事前交付さ

れるような場合には、通常は退職給与に該当しないと考えられ、業績連動給与に該当し

ないものについて事前確定届出給与の必要手続（または届出が不要となる要件の充足）

を要することがあります。 

 

Q22 譲渡制限付株式の無償取得（没収）の要件とはどのようなものですか。 

譲渡制限付株式は、「法人が無償で取得することとなる事由（以下「無償取得事由」とい

います。）が定められていること」が要件とされています。 

この譲渡制限付株式として認められるために必要な無償取得事由は、役員等が「譲渡制限

期間内の所定の期間勤務を継続しないこと」「勤務実績が良好でないこと」といった『役員

等の勤務の状況に基づく事由』又は「法人の業績があらかじめ定めた基準に達しないこと」

といった『法人の業績等の指標の状況に基づく事由』に限ることとされています（法人税法

施行令第 111 条の 2 第 1 項第 2 号、所得税法施行令第 84 条第 2 項第 2 号）。 

また、事前確定届出給与として損金算入が可能な特定譲渡制限付株式は「役務の提供期間

に応じて」無償取得されるものに限られます（法人税法第 34 条第 1 項第 2 号及び第 5 項参

照）。 

なお、無償取得の手法としては、種類株式を用いるほか、普通株式を用いた上で、法人と

その役員等との契約において無償取得事由を定めることが考えられます（⇒Q41 を参照）

（具体的な無償取得事由の定め方については、「Ⅳ．譲渡制限付株式割当契約書（例）」第 3

条を参照）。 
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Q22-1 譲渡制限付株式等を交付された役員等が死亡した場合の税務上の取扱いはどのよう

になりますか。 

譲渡制限付株式を交付された役員等がその譲渡制限付株式の譲渡制限が解除される前に

死亡した場合は、死亡時点において無償取得事由に該当しないことが確定しているかどう

かによって税務上の取扱いは次のとおりとなります。 

 

① 死亡時点において無償取得事由に該当しないことが確定している株式（取扱い①） 

所得税法上は、死亡の日のその確定した譲渡制限付株式の価額がその死亡した役

員等の譲渡制限付株式に係る収入金額（給与所得又は退職所得）となります（所得税

法施行令第 84 条第 1 項）。 

法人税法上は、その確定の日にその役員等において給与等課税額が生ずることが

確定することとなりますので、その確定の日に役務提供を受けたものとして、その役

務提供に係る費用の額は、同日の属する事業年度において損金の額に算入されます。

具体的に死亡時点において無償取得事由に該当しないことが確定している株式とは、

(a)契約等に基づき自動的に死亡時点において無償取得事由に該当しないことが確定

し、譲渡制限解除が行われる株式や、(b)死亡後において取締役会決議等により確認

的に譲渡制限解除が行われるものの、それにより無償取得事由に該当しないことが

確定するものではなく、契約等に基づき死亡時点において無償取得事由に該当しな

いことが確定している株式が該当します1。 

なお、相続人が相続により取得した無償取得事由に該当しないことが確定してい

る株式は、相続税の課税対象となります（※）。 

※ 役員等に交付されていた譲渡制限付株式のうち、その役員等の死亡により無償

取得される部分については相続税の課税対象とはなりませんが、後日、税務当

局から無償取得が行われた事実の確認を求められる場合があるため、発行会社

等が証券会社に提出する無償取得に係る指図書等の写し等、無償取得が行われ

たことが確認できる書面を、交付法人が相続人に提供してください。 

 

② 死亡時点において無償取得事由に該当しないことが確定していない株式（取扱い②） 

所得税法上は、譲渡制限が解除された時にその死亡した役員等の相続人の収入金

額（雑所得又は一時所得）となります。 

具体的に死亡時点において無償取得事由に該当しないことが確定していない株式

とは、死亡後の取締役会決議等により譲渡制限解除が行われ、当該決議等の時点に無

償取得事由の該当性が判断される株式や、死亡の後の業績条件が確定した時点で譲

 
1 「Ⅳ．譲渡制限付株式割当契約書（例）」では、本文に(a)の場合、脚注 5 に(b)の場合を

記載しています。 



 

59 

 

渡制限解除が行われる株式が該当します。 

取扱い①及び取扱い②における所得税、法人税及び相続税における取扱いは、それぞれ以

下の通りです。 

 

 交付法人 被相続人 

（役員等） 

相続人 

法人税 所得税 所得税 相続税 

取扱い① 損金算入

の対象 

給与所得 

又は 

退職所得 

－ 株式を相続財産として課税 

※ 被相続人に対する給与所

得又は退職所得の課税に係る

所得税債務は、相続税の計算

上、被相続人の債務として控

除されます。） 

取扱い② 損金算入

の対象外 

－ 雑所得 

又は 

一時所得 

株式を相続財産として課税 

 

Q23 「特定譲渡制限付株式」となる譲渡制限付株式の対象範囲はどのようなものですか。 

役務提供の対価として役員等に生ずる債権の給付と引換えにその役員等に交付される譲

渡制限付株式のほか、実質的に当該役務の提供の対価と認められる譲渡制限付株式が対象

とされています（法人税法第 54 条第 1 項、所得税法施行令第 84 条第 1 項）。すなわち、現

物出資型の譲渡制限付株式や無償発行型の譲渡制限付株式等が該当することになります。 

なお、譲渡制限付株式は役務の提供を受ける法人の株式に限定されておらず、関係法人の

株式でも構いません。関係法人の譲渡制限付株式が交付されるケースとしては、役員等が、

役務の提供を受ける法人に対して有する債権を、発行法人に現物出資する（その結果、その

発行法人がその債権を取得することになる）ことが考えられます（※）。 

※役務の提供を受ける法人が役員等に対して負う債務について、その発行法人が債務引

受けをした上で、その債務引受けによりその発行法人に対する債権となった債権を、役

員等がその発行法人に対して現物出資することも考えられます。 

 

なお、役務の提供期間以外の事由により無償取得される株式数が変動する特定譲渡制限

付株式については、事前確定届出給与として損金算入できません（⇒Q22 を参照）。ただし、

譲渡制限付株式割当契約書等において禁固以上の刑に処せられた場合等に特定譲渡制限付

株式の全てが没収される旨が規定されていることは「役務の提供期間以外の事由により無

償取得される株式数が変動する」には該当しないと考えられます。 
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Q24 損金算入の対象とされる特定譲渡制限付株式となる関係法人の株式とはどのようなも

のですか。 

子会社の役員等に親会社の株式を交付するニーズがあることを踏まえ、その役務提供を

受ける法人の関係法人の株式についても損金算入の対象とされています。 

関係法人とは、その交付の時点において、役務の提供を受ける法人との間で譲渡制限期間

中において支配関係が継続することが見込まれている法人が該当します（法人税法施行令

第 71 条の 2）。 

 

※ 役務の提供を受ける法人（A 法人）が役員等に対して負う債務について、その発行法

人（B 法人）が債務引受けをした上で、その債務引受けにより B 法人に対する債権

となった債権を、役員等が B 法人に対して現物出資する場合、A 法人において損金

算入することになり、役員等に対する源泉徴収義務も A 法人において生ずると考え

られます。このような債務引受けをストックオプションで行った場合の課税関係も

同様です。 

 

Q25 「特定譲渡制限付株式」については、議決権、配当受領権があってもよいのですか。 

議決権、配当受領権を有していてもよく、これらの有無は、税務上の取扱いに影響しませ

ん。 

 

② 特定譲渡制限付株式の法人税法上の取扱いについて（各論） 

Q26 役員に支給する「特定譲渡制限付株式による給与」の額は、損金算入となりますか。 

法人がその役員に対して支給する給与（役員給与）については、①定期同額給与、②事前

確定届出給与及び③業績連動給与のいずれかに該当するものの額は、その法人の各事業年

度の所得の金額の計算上、原則として、損金の額に算入することとされています。 

役員に支給する「特定譲渡制限付株式による給与」については、その特定譲渡制限付株式

の交付までの手続等を踏まえると、役務の提供期間以外の事由により無償取得されるもの

を除き、上記②の事前確定届出給与の要件を満たすことができると考えられ、その要件を満

たす場合には事前確定届出給与に該当する「特定譲渡制限付株式による給与」となり、その

支給額は損金の額に算入されます（⇒Q19、Q20 を参照）。 

なお、事前確定届出給与に該当するためには、納税地の所轄税務署長に「その役員の職務

につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出」をしていることが必

要とされていますが、株式の交付等のスケジュールに係る要件を満たす「特定譲渡制限付株

式による給与」については、その届出は不要とされています（⇒Q28 を参照）。 

 

Q27 「事前確定届出給与」に該当する「特定譲渡制限付株式による給与」となるための要件
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とはどのようなものですか。 

法人がその役員に支給する「特定譲渡制限付株式による給与」が事前確定届出給与に該当

するためには、「その役員の職務につき所定の時期に確定した数の株式又は確定した額の金

銭債権に係る特定譲渡制限付株式を交付する旨の定め」に基づいて、「特定譲渡制限付株式

による給与」が支給されることが必要となります（法人税法第 34 条第 1 項第 2 号）。 

 確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式を交付する場合には、その役員の職務

執行開始当初に、その役員の職務執行期間（＝将来の役務提供）に係る報酬債権の額（支給

額）が確定し、所定の時期までにその役員によるその報酬債権の現物出資と引換えに特定譲

渡制限付株式が交付されることが必要となります。 

 そのため、職務執行開始当初にその報酬債権の額（支給額）が確定せず、業績状況に応じ

て報酬債権の額が決まる場合には、確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式に該

当しません。 

 また、所定の時期に確定した数の株式を交付する場合には、その役員の職務執行開始当初

に付与する特定譲渡制限付株式の数が確定し、所定の時期までにその役員の報酬債権の現

物出資と引換えに、又は当該役務の提供の対価として（出資がなされずに）その確定した数

の譲渡制限付株式が交付されることが必要となります。 

 なお、勤務期間以外の事由により無償取得される株式数が変動する譲渡制限付株式は損

金算入の対象とならないこととされています。 

 

Q28 「届出が不要となる事前確定届出給与」に該当するための株式の交付等のスケジュー

ルに係る要件とはどのようなものですか。 

「届出が不要となる事前確定届出給与」の要件として、報酬決議及び特定譲渡制限付株式

の交付に係る期限が設けられています。 

具体的には、職務の執行の開始の日（原則、定時株主総会の日）から 1 月を経過する日ま

でに株主総会等（株主総会の委任を受けた取締役会を含むものと解されます。）の決議によ

り取締役個人別の確定額報酬又は確定数の株式についての定め（その決議の日からさらに 1

月を経過する日までに、その職務につき特定譲渡制限付株式又は確定数の株式を交付する

旨の定めに限ります。）がされ、その定めに従って交付されることが要件とされています（法

人税法施行令第 69 条第 3 項第 1 号）（⇒具体的な想定スケジュールについては、Q48 を参

照）。 

 

Q29 当社の取締役の任期は 2 年ですが、その取締役の 2 年目の給与として新たに「特定譲

渡制限付株式による給与」を支給する場合の事前確定届出給与としての取扱いはどのよう

になりますか。 

事前確定届出給与としての取扱いについては、役員の任期が複数年の場合であっても、通

常、定時株主総会をもって毎年職務執行開始日が到来するものと解されます。 
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このため、例えば、2 年目の任期に該当する役員に対して、新たに「特定譲渡制限付株式

による給与」として特定譲渡制限付株式を交付する場合であっても、2 年目の職務執行開始

日に該当する日（原則、2 年目の定時株主総会の日）から所定の期限までに所定の要件（⇒

Q20、Q28 を参照）を満たしているときは、「届出が不要となる事前確定届出給与（⇒Q19、

Q26 を参照）」に該当する「特定譲渡制限付株式による給与」となると考えられます。 

ただし、この場合の「特定譲渡制限付株式による給与」のうちに、1 年目の職務執行期間

に係る給与が含まれている場合には、職務執行開始日から 1 月を経過する日までに決議が

行われている等の要件を満たさないので、事前確定届出給与には該当しません。 

 

Q30 「特定譲渡制限付株式による給与」の額の損金算入時期及び損金算入額についてはど

のようになりますか。 

損金算入時期については、役員等に給与等課税額（※1）が生ずることが確定した日にお

いてその法人がその役員等から役務提供を受けたものとして、その役務提供に係る費用の

額（損金算入額）をその法人の同日の属する事業年度の損金の額に算入することとされてい

ます（※2）（⇒Q19、Q26 を参照）。 

また、特定譲渡制限付株式の交付が正常な取引条件で行われた場合の損金算入額につい

ては、次のとおりとされています（法人税法施行令第 111 条の 2 第 4 項）（⇒具体的な処理

例については、Q49-1、Q49-2 を参照）。 

① 確定した額の金銭報酬債権に係る特定譲渡制限付株式を交付する場合（金銭報酬債権

と引換えに確定した数の特定譲渡制限付株式を交付する場合で「届出が不要となる事前

確定届出給与」に該当するものを含みます。）は、その給与等課税額が確定した特定譲渡

制限付株式の交付と引換えにその役員等に現物出資された金銭報酬債権の額 

② 特定譲渡制限付株式を無償発行する場合（下記③の場合を除きます。）は、その特定譲

渡制限付株式の交付された時の価額 

③ 確定した数の特定譲渡制限付株式を交付する場合（「届出が不要となる事前確定届出給

与」に該当する場合を除きます。）は、当初報酬の内容を決議した時点の株価 

※1 所得税法上の給与所得、事業所得、退職所得及び雑所得に係る収入金額とすべき金額 

※2 役員の場合、損金算入するためには、法人税法第 34 条の定めに従う必要があります。 

 

Q31 海外に居住する役員等に「特定譲渡制限付株式による給与等」を支給した場合につい

ても、損金算入の対象となりますか。 

平成 28 年度改正時点では、役員等が非居住者である場合は損金算入の対象となっていま

せんでしたが、平成 29 年度改正において、役員等が非居住者である場合には、その役員等

が居住者であるとしたときに給与等課税額が生ずることが確定した日において、役務提供

を受けたものとして、その役務提供に係る費用の額が損金算入されることとなりました（法

人税法第 54 条第 1 項、法人税法施行令第 111 条の 2 第 3 項）。 
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Q32 「特定譲渡制限付株式」の交付後、法人が組織再編成を行った場合にはどのようになり

ますか。 

特定譲渡制限付株式を交付する法人を当事者とする合併又は分割型分割が行われた場合

に、その法人以外のその合併又は分割型分割に係る法人が、その特定譲渡制限付株式に係る

契約関係を承継し、「承継譲渡制限付株式」を交付する場合があります。 

例えば、特定譲渡制限付株式を交付している A 社（消滅会社）と B 社（存続会社）が合

併（※）し、その合併の対価としてその事前特定譲渡制限付株式を有する A 社役員等に交

付される B 社株式が譲渡制限付株式（一定期間の譲渡制限及び無償取得事由（⇒Q20、Q52、

Q53 を参照）といった条件が付されている株式）に該当する場合に、その B 社株式は「承

継譲渡制限付株式」となります。この場合には、その合併の日において課税関係は生じず、

その役員等における給与等課税額が生ずることが確定した日においてその役員等から役務

提供を受けたものとして、B 社はその役員等の役務提供に係る費用の額を同日の属する事

業年度において損金の額に算入することとなります。 

なお、合併及び分割型分割を含む組織再編成に際して、法人とその役員等との間のインセ

ンティブ構造が大幅に変更されること等の理由から、その時点で特定譲渡制限付株式に関

する権利関係を一旦清算（組織再編成時までの期間分の特定譲渡制限付株式について譲渡

制限を解除し、将来分の特定譲渡制限付株式については無償取得する）し、必要に応じて再

編後新たに再編後の法人の特定譲渡制限付株式を交付するといった実務上の工夫も考えら

れます（⇒「Ⅳ．譲渡制限付株式割当契約書（例）」第 4 条を参照）。 

※合併のほか、分割型分割についても同様とされています。 

 

Q33 「特定譲渡制限付株式」が無償取得（没収）された場合の法人税法上の税務処理はどの

ようになりますか。 

法人が役員等から株式を無償取得することとなった部分については、役員等から役務の

提供につき給与等課税額が生じないため、法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の

額に算入されません（法人税法第 54 条第 2 項）。 

 

Q34 「特定譲渡制限付株式」に関する税制措置の適用関係はどのようになりますか。 

特定譲渡制限付株式に関する平成 29 年度税制改正の改正事項の多く（市場価格があるも

のに限定される、非居住者に対するものが損金算入の対象に含まれる、没収数が変動するも

のが除外されるなどの改正）は平成 29 年 10 月 1 日施行とされており、法人が平成 29 年

10 月 1 日以後にその交付に係る決議（その決議が行われない場合には、その支給又は交付）

をする特定譲渡制限付株式及びその特定譲渡制限付株式に係る承継譲渡制限付株式につい

て改正後の法律が適用されます。 

なお、事前確定届出給与として確定した数の特定譲渡制限付株式を支給することについ

ては、平成 29 年 4 月 1 日施行とされており、要件を満たす特定譲渡制限付株式については
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10 月までの間に交付決議されたものも損金算入が可能です。 

 

③ 特定譲渡制限付株式の所得税法上の取扱いについて（各論） 

Q35 「特定譲渡制限付株式」を交付された役員等の所得税の課税関係についてはどのよう

になりますか。 

特定譲渡制限付株式については、譲渡制限期間中の処分が制限され、また、無償取得事由

に該当した場合に没収される可能性があります。 

こうした点を踏まえ、特定譲渡制限付株式に関する所得税の課税時期については、その特

定譲渡制限付株式の譲渡制限が解除された日における価額が、所得税法上の収入金額とす

べき金額又は総収入金額に算入すべき金額とされる（※）とともに、その譲渡制限が解除さ

れた日が、その所得の収入金額の収入すべき時期とされています（所得税法施行令第 84 条

第 1 項、所得税基本通達 23～35 共－5 の 4、同 5 の 3）。また、その役員等に給与所得等と

して課税がされた場合には、その法人に源泉徴収義務が生ずることになります。 

なお、譲渡制限付株式の交付に先だって付与される報酬債権には、課税関係は発生しませ

ん。 

※法人における損金算入額とその役員等の所得税の課税対象となる額とは一致しないこ

とが想定されます。 

 

また、特定譲渡制限付株式等の譲渡制限が、当該特定譲渡制限付株式等を交付された者

の退職に基因して解除されたと認められる場合は、退職所得になるとされています（所得税

基本通達 23～35 共－5 の 2）。 

 

Q36 「特定譲渡制限付株式」から生ずる配当金については、どのような取扱いになります

か。 

特定譲渡制限付株式から生ずる配当金がある場合には、通常の株式配当金と同様に、配当

があった時点で配当課税されます。 

 

Q37 「特定譲渡制限付株式」の交付後に組織再編成があった場合、所得税法上の取扱いはど

のようになりますか。 

所得税法施行令第 84 条第 1 項の規定により、特定譲渡制限付株式を交付する法人に合併

等の組織再編成があり、その特定譲渡制限付株式を有する役員等に対して新たに交付され

る株式に一定期間の譲渡制限及び無償取得事由（⇒Q20、Q21、Q22 を参照）といった条件

が付されている場合、新たに交付される株式について、その役員等に所得課税が生ずるのは、

その譲渡制限が解除された日となります（⇒法人税法上の課税関係に関しては、Q32 を参

照）。 

なお、Q32 同様、組織再編成に際して、その時点で特定譲渡制限付株式に関する権利関係



 

65 

 

を一旦清算（組織再編成時までの期間分の特定譲渡制限付株式について譲渡制限を解除し、

将来分の特定譲渡制限付株式については無償取得する）し、新会社で必要に応じて組織再編

成後新たに新会社の特定譲渡制限付株式を交付するといった実務上の工夫も考えられます

（⇒「Ⅳ．譲渡制限付株式割当契約書（例）」第 4 条を参照）。 

 

Q38 「特定譲渡制限付株式」が無償取得（没収）された場合の所得税法上の税務処理はどの

ようになりますか。 

特定譲渡制限付株式等を交付した法人が特定譲渡制限付株式等を無償で取得することと

なった場合には、課税されません（所得税基本通達 23～35 共－5 の 3）。 

 

④ 特定譲渡制限付株式の会社法上の取扱いについて 

Q39 取締役に対して「特定譲渡制限付株式」を交付する場合、会社法上の取扱いを踏まえて

どのような手続きが必要となりますか。 

手続の詳細は、株式報酬を交付する場合の記載と基本的に同様になります（⇒Q8を参照）。 

特定譲渡制限付株式による場合については、当初に現物出資型・無償発行型ともそれぞれ

下記①から④の手続を全て行います（なお株式交付信託の場合については Q16 参照）。 

 

（1）現物出資型の場合 

①  株主総会において、取締役の報酬（総）額（確定報酬額又は不確定報酬額）及び

取締役が引き受ける募集株式の数の上限その他法務省令で定める事項を決議（当

該株主総会において当該報酬等を相当とする理由を説明）（Q6-3 参照） 

②  取締役会において、取締役個人に対する株式報酬相当の金銭報酬債権の付与等を

決議（上記①の株主総会で定めている場合を除きます。） 

③  取締役会において、取締役を引受人とする募集株式の第三者割当て（新株の発行

又は自己株式の処分）を決議 

④  払込期日において、各取締役による上記②の金銭報酬債権の現物出資と引換えに、 

各取締役に株式を交付 

 

（2）無償発行型の場合 

① 株主総会において取締役の報酬（総）額（確定報酬額又は不確定報酬額）及び募

集株式の上限その他法務省令で定める事項を決議（当該株主総会において当該

報酬等を相当とする理由を説明）（Q6-3 参照） 

② 取締役会において取締役個人に付与する株式数等を決議（上記①の株主総会で

定めている場合を除きます。） 

③ 取締役会において、取締役を引受人とする募集株式の第三者割当て（新株の発行

又は自己株式の処分）を決議（その際、金銭の払込み等を要しない旨及び割当日
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を定めます。） 

④ 割当日において、各取締役に株式を交付 

 

なお、現物出資型・無償発行型にかかわらず、取締役について上記①の株主総会決議を得

る場合には、会社法第 361 条第 1 項第 1 号の確定額報酬として決議を得る（確定額で報酬

の上限を決定する場合もこれに含まれます。）ことが考えられます。法人税法第 34 条第 1

項第 2 号に規定する「届出が不要となる事前確定届出給与」に該当する給与として特定譲

渡制限付株式を交付するためには、職務執行開始日（原則、定時株主総会の日）から 1 月を

経過する日までに上記②の取締役会決議等により取締役個人別の確定額報酬又は確定した

数の株式についての決議を行うことが必要となります（⇒Q51 を参照）。 

 

Q40 役員等への株式の交付の方法についてはどのようなものがありますか。 

新株発行のほか、自己株式の処分での交付も可能です。自社の株式をその役員等に交付す

る場合には、いずれの方法でも株主総会又は取締役会において募集事項を決定することが

必要となりますが、公開会社においては、有利発行でない限り、取締役会の決議で募集事項

を決定する事が可能です（会社法第 199 条～第 201 条）。無償発行型の場合は、募集株式の

払込金額又はその算定方法を定めることを要しないこととされているため（会社法第 202

条の 2 第 1 項柱書き前段）、有利発行規制は適用されないと解されています。 

なお、新株発行の場合には登記が必要となることに留意する必要があります。 

 

Q41 金銭報酬債権の現物出資については、検査役の調査が必要になりますか。 

会社法上、現物出資については、原則として、裁判所の選任する検査役の調査を受けるこ

とが必要となります（会社法第 207 条）。しかし、割り当てる株式の総数が発行済株式の総

数の 10 分の 1 を超えない場合等には、検査役の調査は不要となりますので（同条第 9 項第

1 号等）、役務提供の対価としての譲渡制限付株式の交付の場合においては、通常はその交

付する譲渡制限付株式の総数が発行済株式の総数の 10 分の 1を超えることは考えられない

ため、検査役の調査は不要となると考えられます。 

 

Q42 譲渡制限の定めを付す方法についてはどのようなものがありますか。 

株式に譲渡制限の定めを付す方法としては、種類株式を発行する方法（会社法第 108 条）

のほか、会社とその役員等との契約による方法があります（⇒Q22 を参照）。種類株式を発

行する方法においては、定款変更や種類株主総会等、種類株式についての会社法上の規律に

服することになります。 

 

Q43 株式の無償取得については、会社法上どのような扱いとなりますか。 

会社法上、会社は無償で自社の株式を取得することができると規定されていますが（会社
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法第 155 条第 13 号、会社法施行規則第 27 条第 1 号）、無償取得の手続については特に規

定されていないため、会社とその役員等との間の合意があれば、会社がその役員等から自社

の株式を無償取得することができると考えられます。 

なお、振替株式については、無償取得の効力発生には振替が完了している必要があります。

特に契約上組織再編成等の場合において無償取得すべき期限があらかじめ定められている

ときには（⇒「Ⅳ．譲渡制限付株式割当契約書（例）」第 3 条を参照）、その期限までに振替

が完了するよう、事前に振替の申請手続を行っておく必要があります。 

 

⑤ 特定譲渡制限付株式の会計上の取扱いについて 

Q44-1 役員等に現物出資型により事前発行型の「特定譲渡制限付株式」を交付した場合の

会計処理はどのようになりますか。 

法人がその役員等に報酬債権を付与し、その役員等からのその報酬債権の現物出資と引

換えにその役員等に特定譲渡制限付株式を交付した場合には、その付与した報酬債権相当

額を「前払費用等の適当な科目（以下「前払費用等」といいます。）」で資産計上するととも

に、現物出資された報酬債権の額を会社法等の規定に基づき「資本金（及び資本準備金）（以

下「資本金等」といいます。）」として計上します（※）。 

特定譲渡制限付株式の交付後は、現物出資等をされた報酬債権相当額のうちその役員等

が提供する役務として当期に発生したと認められる額を、対象勤務期間（＝譲渡制限期間）

を基礎とする方法等の合理的な方法により算定し、費用計上（前払費用等の取崩し）するこ

とが考えられます。なお、付与した報酬債権相当額のうち譲渡制限解除の条件未達により会

社が役員等から株式を無償取得することとなった部分（役員等から役務提供を受けられな

かった部分）については、その部分に相当する前払費用等を取崩し、同額を損失処理するこ

となどが考えられます。 

 具体的には、以下のような会計処理が考えられます。 
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※特定譲渡制限付株式の付与を新株の発行ではなく自己株式の処分による場合には、

自己株式の帳簿価額を減額し、自己株式の処分の対価（報酬債権相当額）と帳簿価額

との差額である処分差額（「自己株式処分差益」又は「自己株式処分差損」）を、その

他資本剰余金として処理します。また、その処理の結果、その他資本剰余金の残高が

負の値となった場合には、会計期間末において、その他資本剰余金を零とし、その負

の値をその他利益剰余金（繰越利益剰余金）から減額します。 

 

Q44-2 無償発行により取締役等に事前発行型の「特定譲渡制限付株式」を交付した場合の

会計処理はどのようになりますか。 

無償発行により取締役等（取締役又は執行役をいいます。以下 Q44-2 において同じ）に

事前発行型の特定譲渡制限付株式を交付した場合、会社法等の規定に基づき、各事業年度の

末日（臨時計算書類を作成しようとし、又は作成した場合にあっては、臨時決算日。以下「株

主資本変動日」といいます。）に、提供した役務の公正な評価額を基準として資本金等を計
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上します（会社計算規則第 42 条の 2 第 1 項）。（※） 

株主資本変動日に資本金が増加しますので、その旨の登記が必要となります（会社法第

915 条第 1 項、第 911 条第 3 項第 5 号）。なお、割当日には資本金等を計上しませんが、新

株発行による場合は割当日の段階で発行済株式総数が増加するため、その旨の登記が必要

となります（会社法第 915 条第 1 項、第 911 条第 3 項第 9 号）。 

特定譲渡制限付株式の交付後は、これに応じて会社が取締役等から受け取る役務提供サ

ービスを費用として計上します。各事業年度における費用計上額は、株式の公正な評価額の

うち、対象勤務期間を基礎とする方法その他の合理的な方法に基づき当期に発生したと認

められる額となります（実務対応報告第 41 号第 5 項～第 8 項）。 

具体的には、以下のような会計処理が考えられます。 

（参考）企業会計基準委員会 実務対応報告第 41 号「取締役の報酬等として株式を無償

交付する取引に関する取扱い」 
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※特定譲渡制限付株式の付与を新株の発行ではなく自己株式の処分による場合には、割

当日において、処分する自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金の額から減ずるもの

とされています（会社計算規則第 42 条の 2 第 4 項）。なお、その他資本剰余金の額は、

株主資本変動日に、その直前の株主資本変動日の翌日から取締役等が提供した役務の

公正な評価額に対応する額が増加することになります（同条第 5 項）。 

 

⑥ 特定譲渡制限付株式のその他の論点 

Q45 株式付与時における株価の参照時点はどのように処理すればよいですか。 

確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式を交付する場合で、報酬債権額を確定

する「報酬決定決議」（⇒Q39 の②参照）と払込金額・現物出資財産の価額を決定する「第

三者割当決議」（⇒Q39 の③参照）の時点が異なる場合、株価の参照時点が異なることによ

り、「報酬決定決議」の額（事前確定届出給与として決議した報酬債権の額）と株式の交付

に際して現物出資する財産の価額が一致しなくなり、確定した額の金銭債権に係る特定譲

渡制限付株式に該当しなくなる可能性があります。 

このため、実務上は、「報酬決定決議」と「第三者割当決議」を同一の取締役会で決議す

るなど、報酬債権額と払込金額・現物出資財産の価額に同一の株価を参照させることが考え

られます。 

 なお、具体的な株価の参照方法としては、例えば取締役会決議日の前取引日の終値等の株

価を参照する方法が考えられます。 

 これに対し、確定した数の特定譲渡制限付株式を交付する場合（無償発行型を含みます。）

では、報酬決議と第三者割当決議の時点が異なったとしても、報酬決議時点において報酬債

権額を確定する必要がなく、第三者割当決議の時点の株価を参照することで足りるため、こ

のような問題は生じないと考えられます。 

 

Q46 譲渡制限解除日における役員等の所得税の納税資金を確保する際、インサイダー取引

規制が制約となる場合がありますが、何か方策はありますか。 

特定譲渡制限付株式については、譲渡制限が解除された日において役員等に給与所得課

税が生ずることになりますが、この際インサイダー取引規制により保有株式を売却できな

い場合も想定されます。このような場合に備えて、その役員等の所得税に係る納税資金を確

保するため、いわゆる「知る前契約・計画（※）」の活用により、譲渡制限解除日に一定比

率の株式を売却する旨を事前に定めておくといった実務上の工夫も考えられます。 

※業務等に関する重要事実を知る前に締結又は決定されたその上場会社等の特定有価証

券等に係る売買等に関する契約又は計画（金融商品取引法第 166 条第 6 項第 12 号）。

なお、その要件の詳細については、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第 59 条

第 1 項第 14 号を満たすこと等が必要になると考えられます。 

※※公開買付者等関係者のインサイダー取引規制（金融商品取引法第 167 条）において
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も同様にいわゆる「知る前契約・計画」の適用除外が設けられています（同条第 5 項第

14 号、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第 63 条第 1 項第 14 号）。 

 

Q47 「特定譲渡制限付株式」については、譲渡制限期間中に口座管理等を行う必要がありま

すか。 

必須ではありませんが、法人とその役員等との契約により譲渡を制限する場合には、その

履行を担保するため、実務上の工夫として、口座管理等の仕組みを活用することも考えられ

ます。 

 

⑦ これまでの解説を踏まえた具体例 

Q48 「特定譲渡制限付株式」の交付は、どのようなスケジュールで行えばよいですか。 

特に、会社法の手続（⇒Q39 を参照）及び法人税法上の事前確定届出給与の手続（⇒Q27、

Q28 を参照）に留意したスケジュールを設定する必要があります。 

3 月決算の公開会社において、自社の取締役に対して自社の普通株式を発行する場合は、例

えば以下のようなスケジュールが想定されます。 

 （参考）因みに、特定新株予約権の交付スケジュールについても、同様に考えることがで

きます。 
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・特定譲渡制限付株式（現物出資型）の場合 
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・特定譲渡制限付株式（無償発行型）の場合 
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・特定新株予約権の場合 
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【参考】株式交付信託（業績連動以外・在任型）の場合 
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Q49-1 現物出資により事前発行型の「特定譲渡制限付株式」を導入した場合の会計・税務の

処理はどのようなものになりますか。 

会計上の費用計上の時期及び金額については、付与した報酬債権相当額のうち役員等が

提供する役務として当期に発生したと認められる額を、対象勤務期間（＝譲渡制限期間）を

基礎とする方法等の合理的な方法により算定し、対象勤務期間の各期に費用計上すること

が考えられます（⇒Q44-1 を参照）。 

法人税法上の損金算入時期及び損金算入額については、役員等に給与等課税額が生ずる

ことが確定した日において役員等から役務提供を受けたものとして、その役務提供に係る

費用の額を同日の属する事業年度の損金の額に算入することとされています（⇒役員の場

合、損金算入するためには法人税法第 34 条の定めに従う必要があります。Q19、Q20、Q26、

Q30 を参照）。 

所得税法上の所得税の課税の時期及び金額については、特定譲渡制限付株式の交付を受

けた日ではなく、特定譲渡制限付株式の譲渡制限が解除された日において同日における特

定譲渡制限付株式の価額で役員等に給与等として課税されます（⇒Q35 を参照）。 

以上の扱いを、具体的なケースに当てはめると以下のとおりとなります。 
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Q49-2 無償発行により取締役等に事前発行型の「特定譲渡制限付株式」を導入した場合の

会計・税務の処理はどのようなものになりますか。 

会計上の費用計上の時期及び金額については、取締役等が提供する役務として当期に発

生したと認められる額を、対象勤務期間を基礎とする方法等の合理的な方法により算定し、

対象勤務期間の各期に費用計上することとなります（⇒Q44-2 を参照）。 

法人税法上の損金算入時期及び損金算入額については、取締役等に給与等課税額が生ず

ることが確定した日において取締役等から役務提供を受けたものとして、その役務提供に

時系列 会計（費用計上） 法人税（損金算入） 所得税（課税所得）

付与時 － － －

1年目 1,000万円 － －

2年目 1,000万円 － －

3年目 1,000万円 － －

給与等課税額が生ず
ることが確定した日

－ 3,000万円 3,900万円

【前提事項】

➢ 払込金額・株式数：役員から報酬債権3,000万円の現物出資を受け、特定譲渡制限付株式300

株を発行する（＠10万円×300株）。
➢ 期間：株式付与から譲渡制限解除までの期間は3年間とする。
➢ 譲渡制限解除の条件：譲渡制限期間中、勤務を継続すること。 ただし、当該期間の途中で会社

都合により退任した場合、その時点で在任期間部分に該当する株式を譲渡制限解除し、将来分
については無償取得する。

➢ 制限解除時の時価：2年後＠12万円、3年後＠13万円とする。

＜勤務条件を達成し、3年後、全ての株式の譲渡制限が解除された場合＞

時系列 会計（費用計上等） 法人税（損金算入） 所得税（課税所得）

付与時 － － －

1年目 1,000万円 － －

2年目 1,000万円 － －

退任時 1,000万円(*1) 2,000万円(*2) 2,400万円(*3)

＜2年後に会社都合退任し、2年分の株式の譲渡制限が解除され、残り1年分が無償取得された
場合＞

(*1) 役員等から株式を無償取得することとなった部分（役員等から役務提供を受けられなかった部分）については、損失処理
することなどが考えられます。

(*2) 給与等課税額が生じない部分（1,000万円）については、損金算入されません。
(*3) 12万円×（300株×2/3）
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係る費用の額を同日の属する事業年度の損金の額に算入することとされています（ただし、

損金算入するためには、法人税法第 34 条の定めに従う必要があります。）。無償発行による

特定譲渡制限付株式の交付が確定数給与に該当する場合の損金算入額は、交付決議時価額

となります（⇒Q19、Q20、Q26、Q30 を参照）。 

所得税法上の所得税の課税の時期及び金額については、特定譲渡制限付株式の交付を受

けた日ではなく、特定譲渡制限付株式の譲渡制限が解除された日において同日における特

定譲渡制限付株式の価額で取締役等に給与等として課税されます（⇒Q35 を参照）。 

以上の扱いを、確定数給与である場合を例に具体的なケースに当てはめると以下のとお

りとなります。 
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３ 事後交付型リストリクテッド・ストック 

Q50 事後交付型リストリクテッド・ストックとはどのようなものですか。 

株主総会による役員選任後に予め交付株式数を定め、中期経営計画の計画終了時や継続

勤務期間など一定期間経過後にその株式を役員に交付する給与です（⇒詳細は Q51 を参照）。

株式を交付する方法としては、交付に際して金銭債権の現物出資を行う方法、交付に際して

金銭の払込み等を要しないで行う方法（無償発行）や株式交付信託を通じて行う方法があり

ます。 

【前提事項】

➢ 株式数：取締役に今後3年の職務執行の対価として特定譲渡制限付株式を無償発行により交付
する。株式の公正な評価額は、付与日において1株あたり10万円と算定し、株式数は300株と見
積もり、割当日において300株を発行する（＠10万円×300株） 。付与日の時点では権利確定
期間を3年と見積もるとともに権利確定株式数は300株と見積もる。なお、交付決議時価額も＠
10万円とする。

➢ 期間：株式付与から譲渡制限解除までの期間は3年間とする。
➢ 譲渡制限解除の条件：譲渡制限期間中、勤務を継続すること。ただし、当該期間の途中で会社

都合により退任した場合、その時点で在任期間部分に該当する株式を譲渡制限解除し、将来分
については無償取得する。

➢ 制限解除時の時価：2年後＠12万円、3年後＠13万円とする。

時系列 会計（費用計上等） 法人税（損金算入） 所得税（課税所得）

付与時 － － －

1年目 1,000万円(*1) － －

2年目 1,000万円(*2) － －

退任時 ― (*3) 2,000万円(*4) 2,400万円(*5)

＜2年後に会社都合退任し、2年分の株式の譲渡制限が解除され、残り1年分が無償取得された
場合（2年目の末日に権利確定期間を2年に見積修正する）＞

(*1) 10万円×300株×1/3

(*2) 10万円×200株×2/2-1,000万円
(*3) 会計処理は行わず、自己株式の数のみの増加として処理
(*4) 給与等課税額が生じない部分（1,000万円）については、損金算入されません。
(*5) 12万円×200株

時系列 会計（費用計上） 法人税（損金算入） 所得税（課税所得）

付与時 － － －

1年目 1,000万円 － －

2年目 1,000万円 － －

3年目 1,000万円 － －

給与等課税額が生ず
ることが確定した日

－ 3,000万円 3,900万円

＜勤務条件を達成し、3年後、全ての株式の譲渡制限が解除された場合＞
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なお、事前の届出が不要とされていないことから、損金算入するためには、決定後、一定

期間内に届出が必要です。 

 

Q51 事前確定届出給与として事後交付型リストリクテッド・ストックが損金に算入される

ためには、どのような要件を満たす必要がありますか。 

 報酬内容の決定に係る株主総会等の決議をした日又は役員選任決議のあった株主総会日

等の職務執行開始日のいずれか早い日から 1 月以内に報酬内容を決定し、所轄の税務署へ

届出を行うとともに、予め決定している所定の時期に予め定めた数の株式を交付すること

が必要となります（法人税法第 34 条第 1 項第 2 号、法人税法施行令第 69 条第 4 項（※））。 

 また、対象となる株式は適格株式（市場価格のある株式（役員の所属する法人に加え関係

法人の発行する株式を含みます。））のみが対象となります。交付する株式としてインセンテ

ィブ効果の継続等の観点から特定譲渡制限付株式を交付することも考えられます。この場

合、法人の損金算入は給与等課税額が生ずることが確定した日まで繰り延べられ（法人税法

第 54 条第 1 項）、役員に対する課税については、譲渡制限解除時に給与所得等の対象とな

ります（所得税法施行令第 84 条第 1 項）。 

なお、役員への報酬の決定方法としては、社長、専務等の役位ごとに定めた場合であって

も、事前確定届出給与に係る届出においては、役員個人ごとに報酬の内容の届出を行うこと

が必要となります（届出後に、当該役員個人の役位の変更に伴い報酬内容が変更した場合に

は、臨時改定事由に該当したものとして改めて届出を行います。⇒詳細は Q54 を参照）。 

この他、予め決定している所定の時期に予め定めた額の金銭を交付する旨の届出をして、

その所定の時期の株価をもって交付株式数を算出して適格株式と端数の金銭を交付するこ

とも可能です（法人税法施行令第 69 条第 8 項）。この場合、交付手続を行う上で合理的な

株式の交付直前の時期の株価を参照して株数及び端数部分の金銭を算出し、適格株式及び

金銭を交付することが認められると考えられます。 

※ 法人税法施行令第 69 条第 4 項第 1 号の「株主総会等の決議をした日」とは、取締役

会の決議等において確定数の株式を交付する旨の定めをした日（株式交付信託にお

いてその旨を役員報酬規程に定める場合には、原則として取締役会において当該規

程を決議した日）となります。ただし、当該取締役会の決議等においてその後の株主

総会での役員選任議案の決議を停止条件としている場合には、当該役員選任議案の

決議により確定数の株式を交付する旨の定めが確定することから、当該株主総会の

決議日が「株主総会等の決議をした日」となると考えられます。 

  

Q52 「所定の時期」はどのように定めますか。 

将来の一定の日（1 日ではなく実務上必要な期間とすることも可能）を定めます。複数年

度に渡る場合は、インセンティブ報酬の趣旨と照らし合わせて、中期経営計画で示されてい

る期間であるなど、役員に対するインセンティブとして合理的な期間であることが想定さ
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れます。 

また、この支給時期である将来の一定の日について、例えば「○○年度の定時株主総会の

開催日の○○日後」といったように、確定日に限らず客観的に定まる日とすることも考えら

れます。業績連動給与における指標の参照時点である「所定の日」や「所定の期間」につい

ても同様です。 

 

Q53 「所定の時期に・・・確定した数の株式・・・を交付する旨の定めに基づいて支給する」

とありますが、何をどのように定めておく必要がありますか。 

事前確定届出給与の支給が届出の通りにされたかの判定は、役員個人単位で行われるた

め、事前確定届出給与に係る届出においては、役員個人ごとに支給時期、確定した報酬額又

は確定した交付株式数を予め定めておく必要があります。（⇒詳細は Q51 を参照） 

 

Q54 所定の時期までの間に役位の変更や退任等が生じた場合にはどうなりますか。 

役位の変更等があった場合は臨時改定事由に該当するため、「事前確定届出給与に関する

変更届出書」を、臨時改定事由が生じた日から 1 月を経過する日までに、財務省令で定める

事項を記載した書類を税務署に提出しなければなりません。 

なお、職務執行期間中に役員が途中で退任する場合や、昇格等の職位の変更が生ずる場合

を想定して、その役位における在任期間に応じて交付株式数を調整する算定方法を、役員報

酬規程により定めておくことが考えられます。 

 

Q55 事後交付型リストリクテッド・ストックにおける損金算入時期と損金算入額はどのよ

うになりますか。 

損金算入時期は、役員の報酬債務が確定する日（※）の属する事業年度となります。 

事後交付型リストリクテッド・ストックの交付が正常な取引条件で行われた場合の損金

算入額は、原則として、交付される株式数に当初報酬内容を決議した時点の株価を乗じた額

となります（法人税法施行令第 71 条の 3、第 111 条の 2 第 4 項）。 

※ 株式交付信託では、通常、役員報酬規程における株式の交付を受ける権利を取得する

日（債務確定日）と信託契約における受益権を取得する日（受益権確定日）とを同一

の日としています。実務上、受益権確定日から実際に株式の交付を受けるまでにはタ

イムラグが生じますが、税務上の損金算入時期は、受益権確定日の属する事業年度と

なると考えられます。 

 

Q56 対象勤務期間が複数年度に及ぶ事後交付型リストリクテッド・ストックの損金算入時

期はどうなりますか。 

税務においては、各事業年度において債務の確定しない費用の額は損金算入することは

できません。このため、対象勤務期間に属する各事業年度において役務提供を受ける都度、
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その各事業年度に帰属する部分の株式を交付することが確定する場合には、その帰属する

部分に相当する金額（当初報酬内容を決定した時点の株価に交付する株式数を乗じて計算

した金額を対象勤務期間の各事業年度に按分した金額とすることが考えられます。）を損金

算入することができますが、例えば、対象勤務期間内において退任をしたり、一定の非違行

為があったりした場合に株式の全てを交付しないこととする条件等が付されている場合に

は、その条件等が失われるまでの間は債務が確定しているとはいえないため損金算入する

ことはできない点に注意が必要です。確定額の金銭を支給する場合も同様です。 

 

Q57 事後交付型リストリクテッド・ストックにおいて、確定した数の株式を複数年に渡っ

て毎年所定の時期に交付する旨を決議し、それに基づいて交付する場合、「事前確定届出給

与に関する届出書」の届出時期はどうなりますか。 

当初決議時に係る届出期限までに、複数年分をまとめて届出することになります。 

 

Q58 事後交付型リストリクテッド・ストックは、会社法上の取扱いを踏まえてどのような

手続きが必要となりますか。  

手続の詳細は、株式報酬を交付する場合の記載と基本的に同様になりますが、個別の事後

交付型リストリクテッド・ストックの設定当初時点において、報酬に関する株主総会決議等

（各取締役に付与する株式数を決定する取締役会の決議等を含みます。）を行うこととなり

ます（⇒Q8 を参照）。  

 

第４ 業績連動給与に関する Q&A 

１ 業績連動給与全体 

Q59 業績連動給与における交付対象の財産はどのようになっていますか。 

 業績連動給与において交付対象の財産として、金銭に加え、適格株式、適格新株予約権が

対象となっています。 

 

Q60 業績連動給与の算定指標の範囲はどのようになっていますか。 

 「利益の状況を示す指標」に加え、「株式の市場価格の状況を示す指標」、「売上高の状況

を示す指標」が新たに指標として追加されました。なお、売上高の状況を示す指標について

は他の指標と同時に用いる場合のみ利用が可能です。 

 上場会社の完全子会社がその役員に業績連動給与を交付する場合には、上場会社の株式

の市場価格の状況を示す指標や、上場会社の提出する有価証券報告書に記載される利益や

売上高の状況を示す指標を用います（法人税法施行規則第 22 条の 3 第 6 項）。 

 また、一事業年度における指標の数値ではなく、複数事業年度における指標の数値を用い

ることができるようになりました。例えば、職務執行期間における将来のある時点の指標数

値や、職務執行期間における一定期間の利益の平均額、職務執行期間における一定期間のあ
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る時点での株価などが指標として認められます。 

なお、途中退任等の一定の事由が生じた場合に、予め定めた一定期間について業績連動さ

せずに一定数の株式を交付する旨を定めることが考えられますが、このような定めを含む

場合も業績連動給与に該当すると考えられます。 

 

Q61 「利益の状況を示す指標」とはどのようなものですか。 

「利益の状況を示す指標」（法人税法第 34 条第 1 項第 3 号）については、その範囲が次

のとおりとされました（法人税法施行令第 69 条第 10 項）。 

 

「利益の状況を示す指標」の範囲 

次の（１）から（５）までの指標とされています。 

なお、次の（１）の利益の額、次の（２）の支払利息等の費用の額及び受取利息等の収益

の額並びに次の（３）①から③までの数又は金額については、有価証券報告書に記載される

べき事項とされています。 

※（２）から（５）は、利益に関する指標に限ります。 

 

（１） 利益の額（法人税法施行令第 69 条第 10 項第 1 号） 

（具体例） 

⇒営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益、複数事業年度の累積利益  等 

 

（２） 上記（１）の利益の額に、支払利息等の費用の額を加算し、又は受取利息等の収益

の額を減算して得た額（同項第 2 号） 

（具体例） 

⇒EBITDA  等 

 

（３） 上記（１）又は（２）の指標を次の①の数で除して得た額又は同指標の次の②から

⑤までの金額のうちに占める割合（同項第 3 号） 

①発行済株式の総数 

※ 発行済株式からは、自己が有する自己の株式を除くこととされています。 

②売上高等の収益の額 

③支払利息等の費用の額 

④総資産の帳簿価額 

⑤自己資本の帳簿価額 

（具体例） 

⇒EPS、売上高営業利益率、ROA、ROE  等 
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（４） 確定値に対する増加額又は比率（同項第 4 号） 

自社又は他社の前期、過去 3 期平均等、既に数値として確定した目標値との差分や比

率などが対象となります。 

（具体例） 

⇒当期利益（前期比）、当期利益率（計画比）、営業利益率（前期他社比）、営業利益率

（当期他社比） 等 

 

（５） 上記（１）から（４）までの指標に準ずる指標（同項第 5 号） 

上記（１）から（４）までの指標を組み合わせて得た指標等が対象となります。 

（具体例） 

⇒EBIT、ROCE、ROIC、部門別営業利益、従業員一人当たり営業利益 等 

 

なお、上記（１）から（５）までの指標が自社の有価証券報告書に記載されるものに限る

こと（同族会社にあっては完全支配関係のある会社の有価証券報告書に記載されるものに

限る）、その支給額の算定方法が、上記（１）から（５）までの指標を基礎とした客観的な

ものであり、その内容が有価証券報告書への記載等により開示されていること等の要件に

ついては、従来どおりとなっています。 
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（参考）一般的に用いられる利益指標の例 

前頁の

区分 
指標の例 算定方法の例 

（１） 
営業利益、経常利益、税引前当

期純利益、当期純利益 

- 

（２） 
EBITDA（利払・税引・減価償

却前当期利益） 

税引前当期純利益＋減価償却費＋支払利息 

（３） 

EPS（一株当たり当期純利益） 普通株式に係る当期純利益/普通株式の期中平均

株式数 

売上高営業利益率 営業利益／売上高 

ROA（総資産利益率） 当期純利益／（期首総資産＋期末総資産）÷２ 

ROE（自己資本利益率） 当期純利益／（期首自己資本＋期末自己資本）÷２ 

（４） 

当期純利益（前期比） 当期純利益－前期当期純利益 

当期利益率（計画比） （当期純利益÷売上高）／（計画当期純利益÷計

画売上高） 

営業利益率（前期他社比） （営業利益÷売上高）／（前期他社営業利益÷前

期他社売上高） 

営業利益率（当期他社比） （営業利益÷売上高）／（当期他社営業利益÷当

期他社売上高） 

（５） 

EBIT（利払・税引前当期利益） 税引前当期純利益＋支払利息−受取利息 

ROCE（使用資本利益率） 税引前当期純利益／(総資産－短期負債) 

ROIC（投下資本利益率） （営業利益×（１−実効税率））／（（期首株主資本

＋期首有利子負債）＋（期末株主資本＋期末有利

子負債））÷２ 

部門別営業利益 営業部門の営業利益 

注：その他、利益に一定の調整を加えた「修正 ROE」、「平準化 EBITDA」や「潜在株式調

整後 EPS」なども対象に含まれます。 
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Q62 「株式の市場価格の状況を示す指標」とはどのようなものですか。 

業績連動給与の支給額の算定方法に関する要件におけるその算定の基礎となる指標の一

つである「株式の市場価格の状況を示す指標」（法人税法第 34 条第 1 項第 3 号）について

は、次の通りとされました（法人税法施行令第 69 条第 11 項）。 

 

（１） 所定の期間又は所定の日における株式の市場価格又はその平均値（法人税法施行令

第 69 条第 11 項第 1 号） 

  ※内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係のある法人の株式に限る。 

 

（２） 株式の市場価格を所定の時期の確定値又は所定の期間の確定した平均値と対比し

た数値又は比率（同項第 2 号及び第 5 号） 

（イ）株価増減額や騰落率（過年度比、計画比、他社比など） 

（ロ）株価インデックスとの対比した騰落率 

※比較対象として参照した他社企業の株価や株価インデックスがある場合には、算定

方法から報酬額を計算できるよう、例えば、企業名や株価インデックスの名称などを

開示する必要があります。 

（具体例） 

⇒TOPIX、日経平均株価、JPX 日経インデックス 400 等との対比 

 

（３） 株式の市場価格に発行済み株式総数を乗じた額（いわゆる時価総額）又はその増減

率等（同項第 3 号及び第 5 号） 

※内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係のある法人の株式に限る。 

 

（４） 株式の市場価格の増加額に支払配当額を加えた額のその市場価格に対する増加率

等（同項第 4 号及び第 5 号） 

  ※内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係のある法人の株式に限る。 

（具体例） 

⇒TSR（Total Shareholders Return、株主総利回り）、相対 TSR（同業他社と比較した

TSR。例えば、具体的に比較する会社名を明示することが必要。） 等 

 

（５） 上記（１）から（４）までを組み合わせて得た指標等 

 

なお、その支給額の算定方法が、上記（１）から（５）までの指標を基礎とした客観的な

ものであり、その内容が有価証券報告書への記載等により開示されていること等の要件に

ついては、従来の利益の状況を示す指標と同様となっています。 
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Q63 「売上高の状況を示す指標」とはどのようなものですか。また、同時に用いるとはどの

ようなことですか。 

業績連動給与の支給額の算定方法に関する要件におけるその算定の基礎となる指標の一

つである「売上高の状況を示す指標」（法人税法第 34 条第 1 項第 3 号）については、次の

通りとされました（法人税法施行令第 69 条第 12 項）。 

 

（１） 売上高 

（具体例） 

⇒セグメント（事業・地域など）売上高、商品売上高  等 

 

（２）売上高から費用の額を減算して得た額 

（具体例） 

⇒酒税抜売上高（売上高－租税公課）  等 

 

（３） 売上高の確定額に対する増加額又は比率 

（具体例） 

⇒増減額、騰落率、計画比、他社比 等 

 

（４）上記（１）～（３）に準ずる指標 

 

なお、上記（１）～（４）の指標が自社の有価証券報告書に記載されるものに限ること（同

族会社にあっては完全支配関係のある会社の有価証券報告書に記載されるものに限る）、そ

の支給額の算定方法が、上記（１）～（４）の指標を基礎とした客観的なものであり、その

内容が有価証券報告書への記載等により開示されていること等の要件については、従来の

利益の状況を示す指標と同様となっています。 

 

売上高の状況を示す指標は、利益や株価の状況を示す指標と同時に用いる場合に限られ

ています。この「同時に用いる」とは、利益や株価の状況を示す指標と組み合わせて算定さ

れる場合（いわゆるかけ算の場合）や、売上高の状況を示す指標により算定される報酬と利

益又は株価の状況を示す指標により算定される報酬が両方用いられる場合（いわゆる足し

算の場合）と考えられます。 
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Q64-1 業績連動給与として損金に算入したい場合、どのような要件を満たす必要がありま

すか。 

内国法人（同族会社の場合、非同族法人による完全支配関係があるもの）がその役員に上

場株式等を交付する場合で、有価証券報告書に記載された利益、株価、売上高の指標を基礎

として客観的に算定される給与であることとされています（⇒Q59、Q60、Q61、Q62 を参

照）。また、職務執行期間開始日の属する事業年度開始から 3 月を経過する日（申告期限の

延長の指定を受けている場合にはその指定に係る月数に 2 を加えた月数）等までに、報酬

諮問委員会の諮問等で、その算定方法に関する決定手続を経ることとされ、その算定方法の

内容を有価証券報告書で開示することとされています（法人税法第 34 条第 1 項第 3 号イ

（2）(3)、法人税法施行令第 69 条第 13 項～第 18 項）（⇒Q65、Q66 を参照）。 

 なお、「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針（CGS ガイドライン）」

（⇒P17～P23 を参照）では、指名委員会等設置会社以外の会社についても、任意の指名委

員会・報酬委員会の利用を検討すべきとの指針を示しています。社長・CEO の指名の局面

のみに委員会を利用するのではなく、報酬水準が適正であるかを検討するためにも活用す

べきという主旨です。また、中長期的な企業価値向上に向けた報酬体系についての株主等の

理解を促すため、企業に業績連動報酬や自社株報酬の導入状況やその内容について、積極的

な情報発信としての開示を行うよう指針を示しています。 
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【業績連動給与の損金算入要件の概要】 

①  算定方法が指標に基づく客観的なものであること 

②  金銭の場合は確定額、株式又は新株予約権の場合は確定数を限度とすること（※1、2） 

③  他の業務執行役員と同様の算定方法を用いること 

④  算定方法を有価証券報告書等で開示していること 

⑤  算定方法を

一定の日まで

に適正な手続

により決定し

て い る こ と

（※3、4） 

⇒指名委員会等設置会社の場合 

・法定の報酬委員会による決定であって、以下の要件の全てを満たすも

の 

イ 当該報酬委員会の委員の過半数が社外取締役である独立職務執行

者（以下「独立社外取締役」といいます。独立職務執行者について

は Q64-2 参照）であること 

ロ 業務執行役員に係る特殊な関係のある者（主に業務執行役員の親

族や使用人等をいい、以下「特殊関係者」といいます。）が当該報

酬委員会の委員でないこと 

ハ 当該報酬委員会の委員である独立社外取締役の全員が当該決定に

係る当該報酬委員会の決議に賛成していること 

⇒監査等委員会設置会社又は監査役会設置会社の場合（下記いずれかの

方法） 

・株主総会の決議による決定 

・報酬諮問委員会（任意の報酬委員会。３人以上の委員から構成される

ものに限ります。）への諮問を経た上での取締役会の決議による決定で

あって、以下の要件の全てを満たすもの 

イ 当該報酬諮問委員会の委員の過半数が社外取締役又は社外監査役

である独立職務執行者（以下、合わせて「独立社外取締役等」とい

います。）であること 

ロ 業務執行役員に係る特殊関係者が当該報酬諮問委員会の委員でな

いこと 

ハ 当該報酬諮問委員会の委員である独立社外取締役等の全員が当該

諮問に対する当該報酬諮問委員会の意見に係る決議に賛成してい

ること 

ニ 当該決定に係る給与の支給を受ける業務執行役員が当該報酬諮問

委員会の意見に係る決議（ハの決議）に参加していないこと 

⑥  一定期間ま

でに交付又は

⇒金銭による給与の場合 

・業績連動指標の数値が確定した日の翌日から一月を経過する日 
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交付される見

込であること

（※5、6） 

 

⇒株式又は新株予約権による給与の場合 

・業績連動指標の数値が確定した日の翌日から二月を経過する日 

⇒金銭と株式又は新株予約権を合わせた給与の場合 

・いずれか遅い日 

⇒特定新株予約権又は承継新株予約権による給与で、無償取得され又は

消滅する新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動する

ものの場合 

・適正な手続の終了日の翌日から一月を経過する日（その一月を経過す

る日までに、新株予約権が交付又は交付される見込みであることが要

件である点に注意（権利行使後の株式の交付ではない）） 

⑦ 損金経理をしていること（損金経理により引当金勘定に繰り入れた金額を取り崩す方法

により経理していることを含む） 

※1 上記②の限度は、個人ごとでなく役位などごとに定めることも認められます（単年度分

あるいは複数年度分のいずれも可）。 

※2 株式交付信託において、株式の交付を行うに当たり受託者が一部株式の換価を行い役

員に金銭を交付する場合（Q17 参照）でも、株式数の上限のみで足ります。 

※3 非同族会社の完全子法人の上記⑤の決定は、その非同族会社の報酬委員会等における

決定等に従ってするその完全子法人の株主総会又は取締役会の決議による決定とされ

ており、当該報酬委員会等については上記⑤の要件（指名委員会等設置会社の場合はイ

及びハ、監査等委員会設置会社又は監査役会設置会社の場合はイ、ハ及びニ）に以下を

加えた全ての要件を満たす必要があります。 

➢ 次に掲げる者（当該非同族会社の業務執行役員を除きます。）が当該報酬委員会等

の委員でないこと 

(1) 当該非同族会社の完全子法人の業務執行役員 

(2) 当該非同族会社の完全子法人又は当該非同族会社の業務執行役員に係る特殊

関係者 

※4 平成 31 年度税制改正前の算定方法の決定手続に係る要件は以下の通りです。 

⇒指名委員会等設置会社の場合 

・法定の報酬委員会（業務執行役員又は業務執行役員に係る特殊関係者が委員である

ものを除く）による決定 

⇒監査等委員会設置会社の場合（下記いずれかの方法） 

・株主総会の決議による決定 

・任意の報酬委員会（３人以上の外部委員から構成されており、業務執行役員又は業

務執行役員に係る特殊関係者が委員であるものを除く）への諮問を経た上での取

締役会の決議による決定 
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・取締役会の決議による決定（監査等委員である取締役の過半数の賛成が必要、業務

執行役員に係る特殊関係者が監査等委員である会社を除く） 

⇒監査役会設置会社の場合（下記いずれかの方法） 

・株主総会の決議による決定 

・任意の報酬委員会（３人以上の外部委員から構成されており、業務執行役員等が委

員であるものを除く）への諮問を経た上での取締役会の決議による決定 

・取締役会の決議による決定（監査役の過半数の適正書面の提出が必要、監査役に業

務執行役員に係る特殊関係者が含まれる場合を除く） 

※5 交付時期について、複数年度の途中で退任した場合も、複数年度終了まで交付しないと

することも考えられます。また、途中退任後速やかに交付するとした場合には、退任の

直前の事業年度の数値等により退任時に指標が確定することを予め定め、その退任に

よる指標確定日から一定期間内に交付することになります。 

※6 単年度の業績連動指標の数値を複数年度にわたり累積した数値を用いて交付する株式

の数が確定する場合における法人税法施行令第 69 条第 19 項第 1 号イ(2)の「業績連動

指標の数値が確定した日」は、指標の数値が最終的に確定した日、すなわち最終年度に

おける業績連動指標の数値が確定した日になると考えられます。 

 

Q64-2 業績連動給与の損金算入にあたり、算定方法の適切な決定手続（Q64 の⑤）におい

て報酬委員会等の独立社外取締役等に求められる「独立職務執行者」について教えてくださ

い。 

 独立職務執行者は、算定方法の決定手続の終了日の属する会計期間開始日の 1 年前の日

から当該決定手続の終了日までの期間内において、当該会社の主要な取引先である者又は

その業務執行者や、当該会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者、当該会社の親会

社の取締役等である者、それらの親族である者等のいずれにも該当しない者をいいます。 

これは、証券取引所における独立役員の基準（いわゆる「独立性基準」）とおおむね同等

の要件であるため、証券取引所が求める「独立役員届出書」の対象となる者は原則として独

立職務執行者の要件を満たすと考えられます。 

なお、令和 2 年 2 月に証券取引所において親会社の取締役等であった者に関し独立性基

準の見直しが行われ、同年 2 月 7 日より施行されています。これにあわせ令和 2 年度税制

改正において法人税法の独立職務執行者の定義の見直しが行われています。このため、証券

取引所の独立性基準改正後も、証券取引所が求める「独立役員届出書」の対象となる者は原

則として独立職務執行者の要件を満たすと考えられます。 

 

Q64-3 独立社外取締役等が報酬委員会等の過半数とはどのような場合ですか。 

指名委員会等設置会社の場合は報酬委員会の委員の過半数が独立社外取締役であること、

監査等委員会設置会社又は監査役会設置会社の場合は報酬諮問委員会の委員の過半数が独
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立社外取締役等であることが求められます。 

具体的には、指名委員会等設置会社においては、報酬委員会の委員のうち、過半数が独立

社外取締役であることが求められますが、その範囲でCEO等が委員となることが可能です。

また、監査等委員会設置会社又は監査役会設置会社では、任意の委員会であるため、取締役

や監査役でない社外有識者等が委員となっている場合が考えられますが、それらを含めた

委員全体の数のうち過半数が独立社外取締役等であることが求められます。 

 なお、報酬委員会等の適切な機能発揮等の観点から、委員会の構成員となる社外者の選任

に当たっては、「CGS ガイドライン 別紙 3  3.1 委員会の委員となる社外者」等を踏まえ

検討を行うことが必要と考えられます。 

 

Q64-4 「当該決定に係る給与の支給を受ける業務執行役員が当該報酬諮問委員会の意見に

係る決議に参加していないこと」について教えてください。 

報酬諮問委員会において決議をする際に、委員である業務執行役員が自らに支給される

給与に係る決議に参加していないことが求められます。 

一般的に決議の方法として、①複数の業務執行役員の業績連動給与に係る算定方法を役

員報酬規程等のまとまった形で決議するケースと、②各業務執行役員の業績連動給与に係

る算定方法を個別に決議するケースがありますが、①のケースでは、当該決議等を経て支給

を受ける業務執行役員が当該決議に参加することは認められません。このため、当該業務執

行役員が決議に参加しない方法、当該業務執行役員を除いた部分と当該業務執行役員に係

る部分に分けて決議を行う方法が考えられます。 

②のケースでは、他の業務執行役員の算定方法に係る決議のみ業務執行役員は参加し、当

該業務執行役員に係る部分の決議には参加しないとすることが考えられます。 
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Q65 複数年にわたる業績連動給与の場合、算定方法を毎年開示する必要がありますか。ま

た、役員の交代や追加があった場合にはどうですか。 

 損金算入の要件とされている有価証券報告書等における開示について、報酬期間が複数

年にわたる場合、損金算入の要件を満たすためには開示は当初にしなければなりません。報

酬期間の途中で役員の退任・子会社への異動や役位の変更等が生じた場合に報酬額が変更

される場合にも、その算定方法を予め定めておけば当初の開示のみで構いません。報酬期間

の途中で新任の役員が就任する場合は追加の開示が必要ですが、当初の開示における算定

方法が新任の役員にも適用されることとされている場合には、追加の開示は不要と考えら

れます。 

 

Q66 役員個人別の開示を行う必要がありますか。 

役位などの属性ごとに報酬内容が具体的に決定されるような指標、支給金額・株数の確定

した上限及び算定方法について開示されることにより、個々の役員に支給する算定方法の

内容が結果的に明らかになるのであれば、役員個人別の開示は不要です。（法人税基本通達

9-2-19）。 

 

Q67 同族会社の場合、業績連動給与として損金算入をすることはできますか。 

これまでは非同族法人のみにしか認められていませんでしたが、平成 29 年度の税制改正
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後は非同族法人による完全支配関係がある場合に限り、同族会社が支給する役員給与にも

損金算入が認められるようになります。例えば、同族会社でない上場ホールディングス会社

の 100％子会社・孫会社が支給する役員給与などが新たに対象となります。この場合も、法

人税法第 34 条第 1 項第 3 号の要件を満たす必要があります。なお、有価証券報告書におけ

る開示についてはその完全親会社において提出している有価証券報告書等において開示す

ることが必要です。 

 

 

Q68 業績連動給与として株式と金銭を組み合わせることができますか。 

株式の交付分と金銭の交付分を区分して算定方法等を定めることで可能です。なお、株式

を交付する業績連動給与において計算上交付する株式に端数が生じて金銭を交付する場合

については株式の交付分のみの算定方法等を定めることで足りると考えられます。 

 

Q69 役員間で異なる指標を採用することはできますか。 

業績連動給与の支給額の算定方法に関する要件の 1 つとして、「他の業務執行役員に対し

て支給する業績連動給与に係る算定方法と同様のものであること」がありますが、この要件

については、例えば、営業部門担当役員については営業利益率を指標とし、財務部門担当役

員については ROE を指標とする等、役員の職務の内容等に応じて有価証券報告書に記載さ

れている指標を用いて合理的に定められている場合には、役員ごとに指標が異なることを

妨げるものではないと解されています。なお、外国人役員等、報酬水準が他の役員と異なる

場合でも当該外国人役員等の職務の内容等に応じてその報酬基準額等が定められているの

であれば、同様に考えることができます。 

なお、居住者役員については株式、非居住者役員については同種の役員の株数に相当する

金銭を交付することや、死亡による退任時については金銭により交付することを算定式に

予め定めれば可能と考えられます（株式交付信託では、交付する株式を役員に交付する時期

に換価し、その売却代金を金銭により交付することを定めることも可能です。）。 
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Q70 支給額の算定方法に業績連動給与としての要件を満たす部分と満たさない部分とが混

在する場合や業績連動部分と非業績連動給与部分を組み合わせる場合には、どのように取

り扱われますか。 

支給額の算定方法に業績連動給与としての要件を満たす部分と満たさない部分とが混在

する場合は、業績連動給与としての要件を満たす部分を明示的に切り分けられるときには、

業績連動給与としての要件を満たす部分については、業績連動給与に該当し、原則として損

金算入ができると考えられます。 

 また、業績連動部分と非業績連動給与部分を組み合わせる場合は、業績連動部分の金額と

固定部分の金額とを別々に計算することができ、それぞれ業績連動給与、業績連動給与に該

当しない退職給与又は事前確定届出給与の要件を満たすものであれば、損金算入ができる

と考えられます。 

 

Q71 業績連動給与において、代表取締役等の裁量により報酬額が変わるものは、損金算入

の対象になりますか。 

従来認められていた金銭による利益連動給与における取扱いと同様に、客観的な算定方

法によらず、社長や役員の裁量により報酬額を確定するような報酬については、恣意性が働

く可能性を排除できないことから、業績連動給与として損金算入することはできません。 

 

Q72 連結財務諸表を提出している持株会社において、その連結財務諸表の指標を利益の状

況を示す指標として用いることはできますか。 

金融商品取引法等に基づいて連結財務諸表を提出している持株会社が、利益の状況を示

す指標としてその連結財務諸表の指標を用いることは、連結ベースでの利益の状況に基づ

き株主等から評価がなされていることなどから、一定の合理性があると考えられます。 

 

Q73 病気により勤務を行っていない期間がある業務執行役員について、当該期間等に応じ

て業績連動給与の一部を支給しなかったとしても、損金算入要件を満たしますか。また、不

祥事等の非違行為により報酬を減額又は支給しない場合はどうですか。 

 病気により勤務を行っていない期間がある場合に報酬を減額する算定方法をあらかじめ

定めて開示していれば、損金算入ができると考えられます。 

 不祥事等の非違行為についても、病気の場合と同様に、その対象となる行為、減額する額

又は割合などの算定方法をあらかじめ定めて開示していれば損金算入ができると考えられ

ます。 

 なお、非違行為があった場合にその責を負う役員の給与を減額又は支給しない旨のみを

あらかじめ定めている場合には、その定めについて開示したとしても、その対象となる行為

や減額する額又は割合などの算定方法の内容が確認できませんので、非違行為の責を負う

役員の給与については損金算入できません（非違行為のない他の業務執行役員に支給した
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給与については損金算入ができると考えられます。）。 

 

２ パフォーマンス・シェア 

Q74 パフォーマンス・シェアとはどのようなものですか。 

中長期の業績目標の達成度合いに応じて、中期経営計画終了時等の将来の一定時期に株

式を交付するものです。株式を交付する方法としては、交付に際して金銭債権の現物出資を

行う方法や株式交付信託を通じて行う方法があります。また、令和元年改正会社法により、

役員（取締役又は執行役）に対して無償発行により行う方法も可能となりました（⇒Q6-2

参照）。 

 

Q75 業績連動給与として損金算入をするために、パフォーマンス・シェアではどのような

要件を満たす必要がありますか。 

用いることができる指標や開示等の手続については金銭を交付する場合と同様です。 

また、パフォーマンス・シェア（株式）の交付時期については、業績連動指標の数値確定

から 2 月を経過する日までに支給されること又はその見込みがあることとされています。

なお、金銭による給与は、業績連動指標の数値確定から 1 月を経過する日までに支給され

ることとされていますが、金銭と株式を合わせて支給する場合で職務執行期間が同じもの

については、いずれか遅い期限が交付期限とされています。 

また、株式を交付する場合において会社法上、株主総会決議において、報酬総額の上限を

確定額で定めている場合（会社法第 361 条第 1 項第 1 号の確定額報酬として定めている場

合）には、株価上昇等によりその総額を超過しないように予め算定方法において報酬総額の

上限額に基づく付与株式数の上限数を設ける必要があります。 

この他、株式報酬の納税資金確保のために金銭を一定割合交付しようとするときには、例

えば、その予め定めた割合に応じて株式部分、金銭部分それぞれ算定方法を定めることも考

えられます。また、株式を交付した後に役員がその一部を売却することは損金算入との要件

との関係では問題ありません。 

 

※交付する株式数の算定方法として、利益の状況を示す指標により金銭額をまず算出し

た上で、一定時点の株価で除して交付する株式数を算出することも想定されます。この

場合、一定時点の株価として、例えば、定時株主総会開催後 1 月以内の新株発行又は自

己株式処分に関する決議の日の前日の株価を用いることもできると考えられます。 

 

Q76 パフォーマンス・シェアの損金算入時期と損金算入額はどうなりますか。 

損金算入時期は、役員の報酬債務が確定する日（※）の属する事業年度となります。 

損金算入額は、原則として、交付される株式数に役員の報酬債務が確定する日の株価を乗

じた額となります。 
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なお、業績連動給与に該当しない退職給与として交付する場合も同様です。 

※株式交付信託では、原則として受益権確定日の属する事業年度が損金算入時期になり

ます（⇒詳細は Q55 を参照）。 

 

Q77 パフォーマンス・シェアを導入する際や交付する際、会社法の手続はどうなりますか。 

 手続の詳細は、株式報酬を交付する場合の記載と基本的に同様になりますが、個別のパフ

ォーマンス・シェアの設定当初時点において、そのパフォーマンス・シェアに関する株主総

会決議等（取締役に付与する株式数の具体的な算定方法を決定する取締役会の決議等を含

みます。）を行うこととなります（⇒Q8 を参照）。また、その時点において、取締役会にて

役員報酬規程を制定することや、会社と取締役との間で個別に契約を締結することなどが

考えられます。 

交付時においては、現物出資型の場合、予め定められた算定方法により、個別の役員に対

する交付株式数を元に金銭報酬債権の金額を算出し、その金銭報酬債権を現物出資する新

株発行又は自己株式処分によって各役員への交付を行うこととなります。 

なお、新株発行又は自己株式処分の決議をした時点で、発行価額の総額が１億円未満の

場合を除き、有価証券届出書を提出し、取引所の適時開示を行うことになります。（⇒Q9

を参照） 
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 （参考）業績連動給与の定義と報酬類型ごとの損金算入の範囲 
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第５ 従業員に対する株式報酬の付与に関する Q&A 

Q78 従業員向け株式報酬を導入する意義はどこにありますか。 

一般的に、従業員に対して株式報酬を付与することは、企業価値や株価に対する意識を高

める効果や、エンゲージメントの向上効果が期待でき、人材の価値を引き出しながら企業価

値を高めていく上で意義があります。また、株式報酬の設計において、一定期間の在職条件

などの譲渡制限を付すこととすれば、長期での企業価値向上を意識付けることや、優秀な人

材の引き留め（リテンション）を図ることも可能です（CGS ガイドラインの「5.5 幹部候

補人材の育成・エンゲージメント向上」においても、こうした意義があるとされています）。 

特に日本では、会社法上の役員には該当しない執行役員という役位を設ける企業が多く、

執行役員に対して会社法上の役員（取締役等）と類似した給与体系や株式報酬を導入してい

る企業も少なくありません。なお、執行役員については、委任契約に基づく委任型と、従業

員としての雇用契約に基づく場合のいずれのケースも想定されますが、後者の場合、通常の

従業員と同様に労働法の適用があることとなります。また、執行役員に加え、中堅の幹部候

補等の従業員も株式報酬の付与対象に含めることも考えられます。 

 

Q79 従業員に株式報酬を発行したい場合、どのような選択肢がありますか。 

役員等の場合と同様に、株式報酬には、事前交付型と事後交付型のものがあります。 

事前交付型とは、対象勤務期間開始後速やかに譲渡制限の付いた株式を交付する形態の

ものを指し、事前交付型リストリクテッド・ストックが該当します。また、事後交付型とは、

対象勤務期間が終了した後に株式を交付する形態のものを指し、事後交付型リストリクテ

ッド・ストック、パフォーマンス・シェアが該当します。 

なお、従業員への直接発行ではありませんが、株式交付信託（株式給付型 ESOP 信託）

等の仕組みも使われています。 

 

Q80 従業員に向けた株式報酬の支給は労働基準法における「賃金通貨払いの原則」には抵

触しませんか。 

従業員向けの株式報酬では、付与される自社株式が労働基準法（以下「労基法」という。）

上の「賃金」（労基法第 11 条）に該当することにより、賃金を通貨で支払うことを原則とす

る「賃金の通貨払いの原則」（労基法第 24 条）に抵触するか否かが問題となりますが、2022

年 7 月の CGS ガイドラインの改訂で、一定の要件を満たす場合は、通常、「福利厚生施設」

に該当するものと解することが考えられるとするなど、一定の整理がなされています。 

具体的には、上記の改訂後の CGS ガイドラインの「5.5 幹部候補人材の育成・エンゲー

ジメント向上」では、「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」（平成 20 年 11 月 17

日公表）と同様の整理がなされています。上記の平成 20 年の報告書において、企業が信託

等のビークルを通じて一定の要件を満たす従業員に対して退職時に無償で自社株式を付与

するスキームについての検討がなされました。この中では、実態等をみて総合的に判断され
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るべきではあるものの、一定の要件（以下の a.～c.の全て）を満たす場合には、労基法第 11

条の「賃金」には該当せず、同法第 24 条の賃金の「通貨払いの原則」にも抵触しないもの

と整理できるとされています。 

a． 通貨による賃金等（退職金などの支給が期待されている貨幣賃金を含む。以下同

じ。）を減額することなく付加的に付与されるものであること。 

b． 労働契約や就業規則において賃金等として支給されるものとされていないこと

（※1）。  

c． 通貨による賃金等の額を合算した水準と、スキーム導入時点の株価を比較して、

労働の対償全体の中で、前者が労働者が受ける利益の主たるものであること（※

2）。 

なお、従来から金銭で支払っている給料の代替として付与することはできず、上乗せに伴

う費用がかかる点には留意が必要です。 

 

上記の平成 20 年の報告書は、企業がビークルを通じて退職時に自社株式を付与するもの

を前提としていましたが、この整理の際に検討された各要素（労働者の個人的利益に帰属す

るか否か等）は、ビークルの利用の有無や退職時の付与であるか否かとは無関係のものであ

るため、従業員に株式報酬を直接付与する場合及び在職中に付与する場合についても、同様

の整理が当てはまるものと考えられます。 

つまり、企業が従業員に対して、直接又は信託のビークルを通じて在職中又は退職時に自

社株式（譲渡制限付株式を含む）を付与するものについても、上記の a～c の要件を満たす

場合には、通常、労基法第 11 条の「賃金」には該当せず、同法第 24 条の賃金の「通貨払い

の原則」にも抵触しないものと整理できると考えられます。なお、ストックオプションから

得られる利益については、賃金には該当しないと考えられています。 

 

※1 例えば「賃金として株式を給付する」と定められている場合は、賃金性が肯定されや

すくなります。 

※2 通貨による賃金等が、労働者が受ける利益の主であれば、自社株式付与の福利厚生性

を肯定する方向に働きます。なお、「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」に

よると、退職時に株式給付するスキームの場合、時価をあらかじめ見込むことは不可

能であるから、その場合には、事後的な利益の大小ではなく、制度設計として、通貨

による賃金等が報酬体系の中で補助的なものであり、自社株式給付によって得られる

利益が主とされていると解されるかどうかの問題であるとされています。また、例え

ば、退職時に株式給付する場合、制度導入時点における従業員 1 人あたりの通貨によ

る平均的な生涯賃金と退職金の合算水準と、退職時点で従業員 1 人あたりに給付され

る平均的な株式数にスキーム導入時点の株価を乗じた額を比較して、前者が大きい等、

一定の合理的な水準を用いた比較によって、スキーム導入時点において、通貨による
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賃金等が労働者が受ける利益の主である場合には、当該要件を満たしているとの判断

がなされることも考えられます（他方、後者が前者を上回る場合でも、直ちに労基法

上の賃金に該当することになるわけではないことには留意する必要があります。）。 

 

Q81 従業員に株式報酬を交付する際、役員を対象にする場合と比較して異なる点はありま

すか。 

(1)労働基準法との関係 

 会社からの委任を受けて就任する役員等とは異なり、従業員と会社との間には雇用契約

が存在するため、従業員に株式報酬を交付する場合、労働基準法等にかかる整理が必要と

なります。 

 特に、付与される自社株式が労基法上の「賃金」（労基法第 11 条）に該当することによ

り、賃金を通貨で支払うことを原則とする「賃金の通貨払いの原則」（労基法第 24 条）に

抵触するか否かが問題となりますが、直接又は信託のビークルを通じて在職中又は退職

時に自社株式（譲渡制限付株式を含む）を付与するものについては、一定の要件を満たす

場合、通常、労基法第 11 条の「賃金」には該当せず、同法第 24 条の賃金の「通貨払いの

原則」にも抵触しないものと整理できると考えられます（⇒Q80 を参照）。 

 

(2)会社法との関係 

 役員等が対象の場合には、株主総会や報酬委員会において役員報酬にかかる決議を行

う必要がありますが、従業員が対象となる場合には不要となります（⇒役員等については

Q8 を参照）。 

また、従業員が対象となる場合には、会社法上、株式を無償交付することができないた

め、自社の株式を株式報酬として交付する場合、現物出資型を前提とすることが考えられ

ます。会社法上の取扱いを踏まえた基本的な流れは以下の通りです（ストックオプション

についても類似の規律があります。株式交付信託については、信託に対して新株の発行又

は自己株式の処分を行う場合に、取締役会において募集株式の第三者割当てを決議する

必要があります）。なお、以下の流れは、いずれも有利発行に該当しない場合、かつ、種

類株式を発行していない会社を前提としています。 

 

① 取締役会等において、従業員個人に対する株式報酬相当の金銭報酬債権の付与等

を決議（従業員に給与等を支給する際の各社の手続きに準じます） 

② 取締役会において、従業員を引受人とする募集株式の第三者割当て（新株の発行又

は自己株式の処分）を決議 

③ 払込期日において、各従業員による上記①の金銭報酬債権の現物出資と引換えに、

各従業員に株式を交付 
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なお、株式報酬を従業員に付与するに当たっては、選択するスキーム等に応じて、株式

交付規程等を制定することや、会社と従業員との間で個別に契約を締結することなども

考えられます。 

 

（3）金融商品取引法との関係 

上場会社が従業員に対して株式報酬を交付するために第三者割当を行う際の金融商品

取引法上の開示規制は、原則として役員等を対象とする場合と同様です（⇒役員等につい

ては Q9 を参照）。なお、従業員が対象となる場合には、会社法上、株式を無償交付する

ことはできません。 

  

(4)上場規則における開示との関係 

上場会社が従業員に対して株式報酬を交付するために第三者割当を行う際の上場規則

における開示については、原則として役員等を対象とする場合と同様です（⇒役員等につ

いては Q10 を参照）。なお、従業員が対象となる場合には、会社法上、株式を無償交付す

ることはできません。 

   

（5）社会保険料との関係 

 株式報酬にかかる社会保険料については、Q13 において従業員を対象とする場合につ

いても言及しています（⇒Q13 を参照）。 

    

（6）税務・会計 

 従業員を対象とする場合には、法人税法第 34 条に基づく役員給与の損金不算入が適用

されないため、原則として損金算入できる（※1）こととなります。 

また、従業員が対象の場合には無償交付を行うことができないため、現物出資型の整理

が前提となると考えられます。スキームごとの法人税の損金算入時期や所得税の考え方、

会計処理（※2）については、役員等を対象とする場合と同様です（⇒譲渡制限付株式：

Q44-1 、Q49‐1、株式交付信託：Q16、事後交付型リストリクテッド・ストック：Q51、

Q55、パフォーマンス・シェア：Q76）。 

なお、会社法上の役員ではない執行役員であっても、法人の経営に従事しているものと

して「役員」（法人税法第 2 条第 15 号）に該当し、法人税法第 34 条に基づく役員給与の

損金不算入が適用される可能性もあるため、留意が必要です。 

 

※1 ストックオプションのうち、租税特別措置法第 29 条の 2 第 1 項に定められる要件

を満たす、いわゆる税制適格ストックオプションについては、役員等や従業員が新

株予約権を権利行使し、交付された株式を売却した時点で初めて課税が生じるため、

給与又は退職金としての所得が生じず、企業側で損金算入できないこととなります。
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また、譲渡制限付株式を交付された従業員がその譲渡制限付株式の譲渡制限が解除

される前に死亡した場合、死亡時点で無償取得事由に該当しないことが確定してい

ない株式については、損金算入の対象外となります（⇒詳細は Q22-1 参照）。 

※2 株式交付信託の会計処理については、企業会計基準委員会から「実務対応報告第 30

号 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」

が出されており、これに基づいた処理となることが考えられます。 

 

（7）その他 

 従業員を対象とする場合、対象者が役員に比べて多くなるとともに、グループ会社間で

の異動、海外赴任等の複雑な人事異動なども見込まれます。特に、株式報酬の付与を受け

るための証券会社口座の開設や会社と各従業員で交わす契約書等の取り交わしなど、導

入時・導入後の関連事務をどのように設計・運営するか、グループ会社毎の制度の適用有

無や海外赴任時の対応等の人事異動発生時の対応については、株式報酬制度を導入する

際に十分に検討することが必要になると考えられます。 

なお、海外赴任者や海外子会社の現地採用者へ株式報酬を支給する場合には、当該対象

者の居住国における法制や税制等の影響を受ける可能性がございますので、必要に応じ

て現地法制や税制等の調査を実施することを推奨いたします。 

 

Q82 株式報酬制度について従業員に説明したいのですが、気を付けることはありますか。 

金融商品取引法において、有価証券届出書の提出が必要となる場合に、その提出前に有価

証券の勧誘を開始すること（「届出前勧誘」）が禁止されているため（同法第 4 条）、この提

出が必要となるスキームを使っており、かつ、提出を行う前に将来の株式報酬、例えば来年

度の譲渡制限付株式の発行見込みなどについて従業員に説明する際には、届出前勧誘に該

当しないよう留意する必要があります。 

届出前勧誘に該当するかどうかは、個別事案ごとに実態に即して判断されることになり

ますが、例えば、今年度実施するかどうかの見込み等について、「今年度は●月頃に譲渡制

限付株式を発行するため、入社すれば●株（●万円）程度の割当てを受けることができます」

等、確定的に将来の発行について言及した場合には、届出前勧誘に該当してしまう可能性が

あると考えられます。一方で、単に過去の実施実績を説明することや、例えば「当社では利

益が目標を超過達成した場合には、課長クラスを対象として最大●万円相当の株式報酬を

発行する制度を設けています」といった一般的な制度説明の範囲であれば、届出前勧誘に該

当する可能性は低いものと考えられます。 

対象が役員の場合であっても同様の論点は存在するため、注意が必要となります。 

なお、有価証券届出書や有価証券通知書ではなく、臨時報告書の提出で足りる場合も想定

されますが、この場合には、勧誘後に臨時報告書を提出することとなります。 
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Q83 従業員が付与された自社株報酬を売却することはできますか。 

自社株報酬は、従業員本人の証券口座に記録され、かつ、権利が確定した場合には、従業

員自らの判断で売却することが可能となります。ただし、発行会社に所属している役職員が

自社株式を売却する場合には、金融商品取引法第 166 条第 1 項柱書で定めるインサイダー

取引規制の「売買等」に該当しますので、従業員本人が所属会社の未公表の重要事実を知っ

ている場合には自社株式を売却するとインサイダー取引規制違反となります。 

自社株報酬の売却を行いたい場合には、まず、従業員自身が、所属会社の未公表の重要事

実を保有していないか確認した上で、所属会社に自社株式の売買にかかる社内ルール（事前

に社内の所定部署に届出を行い、許諾を得た上で売買を行うなど、インサイダー取引防止の

ための手続等）があるかどうかを確認し、存在する場合には、必要な手続等を行ったうえで

売却することが推奨されます。 

なお、未公表の重要事実を知った役職員による自社株式の売買は禁止されていますが、

「知る前契約・計画（※）」の要件を満たして売買を行った場合、インサイダー取引規制の

適用除外となります。具体的には、上場会社の役職員等が、未公表の重要事実を知る前に、

売買の予定など必要な記載をした契約・計画を作成するなどの手続きを踏んでおくことで、

後になって未公表の重要事実を知ることとなっても予定通りの売買が可能となるものです。

未公表の重要事実に触れやすい部署に所属している等の理由から、売却が難しい場合には、

このような仕組みを活用することも考えられます（⇒役員向けの譲渡制限付株式の場合に

ついて記載した Q46 を参照）。 

※業務等に関する重要事実を知る前に締結又は決定されたその上場会社等の特定有価証

券等に係る売買等に関する契約又は計画（金融商品取引法第 166 条第 6 項第 12 号）。

なお、その要件の詳細については、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第 59 条

第 1 項第 14 号を満たすこと等が必要になると考えられます。 

 

以上 



 
 

106 

 

 

Ⅲ．株主総会報酬議案（例1） －１. 事前交付・現物出資・在籍条件型－ 

 

【例：一定の範囲内で、在籍条件型の譲渡制限付株式の付与のために繰り返し用いること

のできる報酬枠を設定する場合】 

 

第●号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 

 

当社の取締役の報酬等の額は、令和●年●月●日開催の第●回定時株主総会において、年

額●万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とご承認いただい

ておりますが、今般、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え

るとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報

酬枠とは別枠で、当社の取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給す

ることにつきご承認をお願いいたします。 

本議案に基づき当社の取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬

の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額●万円以内（うち社外取

締役●万円以内）2といたします。また、各取締役への具体的な配分については、［指名報酬

諮問委員会の審議を経た上で、その意見を尊重して］取締役会において決定することといた

します。 

当社は、［●年●月●日開催の取締役会において、］取締役の個人別の報酬等の決定方針を

定めており、その概要は末尾3に記載のとおりですが、［本議案が原案どおり承認可決された

場合における方針としても引き続き相当であると考えられることから、当該方針を変更す

ることは予定しておりません。／本議案をご承認いただいた場合には、その内容を○○に変

更することを予定しております。］本議案は、当該方針に沿う内容の取締役の個人別の報酬

等を付与するために必要かつ合理的な内容となっており、また、取締役に 1 年間に発行又

は処分される株式総数の発行済株式総数［（令和●年●月●日時点）］に占める割合は●％以

下であります。そのため、本議案の内容は相当であると考えております4。 

 
1 以下に示す報酬議案の記載例はあくまで一例にすぎず、役員報酬に関する株主への情報提供の重

要性等も踏まえ、各社の状況に即した適切な記載内容が検討されるべきである。また、本議案の記

載例は、個別の事案における適法性を保証するものではなく、本記載例を参照される場合であって

も、最終的には各社が自らの責任で記載内容を（必要に応じて専門家等と相談の上で）検討する必

要がある点に留意されたい。 
2 金額の上限を確定額で画して確定額報酬（会社法第 361 条第 1 項第 1 号）として設計する例であ

る。 
3 議案の提案時に決定方針が定められており、事業報告にその内容の概要を記載している場合に

は、当該事業報告の記載箇所を摘示することも考えられる。 
4 令和元年改正会社法の下では、「相当の理由」の説明の一環として、取締役の個人別の報酬等の決定方

針を記載することが考えられる（Q6-4、Q8 参照）。 
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なお、現在の取締役は●名（うち社外取締役●名）ですが、第●号議案5が原案どおり承

認可決されますと、取締役は●名（うち社外取締役●名）となります。 

また、取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部

を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、こ

れにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年●株以内（うち社外取締役●株

以内）とします。ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合または株式の分割（株式無

償割当てを含みます。）によって増減した場合は、上限数はその比率に応じて調整されるも

のとします。１株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取

引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直

近取引日の終値）6とします。 

また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と取締役との間で、

概要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）7を締

結するものとします8。 

(1) 当該取締役は、●年間から●年間までの間で当社の取締役会が定める期間9（以下「譲

渡制限期間」という。）、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式（以下「本

割当株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない

（以下「譲渡制限」という。）。［ただし、譲渡制限期間については、当社の取締役会

が、指名報酬諮問委員会の審議を経た上で、その意見を尊重して決定するものとす

る。］ 

(2) 当該取締役が、●年間から●年間までの間で当社の取締役会が定める役務提供予定

期間10（以下「役務提供予定期間」という。）が満了する前に当社又は当社の子会社の

取締役、執行役、執行役員又は使用人を退任した場合には、当社の取締役会が正当と

認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。 

(3) 上記(1)の定めにかかわらず、当社は、当該取締役が、役務提供予定期間中、継続し

 
5 取締役選任議案 
6 本議案においては、引受人に特に有利な金額（会社法第 199 条第 3 項参照）とならない払込金額

の一例として取締役会決議の前営業日の終値を基準とする規定を置いているが、この他にも引受人

に特に有利な金額とならない払込金額の規定の方法はあるものと考えられる。 
7 「Ⅳ．譲渡制限付株式割当契約書（例）」の規定を念頭に置いたものである。 
8 以下記載の(1)～(6)は、会社法施行規則第 98 条の 4 第 1 項各号に掲げる事項を記載する場合のあ

くまで一例であり、ここに例示されている事項以外については常に株主総会決議を経る必要がない

という趣旨ではなく、各社の判断においてインセンティブの付与の観点から重要であると整理した

事項が他にもあれば、その事項も含めて株主総会決議を経ることが考えられる。 
9 譲渡制限期間を取締役会に委任する記載例としているが、株主に対して譲渡制限期間の目安を示

すことが望ましいと考えられるため、期間の上限・下限を設定する例としている。このほか、本議

案において、例えば 3 年間など譲渡制限期間を具体的に決定することも考えられる。 
10 本割当株式の付与の前提として予定されている付与対象者の役務提供期間。なお、役務提供予定

期間と譲渡制限期間を一致させる必要はないため、役務提供予定期間よりも譲渡制限期間の方が長

い場合も想定される。例えば、1 年間の役務提供予定期間の報酬に相当する分のＲＳを発行し、そ

の譲渡制限期間を 3 年間と設定することが考えられる。 
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て、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、執行役員又は使用人の地位にあったこ

とを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって

譲渡制限を解除する。ただし、当該取締役が、上記(2)に定める当社の取締役会が正当

と認める理由により、役務提供期間が満了する前に上記(2)に定める地位を退任した

場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要

に応じて合理的に調整するものとする。 

(4) 当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記(3)の定めに基づき譲渡制限が解

除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。 

(5) 上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併

契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等

に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会に

よる承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社

の取締役会の決議により、役務提供期間の開始日から当該組織再編等の承認の日ま

での期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効

力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。 

(6) 上記(5)に規定する場合においては、当社は、上記(5)の定めに基づき譲渡制限が解除

された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無

償で取得する。 

 

【取締役の個人別の報酬等の決定方針の概要】 

…。 
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Ⅲ．株主総会報酬議案（例1） －２. 事前交付・無償発行・在籍条件型－ 

 

【例：一定の範囲内で、在籍条件型の譲渡制限付株式の付与のために繰り返し用いること

のできる報酬枠を設定する場合】 

 

第●号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 

 

当社の取締役の報酬等の額は、令和●年●月●日開催の第●回定時株主総会において、年

額●万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とご承認いただい

ておりますが、今般、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え

るとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報

酬枠とは別枠で、当社の取締役に対し、新たに譲渡制限付株式を報酬として支給することに

つきご承認をお願いいたします。 

本議案に基づき当社の取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年

間●株以内（うち社外取締役●株以内）、年額●万円以内（うち社外取締役●万円以内）2と

いたします。ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合または株式の分割（株式無償割

当てを含みます。）によって増減した場合は、上限数はその比率に応じて調整されるものと

します。［なお、上記の年額は、直近の株価を参考に設定しています。］ 

また、各取締役への具体的な配分については、［指名報酬諮問委員会の審議を経た上で、

その意見を尊重して］取締役会において決定することといたします3。 

当社は、［●年●月●日開催の取締役会において、］取締役の個人別の報酬等の決定方針を

定めており、その概要は末尾4に記載のとおりですが、［本議案が原案どおり承認可決された

場合における方針としても引き続き相当であると考えられることから、当該方針を変更す

ることは予定しておりません。／本議案が原案どおり承認可決された場合には、その内容を

○○に変更することを予定しております。］本議案は、当該方針に沿う内容の取締役の個人

別の報酬等を付与するために必要かつ合理的な内容となっており、また、取締役に 1 年間

 
1 以下に示す報酬議案の記載例はあくまで一例にすぎず、役員報酬に関する株主への情報提供の重

要性等も踏まえ、各社の状況に即した適切な記載内容が検討されるべきである。また、本議案の記

載例は、個別の事案における適法性を保証するものではなく、本記載例を参照される場合であって

も、最終的には各社が自らの責任で記載内容を（必要に応じて専門家等と相談の上で）検討する必

要がある点に留意されたい。 
2 金額の上限を確定額で画して確定額報酬（会社法第 361 条第 1 項第 1 号）として設計する例であ

る（Q6-3、Q8 参照）。 
3 報酬等のうち当該株式会社の募集株式（会社法第 361 条第 1 項第 3 号）についても、確定額報酬

（会社法第 361 条第 1 項第 1 号）と同様、株主総会決議で募集株式の数の上限を定めた上で、その

範囲内で取締役会に具体的な決定を委任することを前提としている（Q8 参照）。 
4 議案の提案時に決定方針が定められており、事業報告にその内容の概要を記載している場合に

は、当該事業報告の記載箇所を摘示することも考えられる。 
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に発行又は処分される株式総数の発行済株式総数［（令和●年●月●日時点）］に占める割合

は●％以下であります。そのため、本議案の内容は相当であると考えております5。 

なお、現在の取締役は●名（うち社外取締役●名）ですが、第●号議案6が原案どおり承

認可決されますと、取締役は●名（うち社外取締役●名）となります。 

また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、取締役は金銭の払込み等

を要しないものとし、当社と取締役との間で、概要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当

契約（以下「本割当契約」といいます。）7を締結するものとします8。 

(1) 当該取締役は、●年間から●年間までの間で当社の取締役会が定める期間9（以下「譲

渡制限期間」という。）、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式（以下「本

割当株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない

（以下「譲渡制限」という。）。［ただし、譲渡制限期間については、当社の取締役会

が、指名報酬諮問委員会の審議を経た上で、その意見を尊重して決定するものとす

る。］ 

(2) 当該取締役が、●年間から●年間までの間で当社の取締役会が定める役務提供予定

期間10（以下「役務提供予定期間」という。）が満了する前に当社又は当社の子会社の

取締役、執行役、執行役員又は使用人を退任した場合には、当社の取締役会が正当と

認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。 

(3) 上記(1)の定めにかかわらず、当社は、当該取締役が、役務提供予定期間中、継続し

て、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、執行役員又は使用人の地位にあったこ

とを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって

譲渡制限を解除する。ただし、当該取締役が、上記(2)に定める当社の取締役会が正当

と認める理由により、役務提供期間が満了する前に上記(2)に定める地位を退任した

場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要

に応じて合理的に調整するものとする。 

(4) 当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記(3)の定めに基づき譲渡制限が解

 
5 令和元年改正会社法の下では、「相当の理由」の説明の一環として、取締役の個人別の報酬等の決

定方針を記載することが考えられる（Q6-4、Q8 参照）。 
6 取締役選任議案 
7 「Ⅳ．譲渡制限付株式割当契約書（例）」の規定を念頭に置いたものである。 
8 以下記載の(1)～(6)は、会社法施行規則第 98 条の 2 各号に掲げる事項を記載する場合のあくまで

一例であり、ここに例示されている事項以外については常に株主総会決議を経る必要がないという

趣旨ではなく、各社の判断においてインセンティブの付与の観点から重要であると整理した事項が

他にもあれば、その事項も含めて株主総会決議を経ることが考えられる。 
9 譲渡制限期間を取締役会に委任する記載例としているが、株主に対して譲渡制限期間の目安を示

すことが望ましいと考えられるため、期間の上限・下限を設定する例としている。このほか、本議

案において、例えば 3 年間など譲渡制限期間を具体的に決定することも考えられる。 
10 本割当株式の付与の前提として予定されている付与対象者の役務提供期間。なお、役務提供予定

期間と譲渡制限期間を一致させる必要はないため、役務提供予定期間よりも譲渡制限期間の方が長

い場合も想定される。例えば、1 年間の役務提供予定期間の報酬に相当する分のＲＳを発行し、そ

の譲渡制限期間を 3 年間と設定することが考えられる。 
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除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。 

(5) 上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併

契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等

に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会に

よる承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社

の取締役会の決議により、役務提供期間の開始日から当該組織再編等の承認の日ま

での期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効

力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。 

(6) 上記(5)に規定する場合においては、当社は、上記(5)の定めに基づき譲渡制限が解除

された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無

償で取得する。 

 

【取締役の個人別の報酬等の決定方針の概要】 

…。 
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Ⅲ．株主総会報酬議案（例1） －３. 事後交付・現物出資型－ 

 

【例：特定の期間を対象とする事後交付型株式報酬を設定する場合】 

 

第●号議案 取締役に対する事後交付による株式報酬に係る報酬決定の件 

 

当社の取締役の報酬等の額は、令和●年●月●日開催の第●回定時株主総会において、年額●万円

以内（うち、社外取締役●万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。）と

ご承認いただいておりますが、今般、取締役の報酬と会社業績及び当社の株式価値との連動性をより

明確化することなどにより取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると

ともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠

で、当社の取締役に対し、新たに事後交付による株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導

入することにつきご承認をお願いいたします。 

 

本制度には、次の２つの類型の株式報酬制度が含まれています。 

(i) 当社の第●期中期経営計画の期間である令和●年度から令和●年度までの●事業年度の期間

（以下「業績評価期間」といいます。）の業績目標達成度や、本株主総会から業績評価期間

終了後の最初の定時株主総会までの期間（以下「対象期間」といいます。）の勤務期間に応

じて算定される数の当社普通株式（以下「当社株式」といいます。）を、対象期間終了後に

交付する類型の株式報酬（いわゆるパフォーマンス・シェア） 

(ii) 対象期間の勤務期間に応じて、事前に定める数の当社株式を、対象期間終了後に交付する類

型の株式報酬（いわゆる事後交付型リストリクテッド・ストック） 

 

具体的には、下記にて定める算定方法により、上記(i)のいわゆるパフォーマンス・シェア相当分

と、上記(ii)のいわゆる事後交付型リストリクテッド・ストック相当分の当社株式を交付するため、

対象期間終了後に、当社の取締役に対して金銭報酬を支給することとし、当社による株式の発行又は

自己株式の処分に際して、その金銭報酬債権の全部を現物出資させることで、当社株式を交付するこ

とになります（注１）（注２）。 

なお、当社が本制度に基づき当社の取締役に交付する当社株式の数は、取締役１名当たり●株（た

だし、社外取締役については１名当たり●株）以内、取締役全員で合計●株（うち、社外取締役全員

で合計●株）以内とします（注３）。 

 

（注１）ただし、対象期間中に取締役が死亡により退任した場合、報酬の交付時期は当該退任した日より●か月以内2と

し、金銭報酬債権について現物出資させることなく、当該取締役の承継者となる相続人に対して金銭を交付しま

す。また、対象期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式

移転計画、当社が分割会社となる新設分割計画若しくは吸収分割契約（分割型分割に限る）、当社が特定の株主

に支配されることとなる株式の併合、全部取得条項付種類株式の取得、株式売渡請求（以下「組織再編等」とい

 
1 以下に示す報酬議案の記載例は、会社法第 361 条第 1 項第 2 号及び第 5 号イに基づき、予め特定された期間を

対象として事後交付型株式報酬について決議をする場合のあくまで一例にすぎず、役員報酬に関する株主への情

報提供の重要性等も踏まえ、各社の状況に即した適切な記載内容が検討されるべきである。また、本議案の記載

例は、個別の事案における適法性を保証するものではなく、本記載例を参照される場合であっても、最終的には

各社が自らの責任で記載内容を（必要に応じて専門家等と相談の上で）検討する必要がある点に留意されたい。 
2 法人税法上の損金算入要件では金銭のみを対価として交付する場合、指標確定から 1 か月以内に交付すること

とされている。 
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います。）に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さ

ない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合（ただし、当該組織再編等の効力発生日が本制度に基

づく株式交付の日より前に到来することが予定されているときに限る。）、報酬の交付時期は当該承認の日より●

日以内とし、金銭報酬債権について現物出資させることなく、取締役に対して金銭を交付します3。 

（注２）社外取締役（当社の業務執行取締役以外の取締役はすべて社外取締役に該当します。）には事後交付型リストリ

クテッド・ストックのみを交付します4。 

（注３）ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合または株式の分割（株式無償割当てを含みます。以下、株式の分

割の記載につき同じ。）によって増減した場合は、上限数はその比率に応じて調整されます。 

 

本議案は、報酬等のうち額が確定していないものについてその具体的な算定方法を決議する議案と

して付議するものであり、本議案において不確定額の報酬のうち最も高額となる計算式を決議し、そ

の枠内での運用を取締役会に委任することになります。各取締役への具体的な支給時期及び内容につ

いては、本株主総会決議により委任を受けた取締役会において決定することといたします。[なお、

取締役会が委任された事項について決定するに当たり、報酬諮問委員会の審議を経ることといたしま

す。］ 

当社は、［●年●月●日開催の取締役会において、］取締役の個人別の報酬等の決定方針を定めてお

り、その概要は末尾5に記載のとおりですが、［本議案が原案どおり承認可決された場合における方針

としても引き続き相当であると考えられることから、当該方針を変更することは予定しておりませ

ん。／本議案をご承認いただいた場合には、その内容を○○に変更することを予定しております。］

本議案は、当該方針に沿う内容の取締役の個人別の報酬等を付与するために必要かつ合理的な内容と

なっており、また、取締役に1年間に発行又は処分される株式総数の発行済株式総数［（令和●年●月

●日時点）］に占める割合は●％以下であります。そのため、本議案の内容は、相当であると考えて

おります6。 

なお、現在の取締役は●名（うち社外取締役●名）ですが、第●号議案7が原案どおり承認可決され

ますと、取締役は●名（うち社外取締役●名）となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本制度における金銭報酬の額の算定方法等8】 

 
3 （ⅱ）の事後交付型リストリクテッド・ストックについては、（注 1）であげる臨時改定事由が生じたことによ

り事前に所轄税務署長に届け出た内容に変更が生じた場合には、変更の届出を要するとされている。 
4 取締役以外に法人税法第 34 条第 1 項第 3 号に定める業務執行役員がいることが想定される場合には、それら

の者を本議案に任意に含めて決議することが考えられる。 
5 議案の提案時に決定方針が定められており、事業報告にその内容の概要を記載している場合には、当該事業報

告の記載箇所を摘示することも考えられる。 
6 令和元年 12 月改正会社法の下では、「相当の理由」の説明の一環として、取締役の個人別の報酬等の決定方針

を記載することが考えられる（Q6-4、Q8 参照）。 
7 取締役選任議案 
8 本議案例は、譲渡制限・譲渡制限解除事由や無償取得事由の定めがないことを前提としているが、譲渡制限・

譲渡制限解除事由や無償取得事由を定める場合にはそれらの事由の概要を記載する必要がある点には留意が必要

である。 
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（1） 金銭報酬の額の算定方法9 10 

各取締役に対して付与されることとなる金銭（金銭報酬債権）の額については、本制度によ

り取締役に対して最終的に交付する株式数（以下「最終交付株式数」といいます。）に、対象期

間終了後２か月以内11に開催される当該交付のための株式の発行又は自己株式の処分を決定す

る取締役会の決議（以下「交付取締役会決議」といいます。）の日の前営業日における●証券取

引所における当社株式の普通取引の終値（同日に取引が成立していない場合には、それに先立

つ直近取引日の終値を指します。以下「当社株式終値」といいます。）を乗じることにより算定

されます（注４）。 

 

（注４）ただし、対象期間中に取締役が死亡により退任した場合、上記注1のとおり、株式報酬の額に相当する金銭を交

付することになりますが、その場合には、当社株式終値ではなく、当該取締役の退任日の当社株式の普通取引の

終値（同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値）を乗じることになります。ま

た、対象期間中に、組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総

会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合、上記注1のとおり、株式報酬の

額に相当する金銭を交付することになりますが、その場合には、当社株式終値ではなく、当該承認の日の当社株

式の普通取引の終値（同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値）を乗じることに

なります。また、いずれの場合も、計算の結果として算出される金銭の額が●円（社外取締役については●円）

を超えるときは、交付する金銭の額は●円（社外取締役については●円）とします。 

 

取締役に付与する金銭報酬（債権）の額＝ 

最終交付株式数×当社株式終値 

 

業務を執行する取締役（以下「業務執行取締役」といいます。）の最終交付株式数は、(ⅰ)取

締役の役位毎に定められる株式報酬基準額（以下「役位別株式報酬基準額」といいます。）を対

象期間開始当初の取締役会の決議（以下「当初取締役会決議」といいます。）の日の前営業日に

おける●証券取引所における当社株式の普通取引の終値（（同日に取引が成立していない場合に

は、それに先立つ直近取引日の終値を指します。以下「基準株価」といいます。）で除して算出

される基準交付株式数（ただし、計算の結果１株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨

てるものとする。以下「基準交付株式数」といいます。）の●％相当分に、業績目標達成度、在

任期間比率（注５）と役位調整比率（注６）を乗じた株式数（いわゆるパフォーマンス・シェ

ア相当分）と、（ⅱ）基準交付株式数の●％相当分に在任期間比率と役位調整比率を乗じた株式

数（いわゆる事後交付型リストリクテッド・ストック相当分）を合計した株式数とします（注

７）（注８）。 

また、社外取締役の最終交付株式数は、基準交付株式数に在任期間比率と役位調整比率を乗

じた株式数（いわゆる事後交付型リストリクテッド・ストック相当分のみ）とします。（注７）

 
9 会社法第 361 条第 1 項第 1 号に基づく決議の場合、報酬の算定方法を定めるのではなく、「当社が本制度に基

づき取締役に交付する金銭報酬債権の金額は、各対象期間につき●百万円を上限とします。」等と定めることが

考えられる。その場合、株価上昇等により、最終交付株式数の当社普通株式の交付を行うことにより、当該報酬

額の上限を超えるおそれがある場合には、当該上限を超えない範囲で、各取締役に対して交付する株式数を按分

比例等の合理的な方法により減少させることが考えられる。 
10 算定方法は、業績評価指標を含め、あくまで一例である。実際には多様な決定方法が考えられ、各社の個別事

情に応じた業績評価指標や算定方法を用いることが望ましい。 
11 パフォーマンス・シェア相当分については、法人税法第 34 条第 1 項第 3 号の要件を満たす上で、業績連動指

標の数値が確定した日の翌日から二月を経過する日までに当社株式が取締役に交付される必要があることを踏ま

え、本議案例においては業績評価期間終了後の最初の株主総会の日から２か月以内に取締役会を開催することと

している。 
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（注８） 

 

（注５）対象期間中に新たに就任した取締役や、対象期間の途中で正当な事由により退任した取締役が存在する場

合には、当該取締役に付与される金銭報酬（債権）の額は、それぞれ在任月数に応じて按分されることに

なります（具体的な調整方法は下記③参照）。 

（注６）対象期間内に役位変更した場合、対象期間内の役位に対応した株式を付与するように付与株式数を調整し

ます（具体的な調整方法は下記④参照）。 

（注７）いずれの最終交付株式数の計算においても、計算の結果１株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨

てるものとします。12 

（注８）ただし、計算の結果として算出される株式数が上限である●株（社外取締役については●株）を超える場

合には、最終交付株式数は●株（社外取締役については●株）とします（上記（注４）に基づき金銭によ

り交付する場合を除きます。）。また、当社の発行済株式総数が、株式の併合または株式の分割（株式無償

割当てを含みます。以下、株式の分割の記載につき同じ。）によって増減した場合は、各取締役の最終交付

株式数は、その比率に応じて合理的に調整されます。具体的には、株式の併合または株式の分割の場合、

調整前の最終交付株式数に、併合・分割の比率を乗じることで、調整後の最終交付株式数を算出します。 

 

（参考：本議案により付与される株式報酬の類型別割合） 

 (i)パフォーマンス・シェア (ii)事後交付型リストリクテッド・ストック 

業務執行取締役 ●％ ●％ 

社外取締役 0％ 100％ 

 

（最終交付株式数の算定式） 

最終交付株式数＝ 

(i) 基準交付株式数（①）×●％×業績目標達成度（②）×在任期間比率（③）×役位調整比率（④） 

＋(ii) 基準交付株式数（①）×●％×在任期間比率（③）×役位調整比率（④） 

 

 

①基準交付株式数 

基準交付株式数は以下の式により算出されます。 

 

基準交付株式数＝
取締役の役位別株式報酬基準額（ア）

基準株価（イ）
 

 

（ア） 取締役の役位別株式報酬基準額 

各取締役に交付する最終交付株式数の算定方法のうち、役位別株式報酬基準額は、最も高

額となる役位の取締役において１名当たり金●円を上限とし、その他の役位の取締役におい

てはそれを超えない範囲内で（ただし、社外取締役については１名当たり金●円を上限とし

ます。）、役位別に具体的な金額を定めることを取締役会に委任するものとします。 

（イ） 基準株価 

基準株価は、当初取締役会決議の日の前営業日における●証券取引所における当社株式の

普通取引の終値（同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値）

とします。 

 
12 単元未満株式や株式の端数が生じた場合には、それらに相当する金銭を交付するとすることも考えられる。 
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②業績目標達成度 

業績目標達成度は、当社の第●期事業年度に係る確定した連結貸借対照表及び連結損益計算

書（以下「連結貸借対照表等」という。）（注９）により算出される連結ＲＯＥの数値（注１

０）に基づいて、下記表に従って算出されます。 

 

連結ＲＯＥ 業績目標達成度 

●％未満の場合 ０％ 

●％以上●％未満の場合 ●％ 

●％以上●％未満の場合 ●％ 

●％以上●％未満の場合 ●％ 

●％以上の場合 100％ 

 

（注９）ただし、取締役が死亡により退任した場合には、死亡により退任した時点で、有価証券報告書に記載した

連結貸借対照表等のうち直近事業年度のものにより算出される連結ＲＯＥの数値に基づいて、上記表に従

って算出されます。また、組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して

当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当該承

認の時点で有価証券報告書に記載した連結貸借対照表等のうち直近事業年度のものにより算出される連結

ＲＯＥの数値に基づいて、上記表に従って算出されます。 

（注１０）連結ＲＯＥ（自己資本利益率）は、以下の式により算出されます13。 

 

連結ＲＯＥ＝
親会社株主に帰属する当期純利益

（期首自己資本＋期末自己資本）÷２
×１００ 

 
 

※自己資本＝純資産合計－新株予約権－非支配株主持分 

 

③在任期間比率 

 在任期間に応じて付与する株式数を按分するため、以下の式により算出されます。なお、月

の途中で新たに就任又は退任した場合には1月在任したものとみなして計算します。 

 

在任期間比率＝
対象期間中に在任した合計月数

対象期間の合計月数
 

 

④役位調整比率 

役位変更があった場合にその役位に対応した株式数を付与するように付与株式数を調整する

ため、以下の式により算出されます。なお、月の途中で役位変更があった場合には新しい役位

に1月在任したものとみなして計算します。 

 

 

役位調整比率 

＝
当初役位の役位別株式報酬基準額×当初役位在任月数＋変更後役位の役位別株式報酬基準額×変更後役位在任月数

当初役位の役位別株式報酬基準額×対象期間中に在任した合計月数
 

 

（2） 取締役に対する金銭報酬の支給の条件 

 
13 連結ＲＯＥの計算式は一例であり、各社における算定方法に従って記載することが考えられる。 
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取締役が、正当な理由なく当社の取締役を退任したこと及び一定の非違行為があったこと

等、株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要な権利喪失事由（取締役会において定め

る。）に該当した場合には、取締役に対して本制度に基づいて金銭報酬は支給されず、当社株式

も交付されません。 

 

【取締役の個人別の報酬等の決定方針の概要】 

…。 

 

以 上  
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Ⅲ．株主総会報酬議案（例1） －４.事後交付・無償発行型－ 

 

【例：特定の期間を対象とする事後交付型株式報酬を設定する場合】 

 

第●号議案 取締役に対する事後交付による株式報酬に係る報酬決定の件 

 

当社の取締役の報酬等の額は、令和●年●月●日開催の第●回定時株主総会において、年額●万円

以内（うち、社外取締役●万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。）と

ご承認いただいておりますが、今般、取締役の報酬と会社業績及び当社の株式価値との連動性をより

明確化することなどにより取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると

ともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠

で、当社の取締役に対し、新たに事後交付による株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導

入することにつきご承認をお願いいたします。 

 

本制度には、次の２つの類型の株式報酬制度が含まれています。 

(i) 当社の第●期中期経営計画の期間である令和●年度から令和●年度までの●事業年度の期間

（以下「業績評価期間」といいます。）の業績目標達成度や、本株主総会から業績評価期間

終了後の最初の定時株主総会までの期間（以下「対象期間」といいます。）の勤務期間に応

じて算定される数の当社普通株式（以下「当社株式」といいます。）を、対象期間終了後に

交付する類型の株式報酬（いわゆるパフォーマンス・シェア） 

(ii) 対象期間の勤務期間に応じて、事前に定める数の当社株式を、対象期間終了後に交付する類

型の株式報酬（いわゆる事後交付型リストリクテッド・ストック） 

 

具体的には、下記にて定める算定方法により、上記(i)のいわゆるパフォーマンス・シェアの数

と、上記(ii)のいわゆる事後交付型リストリクテッド・ストックの数を定め、対象期間終了後に、取

締役による金銭の払込み等を要しないで（無償で）、当社株式を取締役に対し発行又は処分すること

により交付いたします（注１）（注２）。 

なお、当社が本制度に基づき当社の取締役に交付する当社株式の数は、取締役１名当たり●株（ただ

し、社外取締役については１名当たり●株）以内、取締役全員で合計●株（うち、社外取締役全員で

合計●株）以内とします（注３）。 

 

（注１）ただし、対象期間中に取締役が死亡により退任した場合、当該取締役の相続人に対して株式報酬の額に相当する

金銭を交付するものとします。また、対象期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる

株式交換契約若しくは株式移転計画、当社が分割会社となる新設分割計画若しくは吸収分割契約（分割型分割に

限る）、当社が特定の株主に支配されることとなる株式の併合、全部取得条項付種類株式の取得、株式売渡請求

（以下「組織再編等」といいます。）に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の

株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合（ただし、当該組織再編等

の効力発生日が本制度に基づく株式交付の日より前に到来することが予定されているときに限る。）、報酬の交付

 
1 以下に示す報酬議案の記載例は、会社法第 361 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に基づき、予め特定された期

間を対象として事後交付型株式報酬について決議をする場合のあくまで一例にすぎず、役員報酬に関する

株主への情報提供の重要性等も踏まえ、各社の状況に即した適切な記載内容が検討されるべきである。ま

た、本議案の記載例は、個別の事案における適法性を保証するものではなく、本記載例を参照される場合

であっても、最終的には各社が自らの責任で記載内容を（必要に応じて専門家等と相談の上で）検討する

必要がある点に留意されたい。 
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時期は当該承認の日より●日以内とし、取締役に対して株式報酬の額に相当する金銭を交付します2。 

（注２）社外取締役（当社の業務執行取締役以外の取締役はすべて社外取締役に該当します。）には事後交付型リストリ

クテッド・ストックのみを交付します3。 

（注３）ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合または株式の分割（株式無償割当てを含みます。以下、株式の分

割の記載につき同じ。）によって増減した場合は、上限数はその比率に応じて調整されます。 

 

本議案は、報酬等のうち額が確定していないものについてその具体的な算定方法を決議する議案と

して付議するものであり、本議案において不確定額の報酬のうち最も高額となる計算式を決議し、そ

の枠内での運用を取締役会に委任することになります。各取締役への具体的な支給時期及び内容につ

いては、本株主総会決議により委任を受けた取締役会において決定することといたします。[なお、

取締役会が委任された事項について決定するに当たり、報酬諮問委員会の審議を経ることといたしま

す。］ 

当社は、［●年●月●日開催の取締役会において、］取締役の個人別の報酬等の決定方針を定めてお

り、その概要は末尾4に記載のとおりですが、［本議案が原案どおり承認可決された場合における方針

としても引き続き相当であると考えられることから、当該方針を変更することは予定しておりませ

ん。／本議案をご承認いただいた場合には、その内容を○○に変更することを予定しております。］

本議案は、当該方針に沿う内容の取締役の個人別の報酬等を付与するために必要かつ合理的な内容と

なっており、また、取締役に1年間に発行又は処分される株式総数の発行済株式総数［（令和●年●月

●日時点）］に占める割合は●％以下であります。そのため、本議案の内容は、相当であると考えて

おります5。 

なお、現在の取締役は●名（うち社外取締役●名）ですが、第●号議案6が原案どおり承認可決され

ますと、取締役は●名（うち社外取締役●名）となります。 

 

【本制度における株式報酬の額の算定方法等7】 

（1） 株式報酬の額の算定方法8 9 

本制度における株式報酬の額は、当社株式の割当日10の前営業日における●証券取引所にお

 
2 （ⅱ）の事後交付型リストリクテッド・ストックについては、（注 1）であげる臨時改定事由が生じたこ

とにより事前に所轄税務署長に届け出た内容に変更が生じた場合には、変更の届出を要するとされてい

る。 
3 取締役以外に法人税法第 34 条第 1 項第 3 号に定める業務執行役員がいることが想定される場合には、そ

れらの者を本議案に任意に含めて決議することが考えられる。 
4 議案の提案時に決定方針が定められており、事業報告にその内容の概要を記載している場合には、当該

事業報告の記載箇所を摘示することも考えられる。 
5 令和元年改正会社法の下では、「相当の理由」の説明の一環として、取締役の個人別の報酬等の決定方針

を記載することが考えられる（Q6-4、Q8 参照）。 
6 取締役選任議案 
7 本議案例は、譲渡制限・譲渡制限解除事由や無償取得事由の定めがないことを前提としているが、譲渡

制限・譲渡制限解除事由や無償取得事由を定める場合にはそれらの事由の概要を記載する必要がある点に

は留意が必要である。 
8 会社法第 361 条第 1 項第 1 号に基づく決議の場合、報酬の算定方法を定めるのではなく、「当社が本制度

に基づき取締役に交付する株式報酬の総額は、各対象期間につき●百万円を上限とします。」等と定めるこ

とが考えられる。その場合、株価上昇等により、最終交付株式数の当社普通株式の交付を行うことによ

り、当該報酬額の上限を超えるおそれがある場合には、当該上限を超えない範囲で、各取締役に対して交

付する株式数を按分比例等の合理的な方法により減少させることが考えられる。 
9 算定方法は、業績評価指標を含め、あくまで一例である。実際には多様な決定方法が考えられ、各社の

個別事情に応じた業績評価指標や算定方法を用いることが望ましい。 
10 パフォーマンス・シェア相当分については、法人税法第 34 条第 1 項第 3 号の要件を満たす上で、業績
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ける当社株式の普通取引の終値（同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取

引日の終値を指します。以下「当社株式終値」といいます。）を乗じたものになります（注

４）。 

 

（注４）ただし、対象期間中に取締役が死亡により退任した場合、上記注1のとおり、株式報酬の額に相当する金銭を交

付することになりますが、その場合には、当社株式終値ではなく、当該取締役の退任日の当社株式の普通取引の

終値（同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値）を乗じることになります。ま

た、対象期間中に、組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総

会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合、上記注1のとおり、株式報酬の

額に相当する金銭を交付することになりますが、その場合には、当社株式終値ではなく、当該承認の日の当社株

式の普通取引の終値（同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値）を乗じることに

なります。また、いずれの場合も、計算の結果として算出される株式報酬の額が●円（社外取締役については●

円）を超えるときは、交付する株式報酬の額に相当する金銭の額は●円（社外取締役については●円）としま

す。 

 

取締役に付与する株式報酬の額＝ 

最終交付株式数×当社株式終値 

 

業務を執行する取締役（以下「業務執行取締役」といいます。）の最終交付株式数は、(ⅰ)取

締役の役位毎に定められる株式報酬基準額（以下「役位別株式報酬基準額」といいます。）を対

象期間開始当初の取締役会の決議（以下「当初取締役会決議」といいます。）の日の前営業日に

おける●証券取引所における当社株式の普通取引の終値（（同日に取引が成立していない場合に

は、それに先立つ直近取引日の終値を指します。以下「基準株価」といいます。）で除して算出

される基準交付株式数（ただし、計算の結果１株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨

てるものとする。以下「基準交付株式数」といいます。）の●％相当分に、業績目標達成度、在

任期間比率（注５）と役位調整比率（注６）を乗じた株式数（いわゆるパフォーマンス・シェ

ア相当分）と、（ⅱ）基準交付株式数の●％相当分に在任期間比率と役位調整比率を乗じた株式

数（いわゆる事後交付型リストリクテッド・ストック相当分）を合計した株式数とします（注

７）（注８）。 

また、社外取締役の最終交付株式数は、基準交付株式数に在任期間比率と役位調整比率を乗じ

た株式数（いわゆる事後交付型リストリクテッド・ストック相当分のみ）とします（注７）（注

８）。 

 

（注５）対象期間中に新たに就任した取締役や、対象期間の途中で正当な事由により退任した取締役が存在する場

合には、当該取締役に付与される株式報酬の額は、それぞれ在任月数に応じて按分されることになります

（具体的な調整方法は下記③参照）。 

（注６）対象期間内に役位変更した場合、対象期間内の役位に対応した株式を付与するように付与株式数を調整し

ます（具体的な調整方法は下記④参照）。 

（注７）いずれの最終交付株式数の計算においても、計算の結果１株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨

てるものとします。11 

 
連動指標の数値が確定した日の翌日から二月を経過する日までに当社株式が取締役に交付される必要があ

る。 
11 単元未満株式や株式の端数が生じた場合には、それらに相当する金銭を交付するとすることも考えられ

る。 
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（注８）ただし、計算の結果として算出される株式数が上限である●株（社外取締役については●株）を超える場

合には、最終交付株式数は●株（社外取締役については●株）とします（上記（注４）に基づき金銭によ

り交付する場合を除きます。）。また、当社の発行済株式総数が、株式の併合または株式の分割（株式無償

割当てを含みます。以下、株式の分割の記載につき同じ。）によって増減した場合は、各取締役の最終交付

株式数は、その比率に応じて合理的に調整されます。具体的には、株式の併合または株式の分割の場合、

調整前の最終交付株式数に、併合・分割の比率を乗じることで、調整後の最終交付株式数を算出します。 

 

（参考：本議案により付与される株式報酬の類型別割合） 

 (i)パフォーマンス・シェア (ii)事後交付型リストリクテッド・ストック 

業務執行取締役 ●％ ●％ 

社外取締役 0％ 100％ 

 

（最終交付株式数の算定式） 

最終交付株式数＝ 

(i) 基準交付株式数（①）×●％×業績目標達成度（②）×在任期間比率（③）×役位調整比率（④） 

＋(ii) 基準交付株式数（①）×●％×在任期間比率（③）×役位調整比率（④） 

 

 

①基準交付株式数 

基準交付株式数は以下の式により算出されます。 

 

基準交付株式数＝
取締役の役位別株式報酬基準額（ア）

基準株価（イ）
 

 

（ア） 取締役の役位別株式報酬基準額 

各取締役に交付する最終交付株式数の算定方法のうち、役位別株式報酬基準額は、最も高

額となる役位の取締役において１名当たり金●円を上限とし、その他の役位の取締役におい

てはそれを超えない範囲内で（ただし、社外取締役については１名当たり金●円を上限とし

ます。）、役位別に具体的な金額を定めることを取締役会に委任するものとします。 

（イ） 基準株価 

基準株価は、当初取締役会決議の日の前営業日における●証券取引所における当社株式の

普通取引の終値（同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値）

とします。 

 

②業績目標達成度 

業績目標達成度は、当社の第●期事業年度に係る確定した連結貸借対照表及び連結損益計算

書（以下「連結貸借対照表等」という。）（注９）により算出される連結ＲＯＥの数値（注１

０）に基づいて、下記表に従って算出されます。 

 

 

 

連結ＲＯＥ 業績目標達成度 

●％未満の場合 ０％ 

●％以上●％未満の場合 ●％ 
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●％以上●％未満の場合 ●％ 

●％以上●％未満の場合 ●％ 

●％以上の場合 100％ 

 

（注９）ただし、取締役が死亡により退任した場合には、死亡により退任した時点で、有価証券報告書に記載した

連結貸借対照表等のうち直近事業年度のものにより算出される連結ＲＯＥの数値に基づいて、上記表に従

って算出されます。また、組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して

当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当該承

認の時点で有価証券報告書に記載した連結貸借対照表等のうち直近事業年度のものにより算出される連結

ＲＯＥの数値に基づいて、上記表に従って算出されます。 

（注１０）連結ＲＯＥ（自己資本利益率）は、以下の式により算出されます12。 

 

連結ＲＯＥ＝
親会社株主に帰属する当期純利益

（期首自己資本＋期末自己資本）÷２
×１００ 

 

※自己資本＝純資産合計－新株予約権－非支配株主持分 

 

③在任期間比率 

 在任期間に応じて付与する株式数を按分するため、以下の式により算出されます。なお、月

の途中で新たに就任又は退任した場合には1月在任したものとみなして計算します。 

 

在任期間比率＝
対象期間中に在任した合計月数

対象期間の合計月数
 

 

④役位調整比率 

役位変更があった場合にその役位に対応した株式数を付与するように付与株式数を調整する

ため、以下の式により算出されます。なお、月の途中で役位変更があった場合には新しい役位

に1月在任したものとみなして計算します。 

 

役位調整比率 

＝
当初役位の役位別株式報酬基準額×当初役位在任月数＋変更後役位の役位別株式報酬基準額×変更後役位在任月数

当初役位の役位別株式報酬基準額×対象期間中に在任した合計月数
 

 

（2） 取締役に対する株式交付の条件 

取締役が、正当な理由なく当社の取締役を退任したこと及び一定の非違行為があったこと

等、株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要な権利喪失事由（取締役会において定め

る。）に該当した場合には、取締役に対して本制度に基づいて当社株式は交付されません。 

 

【取締役の個人別の報酬等の決定方針の概要】 

…。 

以 上  

 
12 連結ＲＯＥの計算式は一例であり、各社における算定方法に従って記載することが考えられる。 
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Ⅳ．譲渡制限付株式割当契約書（例1）【役員向け】事前交付・現物出資型の場合 

 

［会社名］（以下「甲」という。）及び［取締役名］（以下「乙」という。）は、乙の甲に対

する金銭報酬債権の給付と引換えに交付される甲の普通株式に関し、令和●年●月●日付で、

以下のとおり、譲渡制限付株式割当契約（以下「本契約」という。）を締結する2。 

 

第 1条（本株式の発行） 

甲は、令和●年●月●日開催の甲の取締役会の決議に基づき、以下の要領で甲の普通株

式●株を発行し、乙はそのうち●株（以下「本株式」といい、本株式の株数を「本株式数」

という。）を引き受ける。 

(1) 募集株式の種類及び数 普通株式●株 

(2) 募集株式の割当方法 特定譲渡制限付株式の割当による。 

(3) 募集株式の払込金額 募集株式 1株につき金●円 

(4) 払込金額の総額 金●円 

(5) 現物出資財産の内容及び価

額  

令和●年●月●日開催の甲の取締役会の決議に基づ

き甲の取締役に付与される甲に対する金銭報酬債権

金●円を出資の目的とする（募集株式 1株につき出資

される金銭報酬債権の額は金●円）。 

(6) 増加する資本金の額 金●円 

(7) 増加する資本準備金の額 金●円 

(8) 払込期日 令和●年●月●日（以下「本払込期日」という。） 

2 乙は、本払込期日において、本株式数に前項第 5号に定める募集株式 1株につき出資さ

れる金銭報酬債権の額を乗じた額の金銭報酬債権を甲に給付する。 

 

 
1 本契約書例は、あくまで譲渡制限付株式割当契約書の一例にすぎず、個別に注を付した箇所以外に
ついても、実務上の創意工夫によって異なる規定の仕方をすることが否定されるものではない。また、

各社が付与する報酬の具体的な内容により規定すべき内容は異なり得るものである。なお、本契約書

例は、個別の事案における適法性を保証するものではなく、本契約書例を参照される場合であっても、

最終的には、各社が自らの責任で契約書の内容を（必要に応じて専門家等と相談の上で）検討する必

要がある点に留意されたい。 
2 本契約書例は、上場会社である甲において、甲の取締役に対して金銭報酬債権の給付と引換えに甲
の普通株式を交付することを前提に、会社と付与対象者である取締役との間の合意によって譲渡制限

を付す場合を基本的に想定している。 
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第 2条（本株式の譲渡制限） 

乙は、本払込期日から令和●年●月●日までの間（以下「本譲渡制限期間」という。）、

本株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない（以下「本譲渡制

限」という。）。 

2 甲は、乙において、本譲渡制限期間（ただし、本譲渡制限期間中に、乙が甲又は甲の子

会社（以下、甲及び甲の子会社を「甲グループ」と総称する。）の取締役、執行役、執行

役員又は使用人のいずれの地位からも正当な理由により退任した場合3又は死亡により退

任した場合には、本払込期日から当該退任までの期間とする。4）中、継続して、甲グル

ープの取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件とし

て、本譲渡制限期間が満了した時点（ただし、乙が正当な理由により退任した場合又は

死亡により退任した場合は当該退任の直後の時点56）をもって、当該時点において乙（た

だし、乙が死亡により退任した場合は乙の相続人）が保有する本株式の全部についての

本譲渡制限を解除する。 

 

第 3条（無償取得事由） 

甲は、本譲渡制限期間が満了した時点において本譲渡制限が解除されていない本株式の

全部について、当該時点の直後の時点をもって、当然にこれを無償で取得する7。 

2 乙が本譲渡制限期間中に次の各号のいずれかに該当した場合、甲は、乙が当該各号に該

 
3 例えば、本譲渡制限期間の中途において、取締役の会社法第 332条の任期が満了した場合に再任さ
れなかった場合などが考えられる。 
4 有価証券届出書を提出せずに、臨時報告書の提出で足りるための要件を満たすには、譲渡制限付株

式を交付する場合の譲渡禁止の期間について、取締役等が交付を受けることとなる日の属する事業年

度経過後 3か月（外国会社にあっては 6か月）を超えるものであることが必要である。（Q9参照）な

お、当該譲渡禁止の期間において、譲渡制限を解除できる旨を定めることは、臨時報告書の提出で足

りるための要件を満たさない場合があることに留意する。 
5 記載例は、退任（死亡含む）により自動的に譲渡制限解除が行われる場合のもの。退任（死亡含む）

後に取締役会決議等により確認的に譲渡制限解除が行われる場合には、「当該退任の直後の時点」に代

えて「当該退任の直後の甲の取締役会において承認した時点」などと定めることが考えられる（その

場合も、本契約書例においては、契約に基づき死亡時点において無償取得事由に該当しない譲渡制限

付株式の数が確定するため（第 3条第 4項）、死亡による退任の取扱いに関しては、Q22-1に記載の

取扱い①のとおりの取扱いになる。）。 
6 本項は、正当な理由による退任の場合又は死亡による退任の場合に、本譲渡制限の解除時期を退任
時又はそれに近接した時期とする旨を規定する例である。このような規定の仕方のほか、正当な理由

による退任の場合には、当初設定した譲渡制限期間の満了時に本譲渡制限を解除する取扱いとするこ

と等も考えられる。 
7 振替株式の場合には、その譲渡の効力は、振替の申請により譲受人の口座における保有欄に当該譲
渡にかかる数の増加の記載・記録がなされることによって生じることとされているため（社債、株式

等の振替に関する法律第 140条）、振替の申請手続が別途必要となる点に留意されたい（なお、本契約
書例第 14条参照）。 
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当した時点をもって、本株式の全部を当然に無償で取得する。 

(1) 乙が禁錮以上の刑に処せられた場合 

(2) 乙について破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立

てがあった場合 

(3) 乙が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租

公課の滞納処分を受けた場合 

(4) 乙が甲グループの取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任

した場合（ただし、(i)退任と同時に上記の地位のいずれかに就任又は再任する場合、

(ii)正当な理由により上記のいずれの地位からも退任した場合、及び(iii)死亡により

退任した場合を除く。） 

3 乙が本譲渡制限期間中に次の各号のいずれかに該当した場合、甲は、乙に対して本株式

を無償で取得する旨を書面で通知することにより、当該通知の到達した時点（第 7条第 2

項の規定により到達したものとみなされる時点を含む。）をもって、本株式の全部を当然

に無償で取得する。 

(1) 乙において、甲グループの事業と競業する業務に従事し、又は競合する法人その他

の団体の役職員に就任したと甲の取締役会が認めた場合（ただし、甲の書面による

事前の承諾を取得した場合を除く。） 

(2) 乙において、法令、甲グループの内部規程又は本契約に重要な点で違反したと甲の

取締役会が認めた場合、その他本株式の全部を甲が無償で取得することが相当であ

ると甲の取締役会が決定した場合 

4 乙が本条第 2 項第 4 号ただし書(ii)又は(iii)の事由に該当する場合には、甲は、乙が退任

した時点をもって、次の第 1 号の数から第 2 号の数を引いた数の本株式を当然に無償で

取得する8。 

(1) 本株式数 

(2) 本払込期日を含む月から乙が本条第 2項第 4号に掲げるいずれの地位からも退任し

た日を含む月までの月数を●9で除した数（以下「在任期間比率」という。）に、本

株式数を乗じた数（ただし、計算の結果 1株未満の端数が生ずる場合には、これを
 

8 本項は、正当な理由による退任の場合又は死亡による退任の場合に、在籍期間に応じて一部の本株
式を無償取得する旨を規定する例である。なお、本項に基づき無償取得されなかった本株式の譲渡制

限の解除時期については第 2条第 2項及び脚注 6参照。 
9 本株式の付与の前提として予定されている付与対象者の役務提供期間の月数。なお、予定されてい
る役務提供期間と譲渡制限を付す期間を一致させる必要はないため、本譲渡制限期間の月数と異なる

月数となることも想定される。 
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切り捨てるものとする。） 

 

第 4条（組織再編等が実施される場合の本株式の取扱い）,10 

甲は、本譲渡制限期間中に次の各号に掲げる事項が甲の株主総会（ただし、第 2号にお

いて甲の株主総会による承認を要さない場合及び第 6号においては、甲の取締役会）で承

認された場合（ただし、次の各号に定める日（以下「組織再編等効力発生日」という。）

が本譲渡制限期間の満了時より前に到来するときに限る。）には、［甲の取締役会の決議に

より、］本払込期日を含む月から当該承認の日（以下「組織再編等承認日」という。）を含

む月までの月数を●11で除した数に、組織再編等承認日において乙が保有する本株式の数

を乗じた数（ただし、計算の結果 1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるも

のとする。）の本株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、こ

れに係る本譲渡制限を解除する。 

(1) 甲が消滅会社となる合併契約  合併の効力発生日 

(2) 甲が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画（甲が、会社分割の効力発生日

において、当該会社分割により交付を受ける分割対価の全部又は一部を甲の株主に

交付する場合に限る。） 会社分割の効力発生日 

(3) 甲が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画  株式交換又は株式移転の

効力発生日 

(4) 株式の併合（当該株式の併合により乙の有する本株式が 1株に満たない端数のみと

なる場合に限る。）  株式の併合の効力発生日 

(5) 甲の普通株式に会社法第 108条第 1項第 7号の全部取得条項を付して行う甲の普通

株式の全部の取得  会社法第 171条第 1項第 3号に規定する取得日 

(6) 甲の普通株式を対象とする株式売渡請求（会社法第 179条第 2項に定める株式売渡

請求を意味する。）  会社法第 179条の 2第 1項第 5号に規定する取得日 

2 前項に規定する場合には、甲は、組織再編等効力発生日の前営業日をもって、同日にお

 
10 組織再編等に関して、組織再編等の承認機関による承認の日を含む月までの在籍期間に応じて、組
織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、本譲渡制限を解除し、その他の本株式は、組織

再編等の効力発生日の前営業日をもって、当然に無償で取得する規定例を記載している。なお、振替

株式の場合には、組織再編等の効力発生日の前営業日に無償取得の効力を生じさせるために事前に振

替の申請手続を行っておく必要があり得る点に留意されたい（脚注 8参照）。また、組織再編等に伴っ
て譲渡制限を解除する本株式の数を決定するに当たって考慮する在籍期間については、組織再編等の

承認機関による承認の日を含む月までではなく、例えば組織再編等の効力発生日を含む月までとする

ことも考えられる。 
11 本株式の付与の前提として想定している役務提供期間の月数。上記注 9参照。 
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いて本譲渡制限が解除されていない本株式の全部を当然に無償で取得する。 

 

第 5条（住所及び国内連絡場所の届出） 

乙は、本譲渡制限期間中に本契約書末尾の署名欄記載の乙の住所から転居する場合には、

甲に対し、甲所定の書面により、転居後の住所（日本国外への転居の場合には、転居後の

住所及び日本国内の連絡場所）を届け出なければならない。 

2 乙が前項による届出を行わない場合、乙から甲に対し届出がされた最後の住所又は日本

国内の連絡場所（乙から当該届出がされたことがない場合には、本契約書末尾記載の署

名欄記載の乙の住所）をもって、乙の住所又は日本国内の連絡場所とみなす。  

 

第 6条（乙の死亡の場合の届出） 

本譲渡制限期間中に乙が死亡した場合には、死亡後●か月以内に、乙の相続人は、甲に

対し、甲所定の書面により、本株式の権利承継者（複数存在する場合にはその代表者）の

氏名及び住所（住所が日本国外の住所である場合には、住所及び日本国内の連絡場所）を

届け出なければならない。 

2 乙の相続人が前項による届出を行わない場合、乙から甲に対し第 5条第 1項による届出

がされた最後の住所又は日本国内の連絡場所（乙から当該届出がされたことがない場合

には、本契約書末尾記載の署名欄記載の乙の住所）をもって、乙の相続人の住所又は日

本国内の連絡場所とみなす。  

 

第 7条（意思表示及び通知の方法） 

甲は、乙に対する意思表示及び通知を、甲所定の方法により行うものとする。 

2 前項の通知は、乙の住所又は日本国内の連絡場所に、通常到達すべき時期に到達したも

のとみなす。 

 

第 8条（個人情報の取扱い） 

甲は、乙より取得した乙の個人情報を、会社法に規定する株主名簿の作成・管理、乙に

対する各種報告書類の作成その他本契約の履行のために必要な手続を行うために、使用す

ることができる。また、乙は、甲がこれらの業務を証券会社及び株主名簿管理人（以下「委

託業者」という。）に委託するために、甲が保有している乙の個人情報を委託業者に提供

すること、及び委託業者が当該情報を使用することに同意する。 
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第 9条（細則制定権） 

甲は、本契約の実施に関する細目を規定するため、「譲渡制限付株式割当契約に関する

細則」（以下「細則」という。）を制定し、これを改廃することができ、乙は、これに従う

ものとする。 

2 甲は、前項により細則を制定し、又はこれを改廃した場合、速やかにこれを乙に対して通知

しなければならない。 

3 第 7 条の規定にかかわらず、前項の通知は、甲が、社内ホームページに連絡文書を発信

し、所要事項を掲載してこれを行うことができる。 

 

第 10条（契約の改定） 

本契約の条項が会社法、金融商品取引法、その他の国内外の適用法令の規定に適合しな

いことが判明し、又は本契約締結後の改正により適合しなくなることが見込まれる場合若

しくは適合しなくなった場合、甲は、乙に通知をすることにより、所要の条項を改廃する

ことができる。 

2 前項の場合のほか、甲は必要と認めるときに、乙に対して本契約の改定を提案すること

ができる。 

3 乙において、前項の提案を受けた後 2週間以内に、甲に対して相当の理由を付した書面に

よる異議を申し出ない場合には、本契約は、甲の提案に従って変更されたものとみなされ

る。 

4 本条第 1項から第 3項までの定めによるほか、甲と乙との間の合意により、本契約の内

容を変更することができる。この場合には、甲と乙との間で本契約の変更契約書を締結

することを要するものとする。 

 

第 11条（関連法令の遵守） 

乙は、本株式の保有及び売却に関し、会社法、金融商品取引法その他の適用法令及び甲

グループの内部規程を遵守しなければならないものとする。 

 

第 12条（税務処理） 

乙は、本株式の発行、本株式の本譲渡制限の解除及び本株式の売却の結果、課せられる

所得税その他一切の租税公課を自らの負担において納付する。 
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2 前項の手続において、甲が源泉徴収義務を負う場合には、乙は、甲の請求に基づき、甲

の指定する日までに、甲の指定する銀行口座に源泉徴収税額相当額を振り込むものとす

る。 

 

第 13条（株式の分割・株式の併合等がされた場合の取扱い） 

甲が本譲渡制限期間中に甲の普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てを行った

場合等、乙が、本譲渡制限期間中に、本株式を有していることを理由として甲の株式を無

償で取得した場合には、当該株式についても本契約の定めを適用する。甲が本譲渡制限期

間中に、甲の普通株式について株式の併合を行った場合の併合後の株式についても同様と

する。これらの場合において、本契約の定めは、甲の判断により、合理的に読み替えて適

用するものとする。 

 

第 14条（本株式の無償取得の場合等の取扱い） 

 本契約の定めに基づき甲が本株式の全部又は一部を当然に無償で取得する場合に、社債、

株式等の振替に関する法律の定めに基づき行う振替手続等、本契約の定めに従い法令又は

規則上必要となる手続については、甲が、その判断で、乙を代理して乙の名においてこれ

を行うことができるものとし、乙はこれに異議を述べないものとする。 

 

第 15条（規定外事項の処理） 

本契約及び細則に規定のない事項の処理に関しては、甲と乙が誠意をもって協議を行い、

乙が協議に応じない場合及び協議を尽くしてもなお合意が成立しない場合は、甲が合理的

に決するところによる。 

 

第 16条（準拠法） 

本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈される。 

 

第 17条（管轄裁判所） 

甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争につき、東京地方裁判所を第一審の専属的合意

管轄裁判所とすることを合意する。 

 

（以下余白） 
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以上、本契約締結の証として本契約書 2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各 1通を保有

する。 

 

令和●年●月●日 

 

甲  ●●［会社名］ 

      

 

乙  ●●［取締役名］ 
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Ⅳ．譲渡制限付株式割当契約書（例1）【役員向け】事前交付・無償発行型の場合 

 

［会社名］（以下「甲」という。）及び［取締役名］（以下「乙」という。）は、乙に交付され

る甲の普通株式に関し、令和●年●月●日付で、以下のとおり、譲渡制限付株式割当契約（以

下「本契約」という。）を締結する2。 

 

第 1条（本株式の発行） 

甲は、令和●年●月●日開催の甲の取締役会の決議に基づき、以下の要領で甲の普通株式

●株を発行し、乙はそのうち●株（以下「本株式」といい、本株式の株数を「本株式数」と

いう。）を引き受ける。 

(1) 募集株式の種類及び数 普通株式●株 

(2) 募集株式の割当方法 特定譲渡制限付株式の割当による。 

(3) 募集株式の払込金額 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は現物出資

財産の給付を要しない。 

(4) 増加する資本金の額 募集株式の発行により増加する資本金の額は、会社

計算規則の規定に従って算出される資本金等増加限

度額の 2 分の 1 の金額（計算の結果 1 円未満の端数

が生じる場合は、その端数を切り上げた額）とする。 

(5) 増加する資本準備金の額 増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限

度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 

(6) 割当日 令和●年●月●日（以下「本割当日」という。） 

 

第 2条（本株式の譲渡制限） 

乙は、本割当日から令和●年●月●日までの間（以下「本譲渡制限期間」という。）、本株

 
1 本契約書例は、あくまで譲渡制限付株式割当契約書の一例にすぎず、個別に注を付した箇所以外につ
いても、実務上の創意工夫によって異なる規定の仕方をすることが否定されるものではない。また、

各社が付与する報酬の具体的な内容により規定すべき内容は異なり得るものである。なお、本契約書

例は、個別の事案における適法性を保証するものではなく、本契約書例を参照される場合であって

も、最終的には、各社が自らの責任で契約書の内容を（必要に応じて専門家等と相談の上で）検討す

る必要がある点に留意されたい。 
2 本契約書例は、上場会社である甲において、甲の取締役に対して無償発行により甲の普通株式を交付
することを前提に、会社と付与対象者である取締役との間の合意によって譲渡制限を付す場合を基本

的に想定している。 
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式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない（以下「本譲渡制限」と

いう。）。 

2 甲は、乙において、本譲渡制限期間（ただし、本譲渡制限期間中に、乙が甲又は甲の子会

社（以下、甲及び甲の子会社を「甲グループ」と総称する。）の取締役、執行役、執行役員

又は使用人のいずれの地位からも正当な理由により退任した場合3又は死亡により退任した

場合には、本割当日から当該退任までの期間とする。4）中、継続して、甲グループの取締

役、執行役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本譲渡制限

期間が満了した時点（ただし、乙が正当な理由により退任した場合又は死亡により退任し

た場合は当該退任の直後の時点56）をもって、当該時点において乙（ただし、乙が死亡によ

り退任した場合は乙の相続人）が保有する本株式の全部についての本譲渡制限を解除する。 

 

第 3条（無償取得事由） 

甲は、本譲渡制限期間が満了した時点において本譲渡制限が解除されていない本株式の

全部について、当該時点の直後の時点をもって、当然にこれを無償で取得する7。 

2 乙が本譲渡制限期間中に次の各号のいずれかに該当した場合、甲は、乙が当該各号に該当

した時点をもって、本株式の全部を当然に無償で取得する。 

(1) 乙が禁錮以上の刑に処せられた場合 

(2) 乙について破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立て

 
3 例えば、本譲渡制限期間の中途において、取締役の会社法第 332条の任期が満了した場合に再任され
なかった場合などが考えられる。 
4 有価証券届出書を提出せずに、臨時報告書の提出で足りるための要件を満たすには、譲渡制限付株式

を交付する場合の譲渡禁止の期間について、取締役等が交付を受けることとなる日の属する事業年度経

過後 3か月（外国会社にあっては 6か月）を超えるものであることが必要である。（Q9参照）なお、当

該譲渡禁止の期間において、譲渡制限を解除できる旨を定めることは、臨時報告書の提出で足りるため

の要件を満たさない場合があることに留意する。 
5 記載例は、退任（死亡含む）により自動的に譲渡制限解除が行われる場合のもの。退任（死亡含む）

後に取締役会決議等により確認的に譲渡制限解除が行われる場合には、「当該退任の直後の時点」に代

えて「当該退任の直後の甲の取締役会において承認した時点」などと定めることが考えられる（その

場合も、本契約書例においては、契約に基づき死亡時点において無償取得事由に該当しない譲渡制限

付株式の数が確定するため（第 3条第 4項）、死亡による退任の取扱いに関しては、Q22-1に記載の取

扱い①のとおりの取扱いになる。）。 
6 本項は、正当な理由による退任の場合又は死亡による退任の場合に、本譲渡制限の解除時期を退任時
又はそれに近接した時期とする旨を規定する例である。このような規定の仕方のほか、正当な理由に

よる退任の場合には、当初設定した譲渡制限期間の満了時に本譲渡制限を解除する取扱いとすること

等も考えられる。 
7 振替株式の場合には、その譲渡の効力は、振替の申請により譲受人の口座における保有欄に当該譲渡
にかかる数の増加の記載・記録がなされることによって生じることとされているため（社債、株式等

の振替に関する法律第 140条）、振替の申請手続が別途必要となる点に留意されたい（なお、本契約書
例第 14条参照）。 
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があった場合 

(3) 乙が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公

課の滞納処分を受けた場合 

(4) 乙が甲グループの取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任し

た場合（ただし、(i)退任と同時に上記の地位のいずれかに就任又は再任する場合、(ii)

正当な理由により上記のいずれの地位からも退任した場合、及び(iii)死亡により退任

した場合を除く。） 

3 乙が本譲渡制限期間中に次の各号のいずれかに該当した場合、甲は、乙に対して本株式を

無償で取得する旨を書面で通知することにより、当該通知の到達した時点（第 7 条第 2 項

の規定により到達したものとみなされる時点を含む。）をもって、本株式の全部を当然に無

償で取得する。 

(1) 乙において、甲グループの事業と競業する業務に従事し、又は競合する法人その他の

団体の役職員に就任したと甲の取締役会が認めた場合（ただし、甲の書面による事前

の承諾を取得した場合を除く。） 

(2) 乙において、法令、甲グループの内部規程又は本契約に重要な点で違反したと甲の取

締役会が認めた場合、その他本株式の全部を甲が無償で取得することが相当であると

甲の取締役会が決定した場合 

4 乙が本条第 2 項第 4 号ただし書(ii)又は(iii)の事由に該当する場合には、甲は、乙が退任し

た時点をもって、次の第 1 号の数から第 2 号の数を引いた数の本株式を当然に無償で取得

する8。 

(1) 本株式数 

(2) 本割当日を含む月から乙が本条第 2項第 4号に掲げるいずれの地位からも退任した日

を含む月までの月数を●9で除した数（以下「在任期間比率」という。）に、本株式数

を乗じた数（ただし、計算の結果 1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨て

るものとする。） 

 

 
8 本項は、正当な理由による退任の場合又は死亡による退任の場合に、在籍期間に応じて一部の本株式
を無償取得する旨を規定する例である。なお、本項に基づき無償取得されなかった本株式の譲渡制限の

解除時期については第 2条第 2項及び脚注 6参照。 
9 本株式の付与の前提として予定されている付与対象者の役務提供期間の月数。なお、予定されている
役務提供期間と譲渡制限を付す期間を一致させる必要はないため、本譲渡制限期間の月数と異なる月

数となることも想定される。 
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第 4条（組織再編等が実施される場合の本株式の取扱い）,10 

甲は、本譲渡制限期間中に次の各号に掲げる事項が甲の株主総会（ただし、第 2号におい

て甲の株主総会による承認を要さない場合及び第 6号においては、甲の取締役会）で承認さ

れた場合（ただし、次の各号に定める日（以下「組織再編等効力発生日」という。）が本譲

渡制限期間の満了時より前に到来するときに限る。）には、［甲の取締役会の決議により、］

本割当日を含む月から当該承認の日（以下「組織再編等承認日」という。）を含む月までの

月数を●11で除した数に、組織再編等承認日において乙が保有する本株式の数を乗じた数

（ただし、計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。）

の本株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡

制限を解除する。 

(1) 甲が消滅会社となる合併契約  合併の効力発生日 

(2) 甲が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画（甲が、会社分割の効力発生日に

おいて、当該会社分割により交付を受ける分割対価の全部又は一部を甲の株主に交付

する場合に限る。） 会社分割の効力発生日 

(3) 甲が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画  株式交換又は株式移転の

効力発生日 

(4) 株式の併合（当該株式の併合により乙の有する本株式が 1株に満たない端数のみとな

る場合に限る。）  株式の併合の効力発生日 

(5) 甲の普通株式に会社法第 108条第 1項第 7号の全部取得条項を付して行う甲の普通株

式の全部の取得  会社法第 171条第 1項第 3号に規定する取得日 

(6) 甲の普通株式を対象とする株式売渡請求（会社法第 179条第 2項に定める株式売渡請

求を意味する。）  会社法第 179条の 2第 1項第 5号に規定する取得日 

2 前項に規定する場合には、甲は、組織再編等効力発生日の前営業日をもって、同日におい

て本譲渡制限が解除されていない本株式の全部を当然に無償で取得する。 

 

 
10 組織再編等に関して、組織再編等の承認機関による承認の日を含む月までの在籍期間に応じて、組
織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、本譲渡制限を解除し、その他の本株式は、組織

再編等の効力発生日の前営業日をもって、当然に無償で取得する規定例を記載している。なお、振替

株式の場合には、組織再編等の効力発生日の前営業日に無償取得の効力を生じさせるために事前に振

替の申請手続を行っておく必要があり得る点に留意されたい（脚注 8参照）。また、組織再編等に伴っ
て譲渡制限を解除する本株式の数を決定するに当たって考慮する在籍期間については、組織再編等の

承認機関による承認の日を含む月までではなく、例えば組織再編等の効力発生日を含む月までとする

ことも考えられる。 
11 本株式の付与の前提として想定している役務提供期間の月数。上記注 9参照。 
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第 5条（住所及び国内連絡場所の届出） 

乙は、本譲渡制限期間中に本契約書末尾の署名欄記載の乙の住所から転居する場合には、

甲に対し、甲所定の書面により、転居後の住所（日本国外への転居の場合には、転居後の住

所及び日本国内の連絡場所）を届け出なければならない。 

2 乙が前項による届出を行わない場合、乙から甲に対し届出がされた最後の住所又は日本国

内の連絡場所（乙から当該届出がされたことがない場合には、本契約書末尾記載の署名欄

記載の乙の住所）をもって、乙の住所又は日本国内の連絡場所とみなす。  

 

第 6条（乙の死亡の場合の届出） 

本譲渡制限期間中に乙が死亡した場合には、死亡後●か月以内に、乙の相続人は、甲に対

し、甲所定の書面により、本株式の権利承継者（複数存在する場合にはその代表者）の氏名

及び住所（住所が日本国外の住所である場合には、住所及び日本国内の連絡場所）を届け出

なければならない。 

2 乙の相続人が前項による届出を行わない場合、乙から甲に対し第 5条第 1項による届出が

された最後の住所又は日本国内の連絡場所（乙から当該届出がされたことがない場合には、

本契約書末尾記載の署名欄記載の乙の住所）をもって、乙の相続人の住所又は日本国内の

連絡場所とみなす。  

 

第 7条（意思表示及び通知の方法） 

甲は、乙に対する意思表示及び通知を、甲所定の方法により行うものとする。 

2 前項の通知は、乙の住所又は日本国内の連絡場所に、通常到達すべき時期に到達したもの

とみなす。 

 

第 8条（個人情報の取扱い） 

甲は、乙より取得した乙の個人情報を、会社法に規定する株主名簿の作成・管理、乙に対

する各種報告書類の作成その他本契約の履行のために必要な手続を行うために、使用する

ことができる。また、乙は、甲がこれらの業務を証券会社及び株主名簿管理人（以下「委託

業者」という。）に委託するために、甲が保有している乙の個人情報を委託業者に提供する

こと、及び委託業者が当該情報を使用することに同意する。 

 

第 9条（細則制定権） 
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甲は、本契約の実施に関する細目を規定するため、「譲渡制限付株式割当契約に関する細

則」（以下「細則」という。）を制定し、これを改廃することができ、乙は、これに従うもの

とする。 

2 甲は、前項により細則を制定し、又はこれを改廃した場合、速やかにこれを乙に対して通知し

なければならない。 

3 第 7条の規定にかかわらず、前項の通知は、甲が、社内ホームページに連絡文書を発信し、

所要事項を掲載してこれを行うことができる。 

 

第 10条（契約の改定） 

本契約の条項が会社法、金融商品取引法、その他の国内外の適用法令の規定に適合しない

ことが判明し、又は本契約締結後の改正により適合しなくなることが見込まれる場合若し

くは適合しなくなった場合、甲は、乙に通知をすることにより、所要の条項を改廃すること

ができる。 

2 前項の場合のほか、甲は必要と認めるときに、乙に対して本契約の改定を提案することが

できる。 

3 乙において、前項の提案を受けた後 2週間以内に、甲に対して相当の理由を付した書面によ

る異議を申し出ない場合には、本契約は、甲の提案に従って変更されたものとみなされる。 

4 本条第 1項から第 3項までの定めによるほか、甲と乙との間の合意により、本契約の内容

を変更することができる。この場合には、甲と乙との間で本契約の変更契約書を締結する

ことを要するものとする。 

 

第 11条（関連法令の遵守） 

乙は、本株式の保有及び売却に関し、会社法、金融商品取引法その他の適用法令及び甲グ

ループの内部規程を遵守しなければならないものとする。 

 

第 12条（税務処理） 

乙は、本株式の発行、本株式の本譲渡制限の解除及び本株式の売却の結果、課せられる所

得税その他一切の租税公課を自らの負担において納付する。 

2 前項の手続において、甲が源泉徴収義務を負う場合には、乙は、甲の請求に基づき、甲の

指定する日までに、甲の指定する銀行口座に源泉徴収税額相当額を振り込むものとする。 

 



 
 

137 
 

第 13条（株式の分割・株式の併合等がされた場合の取扱い） 

甲が本譲渡制限期間中に甲の普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てを行った場

合等、乙が、本譲渡制限期間中に、本株式を有していることを理由として甲の株式を無償で

取得した場合には、当該株式についても本契約の定めを適用する。甲が本譲渡制限期間中に、

甲の普通株式について株式の併合を行った場合の併合後の株式についても同様とする。これ

らの場合において、本契約の定めは、甲の判断により、合理的に読み替えて適用するものと

する。 

 

第 14条（本株式の無償取得の場合等の取扱い） 

 本契約の定めに基づき甲が本株式の全部又は一部を当然に無償で取得する場合に、社債、

株式等の振替に関する法律の定めに基づき行う振替手続等、本契約の定めに従い法令又は

規則上必要となる手続については、甲が、その判断で、乙を代理して乙の名においてこれを

行うことができるものとし、乙はこれに異議を述べないものとする。 

 

第 15条（規定外事項の処理） 

本契約及び細則に規定のない事項の処理に関しては、甲と乙が誠意をもって協議を行い、

乙が協議に応じない場合及び協議を尽くしてもなお合意が成立しない場合は、甲が合理的

に決するところによる。 

 

第 16条（準拠法） 

本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈される。 

 

第 17条（管轄裁判所） 

甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争につき、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管

轄裁判所とすることを合意する。 

 

（以下余白） 
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以上、本契約締結の証として本契約書 2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各 1通を保有す

る。 

 

令和●年●月●日 

 

甲  ●●［会社名］ 

      

 

乙  ●●［取締役名］ 
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Ⅳ．譲渡制限付株式割当契約書（例1）【従業員向け】事前交付・現物出資型の場合 

 

［会社名］（以下「甲」という。）及び［従業員名］（以下「乙」という。）は、乙の甲に対す

る金銭報酬債権の給付と引換えに交付される甲の普通株式に関し、令和●年●月●日付で、以

下のとおり、譲渡制限付株式割当契約（以下「本契約」という。）を締結する2。 

 

第 1条（本株式の発行） 

甲は、令和●年●月●日開催の甲の取締役会の決議に基づき、以下の要領で甲の普通株式

●株を発行し、乙はそのうち●株（以下「本株式」といい、本株式の株数を「本株式数」と

いう。）を引き受ける。 

(1) 募集株式の種類及び数 普通株式●株 

(2) 募集株式の割当方法 特定譲渡制限付株式の割当による。 

(3) 募集株式の払込金額 募集株式 1株につき金●円 

(4) 払込金額の総額 金●円 

(5) 現物出資財産の内容及び価

額  

令和●年●月●日開催の甲の取締役会の決議に基づ

き甲の使用人に付与される甲に対する金銭報酬債権

金●円を出資の目的とする（募集株式 1 株につき出

資される金銭報酬債権の額は金●円）。 

(6) 増加する資本金の額 金●円 

(7) 増加する資本準備金の額 金●円 

(8) 払込期日 令和●年●月●日（以下「本払込期日」という。） 

2 乙は、本払込期日において、本株式数に前項第 5号に定める募集株式 1株につき出資され

る金銭報酬債権の額を乗じた額の金銭報酬債権を甲に給付する。 

 

 
1 本契約書例は、あくまで譲渡制限付株式割当契約書の一例にすぎず、個別に注を付した箇所以外につ
いても、実務上の創意工夫によって異なる規定の仕方をすることが否定されるものではない。また、

各社が付与する報酬の具体的な内容により規定すべき内容は異なり得るものである。なお、本契約書

例は、個別の事案における適法性を保証するものではなく、本契約書例を参照される場合であって

も、最終的には、各社が自らの責任で契約書の内容を（必要に応じて専門家等と相談の上で）検討す

る必要がある点に留意されたい。 
2 本契約書例は、上場会社である甲において、甲の従業員に対して金銭報酬債権の給付と引換えに甲の
普通株式を交付することを前提に、会社と付与対象者である従業員との間の合意によって譲渡制限を

付す場合を基本的に想定している。 
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第 2条（本株式の譲渡制限） 

乙は、本払込期日から令和●年●月●日までの間（以下「本譲渡制限期間」という。）、本

株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない（以下「本譲渡制限」

という。）。 

2 甲は、乙において、本譲渡制限期間（ただし、本譲渡制限期間中に、乙が甲又は甲の子会

社（以下、甲及び甲の子会社を「甲グループ」と総称する。）の使用人の地位から正当な理

由により退職した場合3又は死亡により退職した場合には、本払込期日から当該退職までの

期間とする。4）中、継続して、甲グループの使用人の地位にあったことを条件として、本

譲渡制限期間が満了した時点（ただし、乙が正当な理由により退職した場合又は死亡によ

り退職した場合は当該退職の直後の時点56）をもって、当該時点において乙（ただし、乙が

死亡により退職した場合は乙の相続人）が保有する本株式の全部についての本譲渡制限を

解除する7。 

 

第 3条（無償取得事由） 

甲は、本譲渡制限期間が満了した時点において本譲渡制限が解除されていない本株式の

全部について、当該時点の直後の時点をもって、当然にこれを無償で取得する8。 

 
3 例えば、本譲渡制限期間の中途において、従業員が定年退職した場合や取締役に新たに就任した場
合、自己都合でない退職などが考えられる。 
4 有価証券届出書を提出せずに、臨時報告書の提出で足りるための要件を満たすには、譲渡制限付株式

を交付する場合の譲渡禁止の期間について、取締役等が交付を受けることとなる日の属する事業年度経

過後 3か月（外国会社にあっては 6か月）を超えるものであることが必要である。（Q9参照）なお、当

該譲渡禁止の期間において、譲渡制限を解除できる旨を定めることは、臨時報告書の提出で足りるため

の要件を満たさない場合があることに留意する。 
5 記載例は、退職（死亡含む）により自動的に譲渡制限解除が行われる場合のもの。退職（死亡含む）

後に取締役会決議等により確認的に譲渡制限解除が行われる場合には、「当該退職の直後の時点」に代

えて「当該退職の直後の甲の取締役会において承認した時点」などと定めることが考えられる（その

場合も、本契約書例においては、契約に基づき死亡時点において無償取得事由に該当しない譲渡制限

付株式の数が確定するため（第 3条第 4項）、死亡による退職の取扱いに関しては、Q22-1に記載の取

扱い①のとおりの取扱いになる。）。 
6 本項は、正当な理由による退職の場合又は死亡による退職の場合に、本譲渡制限の解除時期を退職時
又はそれに近接した時期とする旨を規定する例である。このような規定の仕方のほか、正当な理由に

よる退職の場合には、当初設定した譲渡制限期間の満了時に本譲渡制限を解除する取扱いとすること

等も考えられる。 
7 従業員が取締役・執行役・監査役に昇格し、使用人としての地位を失った場合には、正当な理由によ

る退職に該当することを前提に、その時点で勤務期間に応じた譲渡制限解除・一部無償取得が生じ、

従業員として交付された譲渡制限付株式は一旦全て精算される（役員になった後の勤務期間に対応す

る分は、役員報酬規制の下で改めて付与する）ことを想定。なお、従業員が子会社の取締役に転籍し

た場合についても同様。 
8 振替株式の場合には、その譲渡の効力は、振替の申請により譲受人の口座における保有欄に当該譲渡
にかかる数の増加の記載・記録がなされることによって生じることとされているため（社債、株式等

の振替に関する法律第 140条）、振替の申請手続が別途必要となる点に留意されたい（なお、本契約書
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2 乙が本譲渡制限期間中に次の各号のいずれかに該当した場合、甲は、乙が当該各号に該当

した時点をもって、本株式の全部を当然に無償で取得する。 

(1) 乙が禁錮以上の刑に処せられた場合 

(2) 乙について破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立て

があった場合 

(3) 乙が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公

課の滞納処分を受けた場合 

(4) 乙が甲グループの使用人の地位を退職した場合（ただし、(i)退職と同時に甲グループ

の使用人の地位に就任する場合、(ii)正当な理由により甲グループの使用人の地位を退

職した場合、及び(iii)死亡により退職した場合を除く。） 

3 乙が本譲渡制限期間中に次の各号のいずれかに該当した場合、甲は、乙に対して本株式を

無償で取得する旨を書面で通知することにより、当該通知の到達した時点（第 7 条第 2 項

の規定により到達したものとみなされる時点を含む。）をもって、本株式の全部を当然に無

償で取得する。 

(1) 乙において、甲グループの事業と競業する業務に従事し、又は競合する法人その他の

団体の役職員に就任したと甲の取締役会が認めた場合（ただし、甲の書面による事前

の承諾を取得した場合を除く。） 

(2) 乙において、法令、甲グループの内部規程又は本契約に重要な点で違反したと甲の取

締役会が認めた場合、その他本株式の全部を甲が無償で取得することが相当であると

甲の取締役会が決定した場合 

4 乙が本条第 2 項第 4 号ただし書(ii)又は(iii)の事由に該当する場合には、甲は、乙が退職し

た時点をもって、次の第 1 号の数から第 2 号の数を引いた数の本株式を当然に無償で取得

する9。 

(1) 本株式数 

(2) 本払込期日を含む月から乙が本条第 2項第 4号に掲げる地位から退職した日を含む月

までの月数を●10で除した数（以下「在職期間比率」という。）に、本株式数を乗じた

 

例第 14条参照）。 
9 本項は、正当な理由による退職の場合又は死亡による退職の場合に、在籍期間に応じて一部の本株式
を無償取得する旨を規定する例である。なお、本項に基づき無償取得されなかった本株式の譲渡制限の

解除時期については第 2条第 2項及び脚注 6参照。 
10 本株式の付与の前提として予定されている付与対象者の役務提供期間の月数。なお、予定されてい
る役務提供期間と譲渡制限を付す期間を一致させる必要はないため、本譲渡制限期間の月数と異なる

月数となることも想定される。 
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数（ただし、計算の結果 1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものと

する。） 

 

第 4条（組織再編等が実施される場合の本株式の取扱い）,11 

甲は、本譲渡制限期間中に次の各号に掲げる事項が甲の株主総会（ただし、第 2号におい

て甲の株主総会による承認を要さない場合及び第 6号においては、甲の取締役会）で承認さ

れた場合（ただし、次の各号に定める日（以下「組織再編等効力発生日」という。）が本譲

渡制限期間の満了時より前に到来するときに限る。）には、［甲の取締役会の決議により、］

本払込期日を含む月から当該承認の日（以下「組織再編等承認日」という。）を含む月まで

の月数を●12で除した数に、組織再編等承認日において乙が保有する本株式の数を乗じた数

（ただし、計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。）

の本株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡

制限を解除する。 

(1) 甲が消滅会社となる合併契約  合併の効力発生日 

(2) 甲が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画（甲が、会社分割の効力発生日に

おいて、当該会社分割により交付を受ける分割対価の全部又は一部を甲の株主に交付

する場合に限る。） 会社分割の効力発生日 

(3) 甲が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画  株式交換又は株式移転の

効力発生日 

(4) 株式の併合（当該株式の併合により乙の有する本株式が 1株に満たない端数のみとな

る場合に限る。）  株式の併合の効力発生日 

(5) 甲の普通株式に会社法第 108条第 1項第 7号の全部取得条項を付して行う甲の普通株

式の全部の取得  会社法第 171条第 1項第 3号に規定する取得日 

(6) 甲の普通株式を対象とする株式売渡請求（会社法第 179条第 2項に定める株式売渡請

求を意味する。）  会社法第 179条の 2第 1項第 5号に規定する取得日 

 
11 組織再編等に関して、組織再編等の承認機関による承認の日を含む月までの在籍期間に応じて、組
織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、本譲渡制限を解除し、その他の本株式は、組織

再編等の効力発生日の前営業日をもって、当然に無償で取得する規定例を記載している。なお、振替

株式の場合には、組織再編等の効力発生日の前営業日に無償取得の効力を生じさせるために事前に振

替の申請手続を行っておく必要があり得る点に留意されたい（脚注 8参照）。また、組織再編等に伴っ
て譲渡制限を解除する本株式の数を決定するに当たって考慮する在籍期間については、組織再編等の

承認機関による承認の日を含む月までではなく、例えば組織再編等の効力発生日を含む月までとする

ことも考えられる。 
12 本株式の付与の前提として想定している役務提供期間の月数。上記注 9参照。 
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2 前項に規定する場合には、甲は、組織再編等効力発生日の前営業日をもって、同日におい

て本譲渡制限が解除されていない本株式の全部を当然に無償で取得する。 

 

第 5条（住所及び国内連絡場所の届出） 

乙は、本譲渡制限期間中に本契約書末尾の署名欄記載の乙の住所から転居する場合には、

甲に対し、甲所定の書面により、転居後の住所（日本国外への転居の場合には、転居後の住

所及び日本国内の連絡場所）を届け出なければならない。 

2 乙が前項による届出を行わない場合、乙から甲に対し届出がされた最後の住所又は日本国

内の連絡場所（乙から当該届出がされたことがない場合には、本契約書末尾記載の署名欄

記載の乙の住所）をもって、乙の住所又は日本国内の連絡場所とみなす。  

 

第 6条（乙の死亡の場合の届出） 

本譲渡制限期間中に乙が死亡した場合には、死亡後●か月以内に、乙の相続人は、甲に対

し、甲所定の書面により、本株式の権利承継者（複数存在する場合にはその代表者）の氏名

及び住所（住所が日本国外の住所である場合には、住所及び日本国内の連絡場所）を届け出

なければならない。 

2 乙の相続人が前項による届出を行わない場合、乙から甲に対し第 5条第 1項による届出が

された最後の住所又は日本国内の連絡場所（乙から当該届出がされたことがない場合には、

本契約書末尾記載の署名欄記載の乙の住所）をもって、乙の相続人の住所又は日本国内の

連絡場所とみなす。  

 

第 7条（意思表示及び通知の方法） 

甲は、乙に対する意思表示及び通知を、甲所定の方法により行うものとする。 

2 前項の通知は、乙の住所又は日本国内の連絡場所に、通常到達すべき時期に到達したもの

とみなす。 

 

第 8条（個人情報の取扱い） 

甲は、乙より取得した乙の個人情報を、会社法に規定する株主名簿の作成・管理、乙に対

する各種報告書類の作成その他本契約の履行のために必要な手続を行うために、使用する

ことができる。また、乙は、甲がこれらの業務を証券会社及び株主名簿管理人（以下「委託

業者」という。）に委託するために、甲が保有している乙の個人情報を委託業者に提供する
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こと、及び委託業者が当該情報を使用することに同意する。 

 

第 9条（細則制定権） 

甲は、本契約の実施に関する細目を規定するため、「譲渡制限付株式割当契約に関する細

則」（以下「細則」という。）を制定し、これを改廃することができ、乙は、これに従うもの

とする。 

2 甲は、前項により細則を制定し、又はこれを改廃した場合、速やかにこれを乙に対して通知し

なければならない。 

3 第 7条の規定にかかわらず、前項の通知は、甲が、社内ホームページに連絡文書を発信し、

所要事項を掲載してこれを行うことができる。 

 

第 10条（契約の改定） 

本契約の条項が会社法、金融商品取引法、その他の国内外の適用法令の規定に適合しない

ことが判明し、又は本契約締結後の改正により適合しなくなることが見込まれる場合若し

くは適合しなくなった場合、甲は、乙に通知をすることにより、所要の条項を改廃すること

ができる。 

2 前項の場合のほか、甲は必要と認めるときに、乙に対して本契約の改定を提案することが

できる。 

3 乙において、前項の提案を受けた後 2週間以内に、甲に対して相当の理由を付した書面によ

る異議を申し出ない場合には、本契約は、甲の提案に従って変更されたものとみなされる。 

4 本条第 1項から第 3項までの定めによるほか、甲と乙との間の合意により、本契約の内容

を変更することができる。この場合には、甲と乙との間で本契約の変更契約書を締結する

ことを要するものとする。 

 

第 11条（関連法令の遵守） 

乙は、本株式の保有及び売却に関し、会社法、金融商品取引法その他の適用法令及び甲グ

ループの内部規程を遵守しなければならないものとする。 

 

第 12条（税務処理） 

乙は、本株式の発行、本株式の本譲渡制限の解除及び本株式の売却の結果、課せられる所

得税その他一切の租税公課を自らの負担において納付する。 
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2 前項の手続において、甲が源泉徴収義務を負う場合には、乙は、甲の請求に基づき、甲の

指定する日までに、甲の指定する銀行口座に源泉徴収税額相当額を振り込むものとする。 

 

第 13条（株式の分割・株式の併合等がされた場合の取扱い） 

甲が本譲渡制限期間中に甲の普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てを行った場

合等、乙が、本譲渡制限期間中に、本株式を有していることを理由として甲の株式を無償で

取得した場合には、当該株式についても本契約の定めを適用する。甲が本譲渡制限期間中に、

甲の普通株式について株式の併合を行った場合の併合後の株式についても同様とする。これ

らの場合において、本契約の定めは、甲の判断により、合理的に読み替えて適用するものと

する。 

 

第 14条（本株式の無償取得の場合等の取扱い） 

 本契約の定めに基づき甲が本株式の全部又は一部を当然に無償で取得する場合に、社債、

株式等の振替に関する法律の定めに基づき行う振替手続等、本契約の定めに従い法令又は

規則上必要となる手続については、甲が、その判断で、乙を代理して乙の名においてこれを

行うことができるものとし、乙はこれに異議を述べないものとする。 

 

第 15条（規定外事項の処理） 

本契約及び細則に規定のない事項の処理に関しては、甲と乙が誠意をもって協議を行い、

乙が協議に応じない場合及び協議を尽くしてもなお合意が成立しない場合は、甲が合理的

に決するところによる。 

 

第 16条（準拠法） 

本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈される。 

 

第 17条（管轄裁判所） 

甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争につき、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管

轄裁判所とすることを合意する。 

 

（以下余白） 
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以上、本契約締結の証として本契約書 2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各 1通を保有す

る。 

 

令和●年●月●日 

 

甲  ●●［会社名］ 

      

 

乙  ●●［従業員名］ 
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Ⅴ.株式報酬規程（例1） －１．【役員向け】事後交付・現物出資型－ 

 
 

第1条（目的） 

 本規程は、事後交付による株式報酬制度を導入し、当社の取締役2に対して、当社の中長期

の業績目標の達成度や勤務期間に応じて、当社の普通株式（以下「当社株式」という。）等

の交付を行うことにより、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを

与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的とする。 

 

第2条（対象者） 

 本規程の適用対象者は、第3条に定める対象期間中に当社の取締役である者（以下「対象

者」という。）とする。 

 

第3条（対象期間） 

1 取締役の勤務期間に関し対象となる期間は、令和●年度に係る定時株主総会の日から令和●

年度に係る定時株主総会の日までの期間（以下「対象期間」という。）とする。 

2 業績目標の達成度を評価する期間は、当社の第●期中期経営計画の期間である令和●年度か

ら令和●年度までの●事業年度の期間（以下「業績評価期間」という。）とする。 

3 当社株式の交付は対象期間終了後2か月以内に開催される当該交付のための株式の発行又は自

己株式の処分を決定する取締役会の決議に基づいて行う。 

 

第4条（株式等の交付内容）3 

本規程に基づいて、対象者のうち業務を執行する取締役（以下「業務執行取締役」とい

う。）に対しては、次の(i)及び(ii)の株式報酬が付与され、対象者のうち社外取締役に対し

ては、次の(ii)の株式報酬のみが付与されるものとする。 

(i) 業績評価期間の業績目標達成度や対象期間の勤務期間に応じて算定される数の当社株式

 
1  本規程例は、あくまで役員株式報酬規程の一例にすぎず、個別に注を付した箇所以外について

も、実務上の創意工夫によって異なる規定の仕方をすることが否定されるものではない。また、各

社が付与する報酬の具体的な内容により規定すべき内容は異なり得るものである。なお、本規程例

は、個別の事案における適法性を保証するものではなく、本規程例を参照される場合であっても、

最終的には、各社が自らの責任で規程の内容を（必要に応じて専門家等と相談の上で）検討する必

要がある点に留意されたい。 
2  本規程例は、上場会社において、同社の取締役に対して同社の普通株式を交付することを基本

的に想定している。 
3  本規程例は、株式報酬として、パフォーマンス・シェアと事後交付型リストリクテッド・ストッ

クの両方を付与することを前提にしたものである。 
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を、対象期間終了後に交付する類型の株式報酬（以下「パフォーマンス・シェア」とい

う。） 

(ii) 対象期間の勤務期間に応じて、事前に定める数の当社株式を、対象期間終了後に交付する

類型の株式報酬（以下「事後交付型リストリクテッド・ストック」という。） 

2  本規程により交付する株式数（以下「最終交付株式数」という。）は、業務執行取締役に

対しては、(i)対象者毎に計算される基準交付株式数（以下「基準交付株式数」という。）の

●％相当分に、業績目標達成度、在任期間比率及び役位調整比率を乗じた株式数（パフォー

マンス・シェア相当分）と、（ⅱ）基準交付株式数の●％相当分に、在任期間比率及び役位

調整比率を乗じた株式数（事後交付型リストリクテッド・ストック相当分）を合計した株式

数とし、社外取締役に対しては、基準交付株式数に、在任期間比率及び役位調整比率を乗じ

た株式数（事後交付型リストリクテッド・ストック相当分）とし、各対象者に交付する株式

数の具体的な算定方法は別紙のとおりとする4。 

3  対象期間中に新たに当社の取締役に就任する対象者については、別紙の算定方法で定める

最終交付株式数の算出において、在任期間比率に係る算式を用いて、対象期間中における在

任月数にて按分することとする。なお、月の途中で就任する場合は1月在任したものとみな

す。 

4  対象期間中に正当な理由により退任（ただし、退任と同時に当社の執行役員又は使用人に

就任又は再任する場合及び死亡により退任する場合を除く。以下本項において同じ。）する

対象者については、別紙の算定方法で定める最終交付株式数の算出において、在任期間比率

に係る算式を用いて、対象期間中における在任月数にて按分することとする。なお、月の途

中で退任する場合は1月在任したものとみなす5。6 

5  対象期間開始後、本規程第6条に定める権利確定日までに対象者が死亡により退任した場合

は、別紙の算定方法に従って算定される最終交付株式数に、当該退任時点の当社株式の時価

を乗じて得られた額（ただし、●円を超える場合には、金●円とする。）の金銭を、本規程

第7条に定める手続に従い本規程に基づく権利を承継する者（複数存在する場合にはその代表

者。以下「権利承継者」という。）に対して交付する。当該退任時点の当社株式の時価と

は、当該退任日の当社株式の普通取引の終値（同日に取引が成立していない場合には、それ

 
4  本規程例は特定の株式報酬を対象とするものを想定しており、規程の制定と同じ又は近接した

時期の取締役会において具体的な算定方法を決定することを想定している。 
5  本規程例では、対象期間中に正当な理由により途中退任した対象者に対して、他の対象者と同

時期、すなわち、業績目標達成後に株式を交付する場合を想定している。このような規定のほか、

正当な理由による退任の場合には、退任時に指標が確定することとし株式を交付する取扱いとする

こと等も考えられる。 
6  第3条第3項により正当な理由により退任した者についても他の交付対象者と同様に●事業年度

終了後に株式が交付される。ただし、死亡による退任については第6条第3項により退任から●月以内

に相続人に金銭が交付される。 
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に先立つ直近取引日の終値）とする7。ただし、計算の結果として算出される金銭の額が●円

（社外取締役については●円）を超えるときは、交付する金銭の額は●円（社外取締役につ

いては●円）とする。 

6  別紙の算定方法で定める最終交付株式数の算出において、算出した交付する株式数に１株

未満の端数が生じる場合、これを切り捨てる8こととする。また、株式の交付までに、当社の

発行済株式総数が、株式の併合、株式の分割（株式無償割当てを含む。以下、株式の分割の

記載につき同じ。）によって増減する場合は、調整前の最終交付株式数に、併合・分割の比

率を乗じることで、調整後の最終交付株式数を算出することとする。 

 

第5条（権利喪失事由） 

 対象者について、次条に定める権利確定日までに次のいずれかに該当した場合には、交付

を受ける権利を取得しない。 

(1) 対象者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

(2) 対象者について破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申

立てがあった場合 

(3) 対象者が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公

租公課の滞納処分を受けた場合 

(4) 対象者が当社の取締役又は執行役員その他の使用人から退任した場合（ただし、(i)

退任と同時に当社の執行役員その他の使用人に就任又は再任する場合、(ii)正当な理

由により退任した場合、及び(iii)死亡により退任した場合を除く。） 

(5) 対象者において、当社グループの事業と競業する業務に従事し、又は競合する法人そ

の他の団体の役職員に就任したと当社の取締役会が認めた場合（ただし、当社の書面

による事前の承諾を取得した場合を除く。） 

(6) 対象者において、法令又は当社グループの内部規程に重要な点で違反したと当社の取

締役会が認めた場合、その他株式交付が適当でないと当社の取締役会が決定した場合 

 

第6条（株式等の交付の手続） 

 対象者は、業績評価期間の最終年度が終了してから当該年度に係る計算書類の内容が会

社法第439条に基づき定時株主総会へ報告される日（以下「権利確定日」という。）まで

に、当社の定める様式による交付請求書その他当社が必要と認める書類を当社に提出する

 
7  本規程例では、死亡の場合は、相続税申告・納税期限を考慮して死亡時点で金銭給付すること

としている。 
8  単元未満株式又は一株未満の端数に相当する金銭を交付するとすることも考えられる。 
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等の株式の交付のための所定の手続（以下「交付手続」という。）を行うものとし、権利

確定日において、株式の交付を受ける権利を取得する。 

2  対象者は、業績評価期間の最終年度が終了してから権利確定日までに、第1項に定める交

付手続を適切に行わなかった場合その他本規程に違反した場合、対象となる株式の交付を

受ける権利を喪失するものとする。 

3  対象期間開始後（対象期間開始後に取締役に新たに選任された者についてはその選任日

後）、権利確定日までに対象者が死亡により退任する場合は、権利承継者は、第1項にかか

わらず、退任日より●か月以内に交付手続を行うものとし、交付手続が行われた日におい

て、金銭の交付を受ける権利を取得し、権利承継者については同日を権利確定日とする。

当該権利承継者は、上記期限までに第1項に定める交付手続を適切に行わなかった場合その

他本規程に違反した場合、金銭の交付を受ける権利を喪失するものとする。 

4  対象者又は権利承継者が、権利確定日において、本規程による交付を受ける権利を取得

した場合、当社は、当該対象者又は権利承継者に対し、本規程に従って株式又は金銭の交

付を行う義務を負うものとする9。 

5  本規程による株式の交付は、当社の取締役会決議（以下「交付取締役会決議」とい

う。）に基づく株式発行又は自己株式の処分により、対象者が通知した金融商品取引業者

の口座において、当該株式を新規記録し、又は振り替える方法により行うものとする。 

6  当社は、交付取締役会決議により、各対象者に対して付与されることとなる最終交付株

式数に当該株式発行又は自己株式の処分の払込金額を乗じることにより算出された額の金

銭報酬債権を対象者に対して付与し、当該対象者は、当該金銭報酬債権を、当該株式発行

又は自己株式の処分において現物出資することにより、対象となる株式を取得することと

する。 

7  交付取締役会決議は、対象期間の最終年度の決算確定に係る定時株主総会終了後の最初

の取締役会において行うものとし、当該決議に基づく対象となる株式の交付は権利確定日

から2か月以内に行うものとする10。 

8  本条第5項に定める株式の発行又は自己株式の処分に係る払込金額は、交付取締役会決議

の日の前営業日における●証券取引所における当社株式の普通取引の終値（同日に取引が成

立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値）とする。 

9  本規程による権利承継者に対する金銭の交付は、権利確定日から1か月以内に、権利承継

 
9  会社法第361条第1項第1号に基づき株主総会にて承認した対象期間の金銭報酬債権の金額の上限

を定める場合、当該上限を超えるおそれがあるときには、当該上限を超えない範囲で、対象者に交

付する株式の数を、各対象者について按分比例等にて減少させる方法を別紙の算出方法において記

載する等の措置が必要となる。 
10  法人税法施行令第69条第19項参照。 
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者が通知した金融機関の口座に対して振込みにより行うものとする。 

10  本条の手続において、当社が源泉徴収義務を負う場合には、対象者又は権利承継者は、

当社の請求に基づき、当社の指定する日時までに、当社の指定する銀行口座に源泉徴収税

額を振り込むものとする。 

 

第7条（死亡時の権利承継者の範囲及び順位） 

 対象者が死亡した場合、死亡後●か月以内に、対象者の相続人は、当社に対し、当社所

定の書面により、権利承継者の氏名及び住所（住所が日本国外の住所である場合には、住

所及び日本国内の連絡場所）を届け出なければならない。 

 

第8条（組織再編等が実施される場合の取扱い） 

 対象期間中に次の各号に掲げる事項が当社の株主総会（ただし、第2号において当社の株主

総会による承認を要さない場合及び第6号においては、当社の取締役会）で承認された場合

（ただし、次の各号に定める日（以下「組織再編等効力発生日」という。）が本規程第6条に

基づく株式交付時より前に到来することが予定されているときに限る。）には、別紙の算定

方法に従って算定される最終交付株式数に、［当該承認の日（以下「組織再編等承認日」と

いう。）／組織再編等効力発生日の●日前］の当社株式の時価を乗じて得られた額（ただ

し、●円を超える場合には、金●円とする。）の金銭を交付する。組織再編等承認日の当社

株式の時価とは、同日の当社株式の普通取引の終値（同日に取引が成立していない場合に

は、それに先立つ直近取引日の終値）とする11。ただし、計算の結果として算出される金銭の

額が●円（社外取締役については●円）を超えるときは、交付する金銭の額は●円（社外取

締役については●円）とする。 

(1) 当社が消滅会社となる合併契約  合併の効力発生日 

(2) 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画（当社が、会社分割の効力発

生日において、当該会社分割により交付を受ける分割対価の全部又は一部を当社の

株主に交付する場合に限る。） 会社分割の効力発生日 

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画 株式交換又は株式移転の

効力発生日 

(4) 株式の併合（当該株式の併合により対象者に関する基準交付株式数が1株に満たない

端数のみとなる場合に限る。） 株式の併合の効力発生日 

(5) 当社株式に会社法第108条第1項第7号の全部取得条項を付して行う当社の普通株式の

 
11  本規程例では、組織再編の場合には、経過した中途の期間について業績目標を別途設定し、そ

の達成度に応じて交付する例としている。 
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全部の取得 会社法第171条第1項第3号に規定する取得日 

(6) 当社株式を対象とする株式売渡請求（会社法第179条第2項に定める株式売渡請求を

意味する。） 会社法第179条の2第1項第5号に規定する取得日 

2  前項に基づく金銭の交付を受けるために、対象者は、当社が定める期限までに交付手続

を行うものとし、前項の金銭の交付は、［組織再編等承認日から●日以内／組織再編等効

力発生日の前日まで］に、対象者が通知した金融機関の口座に対して振込みにより行うも

のとする。また、当社が源泉徴収義務を負う場合には、第6条第10項を準用する。 

 

第9条（受給権の処分禁止） 

 対象者及び権利承継者が本規程により取得する権利を譲渡し又は担保に供することは一切

禁止する。 

 

第10条（租税その他の費用負担） 

 対象者及び権利承継者は、交付された株式の売却その他の処分の結果、課せられる所得税

その他一切の公租公課その他の費用を自身で負担する。 

 

第11条（個人情報の取扱い） 

 当社は、対象者より取得した対象者の個人情報を、会社法に規定する株主名簿の作成・管

理、対象者に対する各種報告書類の作成その他必要な手続を行うために、使用することがで

きる。 

 

第12条（関連法令の遵守） 

 対象者は、本規程により交付を受ける株式の保有及び売却に関し、会社法、金融商品取引

法その他の適用法令及び当社グループの内部規程を遵守しなければならない。 

 

第13条（本規程の改廃） 

 本規程は、経済状況又は当社の財務状態の変化並びに法令、会計及び税制の改正等に応じ

て、対象期間が開始しているものを含め、当社の報酬諮問委員会の審議を経た上で、取締役

会の決議をもってその一部又は全部を改定又は廃止することができるものとする12。ただし、

株主総会における承認など法令上求められている手続を行うものとする。 

 
12  本規程の制定について、かかる報酬諮問委員会による審議を経た上で取締役会において決議さ

れていることを前提としている。 
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別紙（算定方法）13 

 

最終交付株式数は以下の式に従って算出される。 

最終交付株式数＝ 

(i) 基準交付株式数（①）×●％×業績目標達成度（②）×在任期間比率（③）×役位調整比率（④） 

＋(ii) 基準交付株式数（①）×●％×在任期間比率（③）×役位調整比率（④） 

 

（参考：本議案により付与される株式報酬の類型別割合） 

 (i)パフォーマンス・シェア (ii)事後交付型リストリクテッド・ストック 

業務執行取締役 ●％ ●％ 

社外取締役 0％ 100％ 

 

①基準交付株式数 

基準交付株式数＝
役位別株式報酬基準額（ア）

基準株価（イ）
 

 

（ア） 役位別株式報酬基準額 

役位 株式報酬基準額 

代表取締役 会長 ● 

代表取締役 社長 ● 

専務取締役 ● 

常務取締役 ● 

取締役 ● 

執行役員その他の使用人 ● 

社外取締役 ● 

 

（イ） 基準株価は、当初取締役会決議の日の前営業日における●証券取引所における当社

株式の普通取引の終値（同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近

取引日の終値）とする。 

 

②業績目標達成度 

業績目標達成度は、当社の第●期事業年度に係る確定した連結貸借対照表及び連結損益計

算書（以下「連結貸借対照表等」という。）（※１）により算出される連結ＲＯＥの数値

（※２）に基づいて、下記表に従って算出される。 

 

 

 
13  本規程例における算定方法は、業績評価指標を含め、あくまで一例である。実際には多様な決

定方法が考えられ、各社の個別事情に応じた業績評価指標や算定方法を用いることが望ましい。 
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連結ＲＯＥ 業績目標達成度 

●％未満の場合 ０％ 

●％以上●％未満の場合 ●％ 

●％以上●％未満の場合 ●％ 

●％以上●％未満の場合 ●％ 

●％以上の場合 100％ 

 

（※１）ただし、取締役が死亡により退任した場合には、死亡により退任した時点で、有価証券報告書に記載し

た連結貸借対照表等のうち直近事業年度のものにより算出される連結ＲＯＥの数値に基づいて、上記表

に従って算出される。また、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又

は株式移転計画に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編に関して当社の株主総会による

承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当該承認の時点で有価証券

報告書に記載した連結貸借対照表等のうち直近事業年度のものにより算出される連結ＲＯＥの数値に基

づいて、上記表に従って算出される。 

（※２）連結ＲＯＥ（自己資本利益率）は、以下の式により算出される14。 

 

連結ＲＯＥ＝
親会社株主に帰属する当期純利益

（期首自己資本＋期末自己資本）÷２
×１００ 

 

※自己資本＝純資産合計－新株予約権－非支配株主持分 

 

 

③在任期間比率 

在任期間に応じて付与する株式数を按分するため、以下の式により算出される。なお、

月の途中で新たに就任又は退任した場合には1月在任したものとみなして計算する。 

在任期間比率＝
対象期間中に在任した合計月数

対象期間の合計月数
 

 

④役位調整比率 

役位変更があった場合にその役位に対応した株式数を付与するように付与株式数を調整

するため、以下の式により算出される。なお、月の途中で役位変更があった場合には新し

い役位に1月在任したものとみなして計算する。 

役位調整比率 

＝
当初役位の役位別株式報酬基準額×当初役位在任月数＋変更後役位の役位別株式報酬基準額×変更後役位在任月数

当初役位の役位別株式報酬基準額×対象期間中に在任した合計月数
 

 

以上 

 
14  連結ＲＯＥの計算式は一例であり、各社における算定方法に従って記載することが考えられる。 
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Ⅴ.株式報酬規程（例1） －２．【役員向け】事後交付・無償発行型－ 

 
 

第1条（目的） 

 本規程は、事後交付による株式報酬制度を導入し、当社の取締役2に対して、当社の中長期

の業績目標の達成度や勤務期間に応じて、当社の普通株式（以下「当社株式」という。）等

の交付を行うことにより、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを

与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的とする。 

 

第2条（対象者） 

 本規程の適用対象者は、第3条に定める対象期間中に当社の取締役である者（以下「対象

者」という。）とする。 

 

第3条（対象期間） 

1 取締役の勤務期間に関し対象となる期間は、令和●年度に係る定時株主総会の日から令和●

年度に係る定時株主総会の日までの期間（以下「対象期間」という。）とする。 

2 業績目標の達成度を評価する期間は、当社の第●期中期経営計画の期間である令和●年度か

ら令和●年度までの●事業年度の期間（以下「業績評価期間」という。）とする。 

3 当社株式の交付は対象期間終了後2か月以内に開催される当該交付のための株式の発行又は自

己株式の処分を決定する取締役会の決議に基づいて行う。 

 

第4条（株式等の交付内容）3 

本規程に基づいて、対象者のうち業務を執行する取締役（以下「業務執行取締役」とい

う。）に対しては、次の(i)及び(ii)の株式報酬が付与され、対象者のうち社外取締役に対し

ては、次の(ii)の株式報酬のみが付与されるものとする。 

(i) 業績評価期間の業績目標達成度や対象期間の勤務期間に応じて算定される数の当社株式

 
1  本規程例は、あくまで役員株式報酬規程の一例にすぎず、個別に注を付した箇所以外について

も、実務上の創意工夫によって異なる規定の仕方をすることが否定されるものではない。また、各

社が付与する報酬の具体的な内容により規定すべき内容は異なり得るものである。なお、本規程例

は、個別の事案における適法性を保証するものではなく、本規程例を参照される場合であっても、

最終的には、各社が自らの責任で規程の内容を（必要に応じて専門家等と相談の上で）検討する必

要がある点に留意されたい。 
2  本規程例は、上場会社において、同社の取締役に対して同社の普通株式を交付することを基本

的に想定している。 
3  本規程例は、株式報酬として、パフォーマンス・シェアと事後交付型リストリクテッド・ストッ

クの両方を付与することを前提にしたものである。 
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を、対象期間終了後に交付する類型の株式報酬（以下「パフォーマンス・シェア」とい

う。） 

(ii) 対象期間の勤務期間に応じて、事前に定める数の当社株式を、対象期間終了後に交付する

類型の株式報酬（以下「事後交付型リストリクテッド・ストック」という。） 

2  本規程により交付する株式数（以下「最終交付株式数」という。）は、業務執行取締役に

対しては、(i)対象者毎に計算される基準交付株式数（以下「基準交付株式数」という。）の

●％相当分に、業績目標達成度、在任期間比率及び役位調整比率を乗じた株式数（パフォー

マンス・シェア相当分）と、（ⅱ）基準交付株式数の●％相当分に、在任期間比率及び役位

調整比率を乗じた株式数（事後交付型リストリクテッド・ストック相当分）を合計した株式

数とし、社外取締役に対しては、基準交付株式数に、在任期間比率及び役位調整比率を乗じ

た株式数（事後交付型リストリクテッド・ストック相当分）とし、各対象者に交付する株式

数の具体的な算定方法は別紙のとおりとする4。 

3  対象期間中に新たに当社の取締役に就任する対象者については、別紙の算定方法で定める

最終交付株式数の算出において、在任期間比率に係る算式を用いて、対象期間中における在

任月数にて按分することとする。なお、月の途中で就任する場合は1月在任したものとみな

す。 

4  対象期間中に正当な理由により退任（ただし、退任と同時に当社の執行役員又は使用人に

就任又は再任する場合及び死亡により退任する場合を除く。以下本項において同じ。）する

対象者については、別紙の算定方法で定める最終交付株式数の算出において、在任期間比率

に係る算式を用いて、対象期間中における在任月数にて按分することとする。なお、月の途

中で退任する場合は1月在任したものとみなす5。6 

5  対象期間開始後、本規程第6条に定める権利確定日までに対象者が死亡により退任した場合

は、別紙の算定方法に従って算定される最終交付株式数に、当該退任時点の当社株式の時価

を乗じて得られた額（ただし、●円を超える場合には、金●円とする。）の金銭を、本規程

第7条に定める手続に従い本規程に基づく権利を承継する者（複数存在する場合にはその代表

者。以下「権利承継者」という。）に対して交付する。当該退任時点の当社株式の時価と

は、当該退任日の当社株式の普通取引の終値（同日に取引が成立していない場合には、それ

 
4  本規程例は特定の株式報酬を対象とするものを想定しており、規程の制定と同じ又は近接した

時期の取締役会において具体的な算定方法を決定することを想定している。 
5  本規程例では、対象期間中に正当な理由により途中退任した対象者に対して、他の対象者と同

時期、すなわち、業績目標達成後に株式を交付する場合を想定している。このような規定のほか、

正当な理由による退任の場合には、退任時に指標が確定することとし株式を交付する取扱いとする

こと等も考えられる。 
6  第3条第3項により正当な理由により退任した者についても他の交付対象者と同様に●事業年度終

了後に株式が交付される。ただし、死亡による退任については第6条第3項により退任から●月以内に

相続人に対し金銭が交付される。 
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に先立つ直近取引日の終値）とする7。ただし、計算の結果として算出される金銭の額が●円

（社外取締役については●円）を超えるときは、交付する金銭の額は●円（社外取締役につ

いては●円）とする。 

6  別紙の算定方法で定める最終交付株式数の算出において、算出した交付する株式数に１株

未満の端数が生じる場合、これを切り捨てる8こととする。また、株式の交付までに、当社の

発行済株式総数が、株式の併合、株式の分割（株式無償割当てを含む。以下、株式の分割の

記載につき同じ。）によって増減する場合は、調整前の最終交付株式数に、併合・分割の比

率を乗じることで、調整後の最終交付株式数を算出することとする。 

 

第5条（権利喪失事由） 

 対象者について、次条に定める権利確定日までに次のいずれかに該当した場合には、交付

を受ける権利を取得しない。 

(1) 対象者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

(2) 対象者について破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申

立てがあった場合 

(3) 対象者が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公

租公課の滞納処分を受けた場合 

(4) 対象者が当社の取締役又は執行役員その他の使用人から退任した場合（ただし、(i)

退任と同時に当社の執行役員その他の使用人に就任又は再任する場合、(ii)正当な理

由により退任した場合、及び(iii)死亡により退任した場合を除く。） 

(5) 対象者において、当社グループの事業と競業する業務に従事し、又は競合する法人そ

の他の団体の役職員に就任したと当社の取締役会が認めた場合（ただし、当社の書面

による事前の承諾を取得した場合を除く。） 

(6) 対象者において、法令又は当社グループの内部規程に重要な点で違反したと当社の取

締役会が認めた場合、その他株式交付が適当でないと当社の取締役会が決定した場合 

 

第6条（株式等の交付の手続） 

 対象者は、業績評価期間の最終年度が終了してから当該年度に係る計算書類の内容が会

社法第439条に基づき定時株主総会へ報告される日（以下「権利確定日」という。）まで

に、当社の定める様式による交付請求書その他当社が必要と認める書類を当社に提出する

 
7  本規程例では、死亡の場合は、相続税申告・納税期限を考慮して死亡時点で金銭給付すること

としている。 
8  単元未満株式又は一株未満の端数に相当する金銭を交付するとすることも考えられる。 
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等の株式の交付のための所定の手続（以下「交付手続」という。）を行うものとし、権利

確定日において、株式の交付を受ける権利を取得する。 

2  対象者は、業績評価期間の最終年度が終了してから権利確定日までに、第1項に定める交

付手続を適切に行わなかった場合その他本規程に違反した場合、対象となる株式の交付を

受ける権利を喪失するものとする。 

3  対象期間開始後（対象期間開始後に取締役に新たに選任された者についてはその選任日

後）、権利確定日までに対象者が死亡により退任する場合は、権利承継者は、第1項にかか

わらず、退任日より●か月以内に交付手続を行うものとし、交付手続が行われた日におい

て、金銭の交付を受ける権利を取得し、権利承継者については同日を権利確定日とする。

当該権利承継者は、上記期限までに第1項に定める交付手続を適切に行わなかった場合その

他本規程に違反した場合、金銭の交付を受ける権利を喪失するものとする。 

4  対象者又は権利承継者が、権利確定日において、本規程による交付を受ける権利を取得

した場合、当社は、当該対象者又は権利承継者に対し、本規程に従って株式又は金銭の交

付を行う義務を負うものとする9。 

5  本規程による株式の交付は、当社の取締役会決議（以下「交付取締役会決議」とい

う。）に基づく株式発行又は自己株式の処分により、対象者が通知した金融商品取引業者

の口座において、当該株式を新規記録し、又は振り替える方法により行うものとする。 

6  当社は、交付取締役会決議により、各対象者に対して付与されることとなる最終交付株

式数に相当する株式を対象者に対し割り当てるものとする。この場合において、対象者は

金銭の払込み等を要しないものとする。 

7  交付取締役会決議は、対象期間の最終年度の決算確定に係る定時株主総会終了後の最初

の取締役会において行うものとし、当該決議に基づく対象となる株式の交付は権利確定日

から2か月以内に行うものとする10。 

8  本規程による権利承継者に対する金銭の交付は、権利確定日から1か月以内に、権利承継

者が通知した金融機関の口座に対して振込みにより行うものとする。 

9  本条の手続において、当社が源泉徴収義務を負う場合には、対象者又は権利承継者は、

当社の請求に基づき、当社の指定する日時までに、当社の指定する銀行口座に源泉徴収税

額を振り込むものとする。 

 

 
9  会社法第361条第1項第1号に基づき株主総会にて承認した対象期間の株式報酬の額の上限を定め

る場合、当該上限を超えるおそれがあるときには、当該上限を超えない範囲で、対象者に交付する

株式の数を、各対象者について按分比例等にて減少させる方法を別紙の算出方法において記載する

等の措置が必要となる。 
10  法人税法施行令第69条第19項参照。 
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第7条（死亡時の権利承継者の範囲及び順位） 

 対象者が死亡した場合、死亡後●か月以内に、対象者の相続人は、当社に対し、当社所

定の書面により、権利承継者の氏名及び住所（住所が日本国外の住所である場合には、住

所及び日本国内の連絡場所）を届け出なければならない。 

 

第8条（組織再編等が実施される場合の取扱い） 

 対象期間中に次の各号に掲げる事項が当社の株主総会（ただし、第2号において当社の株主

総会による承認を要さない場合及び第6号においては、当社の取締役会）で承認された場合

（ただし、次の各号に定める日（以下「組織再編等効力発生日」という。）が本規程第6条に

基づく株式交付時より前に到来することが予定されているときに限る。）には、別紙の算定

方法に従って算定される最終交付株式数に、［当該承認の日（以下「組織再編等承認日」と

いう。）／組織再編等効力発生日の●日前］の当社株式の時価を乗じて得られた額（ただ

し、●円を超える場合には、金●円とする。）の金銭を交付する。組織再編等承認日の当社

株式の時価とは、同日の当社株式の普通取引の終値（同日に取引が成立していない場合に

は、それに先立つ直近取引日の終値）とする11。ただし、計算の結果として算出される金銭の

額が●円（社外取締役については●円）を超えるときは、交付する金銭の額は●円（社外取

締役については●円）とする。 

(1) 当社が消滅会社となる合併契約  合併の効力発生日 

(2) 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画（当社が、会社分割の効力発

生日において、当該会社分割により交付を受ける分割対価の全部又は一部を当社の

株主に交付する場合に限る。） 会社分割の効力発生日 

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画 株式交換又は株式移転の

効力発生日 

(4) 株式の併合（当該株式の併合により対象者に関する基準交付株式数が1株に満たない

端数のみとなる場合に限る。） 株式の併合の効力発生日 

(5) 当社株式に会社法第108条第1項第7号の全部取得条項を付して行う当社の普通株式の

全部の取得 会社法第171条第1項第3号に規定する取得日 

(6) 当社株式を対象とする株式売渡請求（会社法第179条第2項に定める株式売渡請求を

意味する。） 会社法第179条の2第1項第5号に規定する取得日 

2  前項に基づく金銭の交付を受けるために、対象者は、当社が定める期限までに交付手続

を行うものとし、前項の金銭の交付は、［組織再編等承認日から●日以内／組織再編等効

 
11
  本規程例では、組織再編の場合には、経過した中途の期間について業績目標を別途設定し、そ

の達成度に応じて交付する例としている。 
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力発生日の前日まで］に、対象者が通知した金融機関の口座に対して振込みにより行うも

のとする。また、当社が源泉徴収義務を負う場合には、第6条第10項を準用する。 

 

第9条（受給権の処分禁止） 

 対象者及び権利承継者が本規程により取得する権利を譲渡し又は担保に供することは一切

禁止する。 

 

第10条（租税その他の費用負担） 

 対象者及び権利承継者は、交付された株式の売却その他の処分の結果、課せられる所得税

その他一切の公租公課その他の費用を自身で負担する。 

 

第11条（個人情報の取扱い） 

 当社は、対象者より取得した対象者の個人情報を、会社法に規定する株主名簿の作成・管

理、対象者に対する各種報告書類の作成その他必要な手続を行うために、使用することがで

きる。 

 

第12条（関連法令の遵守） 

 対象者は、本規程により交付を受ける株式の保有及び売却に関し、会社法、金融商品取引

法その他の適用法令及び当社グループの内部規程を遵守しなければならない。 

 

第13条（本規程の改廃） 

 本規程は、経済状況又は当社の財務状態の変化並びに法令、会計及び税制の改正等に応じ

て、対象期間が開始しているものを含め、当社の報酬諮問委員会の審議を経た上で、取締役

会の決議をもってその一部又は全部を改定又は廃止することができるものとする12。ただし、

株主総会における承認など法令上求められている手続を行うものとする。 

 
12  本規程の制定について、かかる報酬諮問委員会による審議を経た上で取締役会において決議さ

れていることを前提としている。 
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別紙（算定方法）13 

 

最終交付株式数は以下の式に従って算出される。 

最終交付株式数＝ 

(i) 基準交付株式数（①）×●％×業績目標達成度（②）×在任期間比率（③）×役位調整比率（④） 

＋(ii) 基準交付株式数（①）×●％×在任期間比率（③）×役位調整比率（④） 

 

（参考：本議案により付与される株式報酬の類型別割合） 

 (i)パフォーマンス・シェア (ii)事後交付型リストリクテッド・ストック 

業務執行取締役 ●％ ●％ 

社外取締役 0％ 100％ 

 

①基準交付株式数 

基準交付株式数＝
役位別株式報酬基準額（ア）

基準株価（イ）
 

 

（ア） 役位別株式報酬基準額 

役位 株式報酬基準額 

代表取締役 会長 ● 

代表取締役 社長 ● 

専務取締役 ● 

常務取締役 ● 

取締役 ● 

執行役員その他の使用人 ● 

社外取締役 ● 

 

（イ） 基準株価は、当初取締役会決議の日の前営業日における●証券取引所における当社

株式の普通取引の終値（同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近

取引日の終値）とする。 

 

②業績目標達成度 

業績目標達成度は、当社の第●期事業年度に係る確定した連結貸借対照表及び連結損益計

算書（以下「連結貸借対照表等」という。）（※１）により算出される連結ＲＯＥの数値

（※２）に基づいて、下記表に従って算出される。 

 

 

 
13  本規程例における算定方法は、業績評価指標を含め、あくまで一例である。実際には多様な決

定方法が考えられ、各社の個別事情に応じた業績評価指標や算定方法を用いることが望ましい。 
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連結ＲＯＥ 業績目標達成度 

●％未満の場合 ０％ 

●％以上●％未満の場合 ●％ 

●％以上●％未満の場合 ●％ 

●％以上●％未満の場合 ●％ 

●％以上の場合 100％ 

 

（※１）ただし、取締役が死亡により退任した場合には、死亡により退任した時点で、有価証券報告書に記載し

た連結貸借対照表等のうち直近事業年度のものにより算出される連結ＲＯＥの数値に基づいて、上記表

に従って算出される。また、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又

は株式移転計画に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編に関して当社の株主総会による

承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当該承認の時点で有価証券

報告書に記載した連結貸借対照表等のうち直近事業年度のものにより算出される連結ＲＯＥの数値に基

づいて、上記表に従って算出される。 

（※２）連結ＲＯＥ（自己資本利益率）は、以下の式により算出される14。 

 

連結ＲＯＥ＝
親会社株主に帰属する当期純利益

（期首自己資本＋期末自己資本）÷２
×１００ 

 

※自己資本＝純資産合計－新株予約権－非支配株主持分 

 

 

③在任期間比率 

在任期間に応じて付与する株式数を按分するため、以下の式により算出される。なお、

月の途中で新たに就任又は退任した場合には1月在任したものとみなして計算する。 

在任期間比率＝
対象期間中に在任した合計月数

対象期間の合計月数
 

 

④役位調整比率 

役位変更があった場合にその役位に対応した株式数を付与するように付与株式数を調整

するため、以下の式により算出される。なお、月の途中で役位変更があった場合には新し

い役位に1月在任したものとみなして計算する。 

役位調整比率 

＝
当初役位の役位別株式報酬基準額×当初役位在任月数＋変更後役位の役位別株式報酬基準額×変更後役位在任月数

当初役位の役位別株式報酬基準額×対象期間中に在任した合計月数
 

 

以上 

 
14  連結ＲＯＥの計算式は一例であり、各社における算定方法に従って記載することが考えられる。 
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Ⅴ.株式報酬規程（例1） －３．【従業員向け】事後交付・現物出資型－ 

 
 

第1条（目的） 

 本規程は、事後交付による株式報酬制度を導入し、当社の社員2に対して、勤務期間に応じ

て、当社の普通株式（以下「当社株式」という。）等の交付を行うことにより、社員に当社

の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、福利厚生制度を充実さ

せることを目的とする。 

 

第2条（対象者） 

 本規程の適用対象者は、第3条に定める対象期間中に当社の社員3である者（以下「対象

者」という。）とする。 

 

第3条（対象期間） 

1 社員の勤務期間に関し対象となる期間は、令和●年●月●日から令和●年●月●日までの期

間（以下「対象期間」という。）とする。 

2 当社株式の交付は対象期間終了後2か月以内に開催される当該交付のための株式の発行又は自

己株式の処分を決定する取締役会の決議に基づいて行う。 

 

第4条（株式等の交付内容）4 

本規程に基づいて、対象者に対しては、対象期間の勤務期間に応じて、事前に定める数の

当社株式を、対象期間終了後に交付する類型の株式報酬が付与されるものとする。 

2   本規程により交付する株式数（以下「最終交付株式数」という。）は、対象者毎に計算さ

れる基準交付株式数（以下「基準交付株式数」という。）に、在籍期間比率及び職位調整比

率を乗じた株式数とし、各対象者に交付する株式数の具体的な算定方法は別紙のとおりとす

 
1  本規程例は、あくまで株式報酬規程の一例にすぎず、個別に注を付した箇所以外についても、

実務上の創意工夫によって異なる規定の仕方をすることが否定されるものではない。また、各社が

付与する報酬の具体的な内容により規定すべき内容は異なり得るものである。なお、本規程例は、

個別の事案における適法性を保証するものではなく、本規程例を参照される場合であっても、最終

的には、各社が自らの責任で規程の内容を（必要に応じて専門家等と相談の上で）検討する必要が

ある点に留意されたい。 
2  本規程例は、上場会社において、同社の従業員に対して同社の普通株式を交付することを基本

的に想定している。 
3
  対象者とする社員の範囲を限定したい場合には、当該部分にて限定することが考えらえる。 

4  本規程例は、株式報酬として、事後交付型リストリクテッド・ストックを付与することを前提に

したものである。 
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る5。 

3  対象期間中に新たに当社の社員となる対象者については、別紙の算定方法で定める最終交

付株式数の算出において、在籍期間比率に係る算式を用いて、対象期間中における在籍月数

にて按分することとする。なお、月の途中で就任する場合は1月在籍したものとみなす6。 

4  対象期間開始後、本規程第6条に定める権利確定日までに正当な理由により退職（ただし、

死亡により退職する場合を除く。以下本項において同じ。）する対象者については、別紙の

算定方法で定める最終交付株式数の算出において、在籍期間比率に係る算式を用いて、対象

期間中における在籍月数にて按分し、当該退職時点の当社株式の時価を乗じて得られた額の

金銭を交付することとする。なお、月の途中で退職する場合は1月在籍したものとみなす。当

該退職時点の当社株式の時価とは、当該退職日の当社株式の普通取引の終値（同日に取引が

成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値）とする7。 

5  対象期間開始後、本規程第6条に定める権利確定日までに対象者が死亡により退職した場合

は、別紙の算定方法に従って算定される最終交付株式数に、当該退職時点の当社株式の時価

を乗じて得られた額の金銭を、本規程第7条に定める手続に従い本規程に基づく権利を承継す

る者（複数存在する場合にはその代表者。以下「権利承継者」という。）に対して交付す

る。当該退職時点の当社株式の時価とは、当該退職日の当社株式の普通取引の終値（同日に

取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値）とする8。 

6  別紙の算定方法で定める最終交付株式数の算出において、算出した交付する株式数に１株

未満の端数が生じる場合、これを切り捨てる9こととする。また、株式の交付までに、当社の

発行済株式総数が、株式の併合、株式の分割（株式無償割当てを含む。以下、株式の分割の

記載につき同じ。）によって増減する場合は、調整前の最終交付株式数に、併合・分割の比

率を乗じることで、調整後の最終交付株式数を算出することとする。 

 

第5条（権利喪失事由） 

 対象者について、次条に定める権利確定日までに次のいずれかに該当した場合には、交付

を受ける権利を取得しない。 

 
5  本規程例は特定の株式報酬を対象とするものを想定しており、規程の制定と同じ又は近接した

時期の取締役会において具体的な算定方法を決定することを想定している。 
6  対象期間中に新たに対象者になった者に対しても交付する場合の例である。対象者の範囲や対

象期間の設定の仕方によるものの、対象期間中に新たに対象者となった者については交付しないと

いう整理もあり得る。 
7  本規程例では、退職の場合は、退職後の対象者の追跡やその時点で株式を発行することの難易

度を考慮して退職時点で金銭給付することとしている。 
8  本規程例では、死亡の場合は、相続税申告・納税期限を考慮して死亡時点で金銭給付すること

としている。 
9  単元未満株式又は一株未満の端数に相当する金銭を交付するとすることも考えられる。 
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(1) 対象者が禁錮以上の刑に処せられた場合 

(2) 対象者について破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申

立てがあった場合 

(3) 対象者が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公

租公課の滞納処分を受けた場合 

(4) 対象者が当社の使用人から退職した場合（ただし、 (i)正当な理由により退職した場

合、及び(ii)死亡により退職した場合を除く。） 

(5) 対象者において、当社グループの事業と競業する業務に従事し、又は競合する法人そ

の他の団体の役職員に就任したと当社の取締役会が認めた場合（ただし、当社の書面

による事前の承諾を取得した場合を除く。） 

(6) 対象者において、法令又は当社グループの内部規程に重要な点で違反したと当社の取

締役会が認めた場合、その他株式交付が適当でないと当社の取締役会が決定した場合 

 

第6条（株式等の交付の手続） 

 対象者は、対象期間が終了してから●日を経過する日（以下「権利確定日」という。）

までに、当社の定める様式による交付請求書その他当社が必要と認める書類を当社に提出

する等の株式の交付のための所定の手続（以下「交付手続」という。）を行うものとし、

権利確定日において、株式の交付を受ける権利を取得する。 

2  対象者は、対象期間が終了してから権利確定日までに、第1項に定める交付手続を適切に

行わなかった場合その他本規程に違反した場合、対象となる株式の交付を受ける権利を喪

失するものとする。 

3  対象期間開始後（対象期間開始後に新たに入社した者についてはその入社日後）、権利

確定日までに対象者が退職する場合（死亡により退職する場合を含む。）は、対象者又は

権利承継者は第1項にかかわらず、退職日より●か月以内に交付手続を行うものとし、交付

手続が行われた日において、金銭の交付を受ける権利を取得し、同日を権利確定日とす

る。当該対象者又は権利承継者は、上記期限までに第1項に定める交付手続を適切に行わな

かった場合その他本規程に違反した場合、金銭の交付を受ける権利を喪失するものとす

る。 

4  対象者又は権利承継者が、権利確定日において、本規程による交付を受ける権利を取得

した場合、当社は、当該対象者又は権利承継者に対し、本規程に従って株式又は金銭の交

付を行う義務を負うものとする。 

5  本規程による株式の交付は、当社の取締役会決議（以下「交付取締役会決議」とい

う。）に基づく株式発行又は自己株式の処分により、対象者が通知した金融商品取引業者
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の口座において、当該株式を新規記録し、又は振り替える方法により行うものとする。 

6  当社は、交付取締役会決議により、各対象者に対して付与されることとなる最終交付株

式数に当該株式発行又は自己株式の処分の払込金額を乗じることにより算出された額の金

銭報酬債権を対象者に対して付与し、当該対象者は、当該金銭報酬債権を、当該株式発行

又は自己株式の処分において現物出資することにより、対象となる株式を取得することと

する。 

7  交付取締役会決議は、対象期間の終了後の取締役会において行うものとし、当該決議に

基づく対象となる株式の交付は権利確定日から●か月以内に行うものとする。 

8  本条第5項に定める株式の発行又は自己株式の処分に係る払込金額は、交付取締役会決議

の日の前営業日における●証券取引所における当社株式の普通取引の終値（同日に取引が成

立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値）とする。 

9  本規程による対象者又は権利承継者に対する金銭の交付は、権利確定日から●か月以内

に、対象者又は権利承継者が通知した金融機関の口座に対して振込みにより行うものとす

る。 

10  本条の手続において、当社が源泉徴収義務を負う場合には、対象者又は権利承継者は、

当社の請求に基づき、当社の指定する日時までに、当社の指定する銀行口座に源泉徴収税

額を振り込むものとする。 

 

第7条（死亡時の権利承継者の範囲及び順位） 

 対象者が死亡した場合、死亡後●か月以内に、対象者の相続人は、当社に対し、当社所

定の書面により、権利承継者の氏名及び住所（住所が日本国外の住所である場合には、住

所及び日本国内の連絡場所）を届け出なければならない。 

 

第8条（組織再編等が実施される場合の取扱い） 

 対象期間中に次の各号に掲げる事項が当社の株主総会（ただし、第2号において当社の株主

総会による承認を要さない場合及び第6号においては、当社の取締役会）で承認された場合

（ただし、次の各号に定める日（以下「組織再編等効力発生日」という。）が本規程第6条に

基づく株式交付時より前に到来することが予定されているときに限る。）には、別紙の算定

方法に従って算定される最終交付株式数に、［当該承認の日（以下「組織再編等承認日」と

いう。）／組織再編等効力発生日の●日前］の当社株式の時価を乗じて得られた額の金銭を

交付する。組織再編等承認日の当社株式の時価とは、同日の当社株式の普通取引の終値（同

日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値）とする10。 

 
10  本規程例では、組織再編の場合には、経過した中途の期間に応じて交付する例としている。 
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(1) 当社が消滅会社となる合併契約  合併の効力発生日 

(2) 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画（当社が、会社分割の効力発

生日において、当該会社分割により交付を受ける分割対価の全部又は一部を当社の

株主に交付する場合に限る。） 会社分割の効力発生日 

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画 株式交換又は株式移転の

効力発生日 

(4) 株式の併合（当該株式の併合により対象者に関する基準交付株式数が1株に満たない

端数のみとなる場合に限る。） 株式の併合の効力発生日 

(5) 当社株式に会社法第108条第1項第7号の全部取得条項を付して行う当社の普通株式の

全部の取得 会社法第171条第1項第3号に規定する取得日 

(6) 当社株式を対象とする株式売渡請求（会社法第179条第2項に定める株式売渡請求を

意味する。） 会社法第179条の2第1項第5号に規定する取得日 

2  前項に基づく金銭の交付を受けるために、対象者は、当社が定める期限までに交付手続

を行うものとし、前項の金銭の交付は、［組織再編等承認日から●日以内／組織再編等効

力発生日の前日まで］に、対象者が通知した金融機関の口座に対して振込みにより行うも

のとする。また、当社が源泉徴収義務を負う場合には、第6条第10項を準用する。 

 

第9条（受給権の処分禁止） 

 対象者及び権利承継者が本規程により取得する権利を譲渡し又は担保に供することは一切

禁止する。 

 

第10条（租税その他の費用負担） 

 対象者及び権利承継者は、交付された株式の売却その他の処分の結果、課せられる所得税

その他一切の公租公課その他の費用を自身で負担する。 

 

第11条（個人情報の取扱い） 

 当社は、対象者より取得した対象者の個人情報を、会社法に規定する株主名簿の作成・管

理、対象者に対する各種報告書類の作成その他必要な手続を行うために、使用することがで

きる。 

 

第12条（関連法令の遵守） 

 対象者は、本規程により交付を受ける株式の保有及び売却に関し、会社法、金融商品取引

法その他の適用法令及び当社グループの内部規程を遵守しなければならない。 
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第13条（本規程の改廃） 

 本規程は、経済状況又は当社の財務状態の変化並びに法令、会計及び税制の改正等に応じ

て、対象期間が開始しているものを含め、当社の労働組合との協議を経た上で、取締役会の

決議をもってその一部又は全部を改定又は廃止することができるものとする11。ただし、法令

上求められている手続を行うものとする。 

 
11  本規程の制定について、かかる労働組合との協議を経た上で取締役会において決議されている

ことを前提としている。 
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別紙（算定方法） 

 

 

最終交付株式数は以下の式に従って算出される。 

最終交付株式数＝基準交付株式数（①） ×●％ ×在籍期間比率（③） ×職位調整比率（④） 

 

 

①基準交付株式数 

基準交付株式数＝
職位別株式報酬基準額（ア）

基準株価（イ）
 

 

（ア） 職位別株式報酬基準額 

職位 株式報酬基準額 

事業部長 ● 

部長 ● 

次長 ● 

課長 ● 

係長 ● 

主任 ● 

一般社員 ● 

 

（イ） 基準株価は、当初取締役会決議の日の前営業日における●証券取引所における当社

株式の普通取引の終値（同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近

取引日の終値）とする。 

 

 

②在籍期間比率 

在籍期間に応じて付与する株式数を按分するため、以下の式により算出される。なお、

月の途中で新たに入社又は退職した場合には1月在籍したものとみなして計算する。 

在籍期間比率＝
対象期間中に在籍した合計月数

対象期間の合計月数
 

 

  



 

170  

③職位調整比率 

職位変更があった場合にその職位に対応した株式数を付与するように付与株式数を調整

するため、以下の式により算出される。なお、月の途中で職位変更があった場合には新し

い職位に1月在籍したものとみなして計算する。 

職位調整比率 

＝
当初職位の職位別株式報酬基準額×当初職位在籍月数＋変更後職位の職位別株式報酬基準額×変更後職位在籍月数

当初職位の職位別株式報酬基準額×対象期間中に在籍した合計月数
 

 

以上 
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（参考資料）関係法令 

以下では、2023年3月31日時点で有効な関係法

令を掲載しています。 

 

法人税法（抄） 

 

第三目 役員の給与等 

 

（役員給与の損金不算入） 

第三十四条 内国法人がその役員に対して支給

する給与（退職給与で業績連動給与に該当し

ないもの、使用人としての職務を有する役員

に対して支給する当該職務に対するもの及び

第三項の規定の適用があるものを除く。以下

この項において同じ。）のうち次に掲げる給

与のいずれにも該当しないものの額は、その

内国法人の各事業年度の所得の金額の計算

上、損金の額に算入しない。 

 

一 その支給時期が一月以下の一定の期間ご

とである給与（次号イにおいて「定期給

与」という。）で当該事業年度の各支給時

期における支給額が同額であるものその他

これに準ずるものとして政令で定める給与

（同号において「定期同額給与」とい

う。） 

 

二 その役員の職務につき所定の時期に、確

定した額の金銭又は確定した数の株式（出

資を含む。以下この項及び第五項において

同じ。）若しくは新株予約権若しくは確定

した額の金銭債権に係る第五十四条第一項

（譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属

事業年度の特例）に規定する特定譲渡制限

付株式若しくは第五十四条の二第一項（新

株予約権を対価とする費用の帰属事業年度

の特例等）に規定する特定新株予約権を交

付する旨の定めに基づいて支給する給与

で、定期同額給与及び業績連動給与のいず

れにも該当しないもの（当該株式若しくは

当該特定譲渡制限付株式に係る第五十四条

第一項に規定する承継譲渡制限付株式又は

当該新株予約権若しくは当該特定新株予約

権に係る第五十四条の二第一項に規定する

承継新株予約権による給与を含むものと

し、次に掲げる場合に該当する場合にはそ

れぞれ次に定める要件を満たすものに限

る。） 

 

イ その給与が定期給与を支給しない役員

に対して支給する給与（同族会社に該当

しない内国法人が支給する給与で金銭に

よるものに限る。）以外の給与（株式又

は新株予約権による給与で、将来の役務

の提供に係るものとして政令で定めるも

のを除く。）である場合 政令で定める

ところにより納税地の所轄税務署長にそ

の定めの内容に関する届出をしているこ

と。 

 

ロ 株式を交付する場合 当該株式が市場

価格のある株式又は市場価格のある株式

と交換される株式（当該内国法人又は関

係法人が発行したものに限る。次号にお

いて「適格株式」という。）であるこ

と。 

 

ハ 新株予約権を交付する場合 当該新株

予約権がその行使により市場価格のある

株式が交付される新株予約権（当該内国

法人又は関係法人が発行したものに限

る。次号において「適格新株予約権」と

いう。）であること。 

 

三 内国法人（同族会社にあつては、同族会

社以外の法人との間に当該法人による完全
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支配関係があるものに限る。）がその業務

執行役員（業務を執行する役員として政令

で定めるものをいう。以下この号において

同じ。）に対して支給する業績連動給与

（金銭以外の資産が交付されるものにあつ

ては、適格株式又は適格新株予約権が交付

されるものに限る。）で、次に掲げる要件

を満たすもの（他の業務執行役員の全てに

対して次に掲げる要件を満たす業績連動給

与を支給する場合に限る。） 

 

イ 交付される金銭の額若しくは株式若し

くは新株予約権の数又は交付される新株

予約権の数のうち無償で取得され、若し

くは消滅する数の算定方法が、その給与

に係る職務を執行する期間の開始の日

（イにおいて「職務執行期間開始日」と

いう。）以後に終了する事業年度の利益

の状況を示す指標（利益の額、利益の額

に有価証券報告書（金融商品取引法第二

十四条第一項（有価証券報告書の提出）

に規定する有価証券報告書をいう。イに

おいて同じ。）に記載されるべき事項に

よる調整を加えた指標その他の利益に関

する指標として政令で定めるもので、有

価証券報告書に記載されるものに限る。

イにおいて同じ。）、職務執行期間開始

日の属する事業年度開始の日以後の所定

の期間若しくは職務執行期間開始日以後

の所定の日における株式の市場価格の状

況を示す指標（当該内国法人又は当該内

国法人との間に完全支配関係がある法人

の株式の市場価格又はその平均値その他

の株式の市場価格に関する指標として政

令で定めるものに限る。イにおいて同

じ。）又は職務執行期間開始日以後に終

了する事業年度の売上高の状況を示す指

標（売上高、売上高に有価証券報告書に

記載されるべき事項による調整を加えた

指標その他の売上高に関する指標として

政令で定めるもののうち、利益の状況を

示す指標又は株式の市場価格の状況を示

す指標と同時に用いられるもので、有価

証券報告書に記載されるものに限る。）

を基礎とした客観的なもの（次に掲げる

要件を満たすものに限る。）であるこ

と。 

 

（１） 金銭による給与にあつては確定

した額を、株式又は新株予約権による

給与にあつては確定した数を、それぞ

れ限度としているものであり、かつ、

他の業務執行役員に対して支給する業

績連動給与に係る算定方法と同様のも

のであること。 

 

（２） 政令で定める日までに、会社法

第四百四条第三項（指名委員会等の権

限等）の報酬委員会（その委員の過半

数が当該内国法人の同法第二条第十五

号（定義）に規定する社外取締役のう

ち職務の独立性が確保された者として

政令で定める者（（２）において「独

立社外取締役」という。）であるもの

に限るものとし、当該内国法人の業務

執行役員と政令で定める特殊の関係の

ある者がその委員であるものを除

く。）が決定（当該報酬委員会の委員

である独立社外取締役の全員が当該決

定に係る当該報酬委員会の決議に賛成

している場合における当該決定に限

る。）をしていることその他の政令で

定める適正な手続を経ていること。 

 

（３） その内容が、（２）の政令で定

める適正な手続の終了の日以後遅滞な
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く、有価証券報告書に記載されている

ことその他財務省令で定める方法によ

り開示されていること。 

 

ロ その他政令で定める要件 

 

２ 内国法人がその役員に対して支給する給与

（前項又は次項の規定の適用があるものを除

く。）の額のうち不相当に高額な部分の金額

として政令で定める金額は、その内国法人の

各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額

に算入しない。 

 

３ 内国法人が、事実を隠蔽し、又は仮装して

経理をすることによりその役員に対して支給

する給与の額は、その内国法人の各事業年度

の所得の金額の計算上、損金の額に算入しな

い。 

 

４ 前三項に規定する給与には、債務の免除に

よる利益その他の経済的な利益を含むものと

する。 

 

５ 第一項に規定する業績連動給与とは、利益

の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を

示す指標その他の同項の内国法人又は当該内

国法人との間に支配関係がある法人の業績を

示す指標を基礎として算定される額又は数の

金銭又は株式若しくは新株予約権による給与

及び第五十四条第一項に規定する特定譲渡制

限付株式若しくは承継譲渡制限付株式又は第

五十四条の二第一項に規定する特定新株予約

権若しくは承継新株予約権による給与で無償

で取得され、又は消滅する株式又は新株予約

権の数が役務の提供期間以外の事由により変

動するものをいう。 

 

６ 第一項に規定する使用人としての職務を有

する役員とは、役員（社長、理事長その他政

令で定めるものを除く。）のうち、部長、課

長その他法人の使用人としての職制上の地位

を有し、かつ、常時使用人としての職務に従

事するものをいう。 

 

７ 第一項第二号ロ及びハに規定する関係法人

とは、同項の内国法人との間に支配関係があ

る法人として政令で定める法人をいう。 

 

８ 第四項から前項までに定めるもののほか、

第一項から第三項までの規定の適用に関し必

要な事項は、政令で定める。 

 

 

（譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業

年度の特例） 

第五十四条 内国法人が個人から役務の提供

を受ける場合において、当該役務の提供に

係る費用の額につき譲渡制限付株式（譲渡

についての制限その他の条件が付されてい

る株式（出資を含む。）として政令で定め

るものをいう。以下この項において同

じ。）であつて次に掲げる要件に該当する

もの（以下この項及び第三項において「特

定譲渡制限付株式」という。）が交付され

たとき（合併又は分割型分割に際し当該合

併又は分割型分割に係る被合併法人又は分

割法人の当該特定譲渡制限付株式を有する

者に対し交付される当該合併又は分割型分

割に係る合併法人又は分割承継法人の譲渡

制限付株式その他の政令で定める譲渡制限

付株式（第三項において「承継譲渡制限付

株式」という。）が交付されたときを含

む。）は、当該個人において当該役務の提

供につき所得税法その他所得税に関する法

令の規定により当該個人の同法に規定する

給与所得その他の政令で定める所得の金額
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に係る収入金額とすべき金額又は総収入金

額に算入すべき金額（次項及び第三項にお

いて「給与等課税額」という。）が生ずる

ことが確定した日において当該役務の提供

を受けたものとして、この法律の規定を適

用する。 

 

一 当該譲渡制限付株式が当該役務の提供

の対価として当該個人に生ずる債権の給

付と引換えに当該個人に交付されるもの

であること。 

 

二 前号に掲げるもののほか、当該譲渡制

限付株式が実質的に当該役務の提供の対

価と認められるものであること。 

 

２ 前項に規定する場合において、同項の個

人において同項の役務の提供につき給与等

課税額が生じないときは、当該役務の提供

を受ける内国法人の当該役務の提供を受け

たことによる費用の額又は当該役務の全部

若しくは一部の提供を受けられなかつたこ

とによる損失の額は、当該内国法人の各事

業年度の所得の金額の計算上、損金の額に

算入しない。 

 

３ 第一項の個人から役務の提供を受ける内

国法人は、特定譲渡制限付株式の一株当た

りの交付の時の価額、交付数、その事業年

度において給与等課税額が生ずること又は

生じないことが確定した数その他当該特定

譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の

状況に関する明細書を当該事業年度の確定

申告書に添付しなければならない。 

 

４ 前項に定めるもののほか、第一項又は第

二項の規定の適用に関し必要な事項は、政

令で定める。 

 

 

（新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度

の特例等） 

第五十四条の二 内国法人が個人から役務の提

供を受ける場合において、当該役務の提供に

係る費用の額につき譲渡制限付新株予約権

（譲渡についての制限その他の条件が付され

ている新株予約権として政令で定めるものを

いう。以下この項において同じ。）であつて

次に掲げる要件に該当するもの（以下この条

において「特定新株予約権」という。）が交

付されたとき（合併、分割、株式交換又は株

式移転（以下この項において「合併等」とい

う。）に際し当該合併等に係る被合併法人、

分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転

完全子法人の当該特定新株予約権を有する者

に対し交付される当該合併等に係る合併法

人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は

株式移転完全親法人の譲渡制限付新株予約権

（第三項及び第四項において「承継新株予約

権」という。）が交付されたときを含む。）

は、当該個人において当該役務の提供につき

所得税法その他所得税に関する法令の規定に

より当該個人の同法に規定する給与所得その

他の政令で定める所得の金額に係る収入金額

とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金

額を生ずべき事由（次項において「給与等課

税事由」という。）が生じた日において当該

役務の提供を受けたものとして、この法律の

規定を適用する。 

 

一 当該譲渡制限付新株予約権と引換えにす

る払込みに代えて当該役務の提供の対価と

して当該個人に生ずる債権をもつて相殺さ

れること。 

 

二 前号に掲げるもののほか、当該譲渡制限
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付新株予約権が実質的に当該役務の提供の

対価と認められるものであること。 

 

２ 前項に規定する場合において、同項の個人

において同項の役務の提供につき給与等課税

事由が生じないときは、当該役務の提供を受

ける内国法人の当該役務の提供を受けたこと

による費用の額又は当該役務の全部若しくは

一部の提供を受けられなかつたことによる損

失の額は、当該内国法人の各事業年度の所得

の金額の計算上、損金の額に算入しない。 

 

３ 前項に規定する場合において、特定新株予

約権（承継新株予約権を含む。）が消滅をし

たときは、当該消滅による利益の額は、これ

らの新株予約権を発行した法人の各事業年度

の所得の金額の計算上、益金の額に算入しな

い。 

 

４ 第一項の個人から役務の提供を受ける内国

法人は、特定新株予約権の一個当たりの交付

の時の価額、交付数、その事業年度において

行使された数その他当該特定新株予約権又は

承継新株予約権の状況に関する明細書を当該

事業年度の確定申告書に添付しなければなら

ない。 

 

５ 内国法人が新株予約権（投資信託及び投資

法人に関する法律第二条第十七項（定義）に

規定する新投資口予約権を含む。以下この項

において同じ。）を発行する場合において、

その新株予約権と引換えに払い込まれる金銭

の額（金銭の払込みに代えて給付される金銭

以外の資産の価額及び相殺される債権の額を

含む。以下この項において同じ。）がその新

株予約権のその発行の時の価額に満たないと

き（その新株予約権を無償で発行したときを

含む。）、又はその新株予約権と引換えに払

い込まれる金銭の額がその新株予約権のその

発行の時の価額を超えるときは、その満たな

い部分の金額（その新株予約権を無償で発行

した場合には、その発行の時の価額）又はそ

の超える部分の金額に相当する金額は、その

内国法人の各事業年度の所得の金額の計算

上、損金の額又は益金の額に算入しない。 

 

６ 第四項に定めるもののほか、第一項から第

三項まで又は前項の規定の適用に関し必要な

事項は、政令で定める。 

 

 

法人税法施行令（抄） 

第十目 役員の給与等 

 

（定期同額給与の範囲等） 

第六十九条 法第三十四条第一項第一号（役員

給与の損金不算入）に規定する政令で定める

給与は、次に掲げる給与とする。 

 

一 法第三十四条第一項第一号に規定する定

期給与（以下第六項までにおいて「定期給

与」という。）で、次に掲げる改定（以下

この号において「給与改定」という。）が

された場合における当該事業年度開始の日

又は給与改定前の最後の支給時期の翌日か

ら給与改定後の最初の支給時期の前日又は

当該事業年度終了の日までの間の各支給時

期における支給額が同額であるもの 

 

イ 当該事業年度開始の日の属する会計期

間（法第十三条第一項（事業年度の意

義）に規定する会計期間をいう。以下こ

の条において同じ。）開始の日から三月

（次に掲げる法人にあつては、それぞれ

次に定める月数）を経過する日（イにお

いて「三月経過日等」という。）まで
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（定期給与の額の改定（継続して毎年所

定の時期にされるものに限る。）が三月

経過日等後にされることについて特別の

事情があると認められる場合にあつて

は、当該改定の時期）にされた定期給与

の額の改定 

 

（１） 法第七十五条の二第一項（確定申

告書の提出期限の延長の特例）の規定

の適用を受けている通算法人（（２）

に掲げる法人を除く。）のうち同項に

規定する定款等の定めにより各事業年

度終了の日の翌日から三月以内に当該

通算法人（会計監査人を置いているも

のに限る。）の当該各事業年度の決算

についての定時総会が招集されない常

況にあると認められる場合その他の財

務省令で定める場合に該当するもの 

四月 

 

（２） 法第七十五条の二第一項各号の指

定を受けている内国法人 その指定に

係る月数に二を加えた月数 

 

ロ 当該事業年度において当該内国法人の

役員の職制上の地位の変更、その役員の

職務の内容の重大な変更その他これらに

類するやむを得ない事情（第四項第二号

及び第五項第一号において「臨時改定事

由」という。）によりされたこれらの役

員に係る定期給与の額の改定（イに掲げ

る改定を除く。） 

 

ハ 当該事業年度において当該内国法人の

経営の状況が著しく悪化したことその他

これに類する理由（第五項第二号におい

て「業績悪化改定事由」という。）によ

りされた定期給与の額の改定（その定期

給与の額を減額した改定に限り、イ及び

ロに掲げる改定を除く。） 

 

二 継続的に供与される経済的な利益のう

ち、その供与される利益の額が毎月おおむ

ね一定であるもの 

 

２ 法第三十四条第一項第一号及び前項第一号

の規定の適用については、定期給与の各支給

時期における支給額から源泉税等の額（当該

定期給与について所得税法第二条第一項第四

十五号（定義）に規定する源泉徴収をされる

所得税の額、当該定期給与について地方税法

第一条第一項第九号（用語）に規定する特別

徴収をされる同項第四号に規定する地方税の

額、健康保険法第百六十七条第一項（保険料

の源泉控除）その他の法令の規定により当該

定期給与の額から控除される社会保険料（所

得税法第七十四条第二項（社会保険料控除）

に規定する社会保険料をいう。）の額その他

これらに類するものの額の合計額をいう。）

を控除した金額が同額である場合には、当該

定期給与の当該各支給時期における支給額

は、同額であるものとみなす。 

 

３ 法第三十四条第一項第二号イに規定する政

令で定めるものは、次に掲げるものとする。 

 

一 法第三十四条第一項第二号の役員の職務

につき株主総会、社員総会その他これらに

準ずるもの（次項第一号及び第五項第二号

において「株主総会等」という。）の決議

（当該職務の執行の開始の日から一月を経

過する日までにされるものに限る。）によ

り同条第一項第二号の定め（当該決議の日

から一月を経過する日までに、特定譲渡制

限付株式（法第五十四条第一項（譲渡制限

付株式を対価とする費用の帰属事業年度の
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特例）に規定する特定譲渡制限付株式をい

う。以下この項及び第八項において同

じ。）又は特定新株予約権（法第五十四条

の二第一項（新株予約権を対価とする費用

の帰属事業年度の特例等）に規定する特定

新株予約権をいう。以下この条において同

じ。）を交付する旨の定めに限る。）をし

た場合における当該定めに基づいて交付さ

れる特定譲渡制限付株式又は特定新株予約

権による給与 

 

二 特定譲渡制限付株式による給与が前号に

掲げる給与又は法第三十四条第一項第二号

イに定める要件を満たす給与に該当する場

合における当該特定譲渡制限付株式に係る

承継譲渡制限付株式（法第五十四条第一項

に規定する承継譲渡制限付株式をいう。）

による給与 

 

三 特定新株予約権による給与が第一号に掲

げる給与又は法第三十四条第一項第二号イ

に定める要件を満たす給与に該当する場合

における当該特定新株予約権に係る承継新

株予約権（法第五十四条の二第一項に規定

する承継新株予約権をいう。第十九項第一

号ロ及び第二十一項において同じ。）によ

る給与 

 

４ 法第三十四条第一項第二号イに規定する届

出は、第一号に掲げる日（第二号に規定する

臨時改定事由が生じた場合における同号の役

員の職務についてした同号の定めの内容に関

する届出については、次に掲げる日のうちい

ずれか遅い日。第七項において「届出期限」

という。）までに、財務省令で定める事項を

記載した書類をもつてしなければならない。 

 

一 株主総会等の決議により法第三十四条第

一項第二号の役員の職務につき同号の定め

をした場合における当該決議をした日（同

日がその職務の執行の開始の日後である場

合にあつては、当該開始の日）から一月を

経過する日（同日が当該開始の日の属する

会計期間開始の日から四月（第一項第一号

イ（１）に掲げる法人にあつては五月と

し、同号イ（２）に掲げる法人にあつては

その指定に係る月数に三を加えた月数とす

る。）を経過する日（以下この号において

「四月経過日等」という。）後である場合

には当該四月経過日等とし、新たに設立し

た内国法人がその役員のその設立の時に開

始する職務につき同条第一項第二号の定め

をした場合にはその設立の日以後二月を経

過する日とする。） 

 

二 臨時改定事由（当該臨時改定事由により

当該臨時改定事由に係る役員の職務につき

法第三十四条第一項第二号の定めをした場

合（当該役員の当該臨時改定事由が生ずる

直前の職務につき同号の定めがあつた場合

を除く。）における当該臨時改定事由に限

る。）が生じた日から一月を経過する日 

 

５ 法第三十四条第一項第二号に規定する定め

に基づいて支給する給与につき既に前項又は

この項の規定による届出（以下この項におい

て「直前届出」という。）をしている内国法

人が当該直前届出に係る定めの内容を変更す

る場合において、その変更が次の各号に掲げ

る事由に基因するものであるとき（第二号に

掲げる事由に基因する変更にあつては、当該

定めに基づく給与の支給額を減額し、又は交

付する株式（出資を含む。以下この条におい

て同じ。）若しくは新株予約権の数を減少さ

せるものであるときに限る。）は、当該変更

後の法第三十四条第一項第二号イに規定する
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定めの内容に関する届出は、前項の規定にか

かわらず、当該各号に掲げる事由の区分に応

じ当該各号に定める日（第七項において「変

更届出期限」という。）までに、財務省令で

定める事項を記載した書類をもつてしなけれ

ばならない。 

 

一 臨時改定事由 当該臨時改定事由が生じ

た日から一月を経過する日 

 

二 業績悪化改定事由 当該業績悪化改定事

由によりその定めの内容の変更に関する株

主総会等の決議をした日から一月を経過す

る日（当該変更前の当該直前届出に係る定

めに基づく給与の支給の日（当該決議をし

た日後最初に到来するものに限る。）が当

該一月を経過する日前にある場合には、当

該支給の日の前日） 

 

６ 法第三十四条第一項第二号イの場合におい

て、内国法人が同族会社に該当するかどうか

の判定は、当該内国法人が定期給与を支給し

ない役員の職務につき同号の定めをした日

（第四項第一号の新たに設立した内国法人が

同号に規定する設立の時に開始する職務につ

いてした同号の定めにあつては、同号の設立

の日）の現況による。 

 

７ 税務署長は、届出期限又は変更届出期限ま

でに法第三十四条第一項第二号イの届出がな

かつた場合においても、その届出がなかつた

ことについてやむを得ない事情があると認め

るときは、当該届出期限又は変更届出期限ま

でにその届出があつたものとして同項の規定

を適用することができる。 

 

８ 内国法人の役員の職務につき、確定した額

に相当する法第三十四条第一項第二号ロに規

定する適格株式又は同号ハに規定する適格新

株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給

する給与（確定した額の金銭債権に係る特定

譲渡制限付株式又は特定新株予約権を交付す

る旨の定めに基づいて支給する給与を除

く。）は、確定した額の金銭を交付する旨の

定めに基づいて支給する給与に該当するもの

として、同号の規定を適用する。 

 

９ 法第三十四条第一項第三号に規定する政令

で定める役員は、同号イの算定方法について

の第十六項各号又は第十七項各号に掲げる手

続の終了の日において次に掲げる役員に該当

する者とする。 

 

一 会社法第三百六十三条第一項各号（取締

役会設置会社の取締役の権限）に掲げる取

締役 

 

二 会社法第四百十八条（執行役の権限）の

執行役 

 

三 前二号に掲げる役員に準ずる役員 

 

１０ 法第三十四条第一項第三号イに規定する

利益に関する指標として政令で定めるもの

は、次に掲げる指標（第二号から第五号まで

に掲げる指標にあつては、利益に関するもの

に限る。）とする。 

 

一 法第三十四条第一項第三号イに規定する

職務執行期間開始日以後に終了する事業年

度（以下この項及び第十二項において「対

象事業年度」という。）における有価証券

報告書（同号イに規定する有価証券報告書

をいう。以下第十二項までにおいて同

じ。）に記載されるべき利益の額 
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二 前号に掲げる指標の数値に対象事業年度

における減価償却費の額、支払利息の額そ

の他の有価証券報告書に記載されるべき費

用の額を加算し、又は当該指標の数値から

対象事業年度における受取利息の額その他

の有価証券報告書に記載されるべき収益の

額を減算して得た額 

 

三 前二号に掲げる指標の数値の次に掲げる

金額のうちに占める割合又は当該指標の数

値を対象事業年度における有価証券報告書

に記載されるべき発行済株式（自己が有す

る自己の株式を除く。次項第三号及び第四

号において同じ。）の総数で除して得た額 

 

イ 対象事業年度における売上高の額その

他の有価証券報告書に記載されるべき収

益の額又は対象事業年度における支払利

息の額その他の有価証券報告書に記載さ

れるべき費用の額 

 

ロ 貸借対照表に計上されている総資産の

帳簿価額 

 

ハ ロに掲げる金額から貸借対照表に計上

されている総負債（新株予約権及び株式

引受権に係る義務を含む。）の帳簿価額

を控除した金額 

 

四 前三号に掲げる指標の数値が対象事業年

度前の事業年度の当該指標に相当する指標

の数値その他の対象事業年度において目標

とする指標の数値であつて既に確定してい

るもの（以下この号において「確定値」と

いう。）を上回る数値又は前三号に掲げる

指標の数値の確定値に対する比率 

 

五 前各号に掲げる指標に準ずる指標 

 

１１ 法第三十四条第一項第三号イに規定する

株式の市場価格に関する指標として政令で定

めるものは、次に掲げる指標とする。 

 

一 法第三十四条第一項第三号イに規定する

所定の期間又は所定の日における株式（同

号に規定する内国法人又は当該内国法人と

の間に完全支配関係がある法人の株式に限

る。第四号において同じ。）の市場価格又

はその平均値 

 

二 前号に掲げる指標の数値が確定値（同号

に規定する所定の期間以前の期間又は同号

に規定する所定の日以前の日における次に

掲げる指標の数値その他の目標とする指標

の数値であつて既に確定しているものをい

う。以下この号において同じ。）を上回る

数値又は前号に掲げる指標の数値の確定値

に対する比率 

 

イ 前号に掲げる指標に相当する指標の数

値 

 

ロ 金融商品取引法第二条第十六項（定

義）に規定する金融商品取引所に上場さ

れている株式について多数の銘柄の価格

の水準を総合的に表した指標の数値 

 

三 第一号に掲げる指標の数値に同号に規定

する所定の期間又は所定の日の属する事業

年度における有価証券報告書に記載される

べき発行済株式の総数を乗じて得た額 

 

四 法第三十四条第一項第三号イに規定する

所定の期間又は所定の日における株式の市

場価格又はその平均値が確定値（当該所定

の期間以前の期間又は当該所定の日以前の
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日における当該株式の市場価格の数値で既

に確定しているものをいう。以下この号に

おいて同じ。）を上回る数値と当該所定の

期間開始の日又は当該所定の日以後に終了

する事業年度の有価証券報告書に記載され

るべき支払配当の額を発行済株式の総数で

除して得た数値とを合計した数値の当該確

定値に対する比率 

 

五 前各号に掲げる指標に準ずる指標 

 

１２ 法第三十四条第一項第三号イに規定する

売上高に関する指標として政令で定めるもの

は、次に掲げる指標とする。 

 

一 対象事業年度における有価証券報告書に

記載されるべき売上高の額 

 

二 前号に掲げる指標の数値から対象事業年

度における有価証券報告書に記載されるべ

き費用の額を減算して得た額 

 

三 前二号に掲げる指標の数値が対象事業年

度前の事業年度の当該指標に相当する指標

の数値その他の対象事業年度において目標

とする指標の数値であつて既に確定してい

るもの（以下この号において「確定値」と

いう。）を上回る数値又は前二号に掲げる

指標の数値の確定値に対する比率 

 

四 前三号に掲げる指標に準ずる指標 

 

１３ 法第三十四条第一項第三号イ（２）に規

定する政令で定める日は、同号イに規定する

職務執行期間開始日の属する会計期間開始の

日から三月（第一項第一号イ（１）に掲げる

法人にあつては四月とし、同号イ（２）に掲

げる法人にあつてはその指定に係る月数に二

を加えた月数とする。）を経過する日とす

る。 

 

１４ 法第三十四条第一項第三号イ（２）に規

定する政令で定める者は、会社法第二条第十

五号（定義）に規定する社外取締役である独

立職務執行者とする。 

 

１５ 法第三十四条第一項第三号イ（２）に規

定する政令で定める特殊の関係のある者は、

次に掲げる者とする。 

 

一 法第三十四条第一項第三号に規定する業

務執行役員（以下第十七項までにおいて

「業務執行役員」という。）の親族 

 

二 業務執行役員と婚姻の届出をしていない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

 

三 業務執行役員（個人である業務執行役員

に限る。次号において同じ。）の使用人 

 

四 前三号に掲げる者以外の者で業務執行役

員から受ける金銭その他の資産によつて生

計を維持しているもの 

 

五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれ

らの者の親族 

 

１６ 法第三十四条第一項第三号に規定する内

国法人が同族会社でない場合における同号イ

（２）に規定する政令で定める適正な手続

は、次に掲げるものとする。 

 

一 当該内国法人の会社法第四百四条第三項

（指名委員会等の権限等）の報酬委員会

（以下第十八項までにおいて「報酬委員

会」という。）の決定であつて次に掲げる
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要件の全てを満たすもの 

 

イ 当該報酬委員会の委員の過半数が当該

内国法人の独立社外取締役（法第三十四

条第一項第三号イ（２）に規定する独立

社外取締役をいう。以下この項及び次項

において同じ。）であること。 

 

ロ 当該内国法人の業務執行役員に係る法

第三十四条第一項第三号イ（２）に規定

する特殊の関係のある者（第三号ロ及び

次項において「特殊関係者」という。）

が当該報酬委員会の委員でないこと。 

 

ハ 当該報酬委員会の委員である独立社外

取締役の全員が当該決定に係る当該報酬

委員会の決議に賛成していること。 

 

二 当該内国法人（指名委員会等設置会社を

除く。）の株主総会の決議による決定 

 

三 当該内国法人（指名委員会等設置会社を

除く。）の報酬諮問委員会（取締役会の諮

問に応じ、当該内国法人の業務執行役員の

個人別の給与の内容を調査審議し、及びこ

れに関し必要と認める意見を取締役会に述

べることができる三以上の委員から構成さ

れる合議体をいう。以下この号において同

じ。）に対する諮問その他の手続を経た取

締役会の決議による決定であつて次に掲げ

る要件の全てを満たすもの 

 

イ 当該報酬諮問委員会の委員の過半数が

当該内国法人の独立社外取締役（当該内

国法人の会社法第二条第十六号に規定す

る社外監査役（次項第二号イにおいて

「社外監査役」という。）である独立職

務執行者を含む。ハにおいて「独立社外

取締役等」という。）であること。 

 

ロ 当該内国法人の業務執行役員に係る特

殊関係者が当該報酬諮問委員会の委員で

ないこと。 

 

ハ 当該報酬諮問委員会の委員である独立

社外取締役等の全員が当該諮問に対する

当該報酬諮問委員会の意見に係る決議に

賛成していること。 

 

ニ 当該決定に係る給与の支給を受ける業

務執行役員がハの決議に参加していない

こと。 

 

四 前三号に掲げる手続に準ずる手続 

 

１７ 法第三十四条第一項第三号に規定する内

国法人が同族会社である場合における同号イ

（２）に規定する政令で定める適正な手続

は、次に掲げるものとする。 

 

一 当該内国法人との間に完全支配関係があ

る法人（同族会社を除く。以下この号及び

次号において「完全支配関係法人」とい

う。）の報酬委員会の決定（次に掲げる要

件の全てを満たす場合における当該決定に

限る。）に従つてする当該内国法人の株主

総会又は取締役会の決議による決定 

 

イ 当該報酬委員会の委員の過半数が当該

完全支配関係法人の独立社外取締役であ

ること。 

 

ロ 次に掲げる者（当該完全支配関係法人

の業務執行役員を除く。）が当該報酬委

員会の委員でないこと。 
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（１） 当該内国法人の業務執行役員 

 

（２） 当該内国法人又は当該完全支配関

係法人の業務執行役員に係る特殊関係者 

 

  ハ 当該報酬委員会の委員である当該完全

支配関係法人の独立社外取締役の全員が

当該報酬委員会の決定に係る決議に賛成

していること。 

 

二 完全支配関係法人（指名委員会等設置会

社を除く。）の報酬諮問委員会（取締役会

の諮問に応じ、当該完全支配関係法人及び

当該内国法人の業務執行役員の個人別の給

与の内容を調査審議し、並びにこれに関し

必要と認める意見を取締役会に述べること

ができる三以上の委員から構成される合議

体をいう。以下この号において同じ。）に

対する諮問その他の手続を経た当該完全支

配関係法人の取締役会の決議による決定

（次に掲げる要件の全てを満たす場合にお

ける当該決定に限る。）に従つてする当該

内国法人の株主総会又は取締役会の決議に

よる決定 

 

イ 当該報酬諮問委員会の委員の過半数が

当該完全支配関係法人の独立社外取締役

（当該完全支配関係法人の社外監査役で

ある独立職務執行者を含む。ハにおいて

「独立社外取締役等」という。）である

こと。 

 

ロ 次に掲げる者（当該完全支配関係法人

の業務執行役員を除く。）が当該報酬諮

問委員会の委員でないこと。 

 

（１） 当該内国法人の業務執行役員 

 

（２） 当該内国法人又は当該完全支配関

係法人の業務執行役員に係る特殊関係者 

 

ハ 当該報酬諮問委員会の委員である当該

完全支配関係法人の独立社外取締役等の

全員が当該諮問に対する当該報酬諮問委

員会の意見に係る決議に賛成しているこ

と。 

 

ニ 当該完全支配関係法人の取締役会の決

議による決定に係る給与の支給を受ける

業務執行役員がハの決議に参加していな

いこと。 

 

三 前第二号に掲げる手続に準ずる手続 

 

１８ 第十四項、第十六項第三号イ及び前項第

二号イに規定する独立職務執行者とは、報酬

委員会又は第十六項第三号若しくは前項第二

号に規定する報酬諮問委員会を置く法人（以

下この項において「設置法人」という。）の

取締役又は監査役のうち、次に掲げる者のい

ずれにも該当しないものをいう。 

 

一 法第三十四条第一項第三号イの算定方法

についての第十六項各号又は前項各号に掲

げる手続の終了の日の属する同条第一項第

三号に規定する内国法人の会計期間開始の

日の一年前の日から当該手続の終了の日ま

での期間内のいずれかの時において次に掲

げる者に該当する者 

 

イ 当該設置法人の主要な取引先である者

又はその者の業務執行者（業務を執行す

る者として財務省令で定めるものをい

う。以下この項において同じ。） 

 

ロ 当該設置法人を主要な取引先とする者
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又はその者の業務執行者 

 

二 前号に規定する期間内のいずれかの時に

おいて次に掲げる者に該当する者の配偶者

又は二親等以内の親族（ハ又はホに掲げる

者に該当する者の配偶者又は二親等以内の

親族にあつては、同号に規定する終了の日

において当該設置法人の監査役であるもの

に限る。） 

 

イ 前号イ又はロに掲げる者（業務執行者

にあつては、財務省令で定めるものを除

く。） 

 

ロ 当該設置法人の業務執行者（イに規定

する財務省令で定めるものを除く。ニに

おいて同じ。） 

 

ハ 当該設置法人の業務執行者以外の取締

役又は会計参与（会計参与が法人である

場合には、その職務を行うべき社員。ホ

において同じ。） 

 

ニ 当該設置法人による支配関係がある法

人の業務執行者 

 

ホ 当該設置法人による支配関係がある法

人の業務執行者以外の取締役又は会計参

与 

 

三 法第三十四条第一項第三号イの算定方

法についての第十六項各号又は前項各号

に掲げる手続の終了の日の属する同条第

一項第三号に規定する内国法人の会計期

間開始の日の十年前の日から当該手続の

終了の日までの期間内のいずれかの時に

おいて次に掲げる者に該当する者（ロに

掲げる者に該当する者にあつては、同日

において当該設置法人の監査役であるも

のに限る。） 

 

イ 当該設置法人と当該設置法人以外の

法人との間に当該法人による支配関係

がある場合の当該法人（ロ及びハにお

いて「親法人」という。）の業務執行

者又は業務執行者以外の取締役 

 

ロ 親法人の監査役 

 

ハ 当該設置法人との間に支配関係があ

る法人（親法人及び当該設置法人によ

る支配関係がある法人を除く。）の業

務執行者 

 

四 前号に規定する期間内のいずれかの時に

おいて次に掲げる者に該当する者の配偶者

又は二親等以内の親族（ロに掲げる者に該

当する者の配偶者又は二親等以内の親族に

あつては、同号に規定する終了の日におい

て当該設置法人の監査役であるものに限

る。） 

 

イ 前号イ又はハに掲げる者（業務執行者

にあつては、第二号イに規定する財務省

令で定めるものを除く。） 

 

ロ 前号ロに掲げる者 

 

１９ 法第三十四条第一項第三号ロに規定する

政令で定める要件は、次に掲げる要件とす

る。 

 

一 次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次

に定める要件 

 

イ ロに掲げる給与以外の給与 次に掲げ
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る給与の区分に応じそれぞれ次に定める

日（次に掲げる給与で二以上のもの（そ

の給与に係る職務を執行する期間が同一

であるものに限る。）が合わせて支給さ

れる場合には、それぞれの給与に係る次

に定める日のうち最も遅い日）までに交

付され、又は交付される見込みであるこ

と。 

 

（１） 金銭による給与 当該金銭の額

の算定の基礎とした法第三十四条第一

項第三号イに規定する利益の状況を示

す指標、株式の市場価格の状況を示す

指標又は売上高の状況を示す指標

（（２）において「業績連動指標」と

いう。）の数値が確定した日の翌日か

ら一月を経過する日 

 

（２） 株式又は新株予約権による給与 

当該株式又は新株予約権の数の算定の

基礎とした業績連動指標の数値が確定

した日の翌日から二月を経過する日 

 

ロ 特定新株予約権又は承継新株予約権に

よる給与で、無償で取得され、又は消滅

する新株予約権の数が役務の提供期間以

外の事由により変動するもの 当該特定

新株予約権又は当該承継新株予約権に係

る特定新株予約権が第十六項各号又は第

十七項各号に掲げる手続の終了の日の翌

日から一月を経過する日までに交付され

ること。 

 

二 損金経理をしていること（法第三十四条

第一項第三号の給与の見込額として損金経

理により引当金勘定に繰り入れた金額を取

り崩す方法により経理していることを含

む。）。 

 

２０ 法第三十四条第一項第三号の場合におい

て、内国法人が同号の同族会社以外の法人と

の間に当該法人による完全支配関係があるも

のに該当するかどうかの判定及び同号イ

（２）に規定する独立社外取締役、第十六項

第三号イに規定する独立社外取締役等又は第

十七項第二号イに規定する独立社外取締役等

に該当するかどうかの判定は、第十六項各号

又は第十七項各号に掲げる手続の終了の日の

現況による。 

 

２１ 法第三十四条第一項第三号の給与（特定

新株予約権によるものに限る。）に係る算定

方法が同号イ（２）及び（３）に掲げる要件

を満たす場合には、当該特定新株予約権に係

る承継新株予約権による給与に係る算定方法

は、当該要件を満たすものとする。 

 

 

（関係法人の範囲） 

第七十一条の二 法第三十四条第七項（役員給

与の損金不算入）に規定する政令で定める法

人は、同条第一項の内国法人の役員の職務に

つき支給する給与（株式（出資を含む。以下

この条において同じ。）又は新株予約権によ

るものに限る。）に係る第六十九条第三項第

一号（定期同額給与の範囲等）に規定する株

主総会等の決議をする日（同条第十六項各号

又は第十七項各号に掲げる手続が行われる場

合には、当該手続の終了の日。以下この条に

おいて「決議日」という。）において、当該

決議日から当該株式又は新株予約権を交付す

る日（法第五十四条第一項（譲渡制限付株式

を対価とする費用の帰属事業年度の特例）に

規定する特定譲渡制限付株式にあつては当該

特定譲渡制限付株式に係る譲渡についての制

限が解除される日とし、法第五十四条の二第
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一項（新株予約権を対価とする費用の帰属事

業年度の特例等）に規定する特定新株予約権

にあつては当該特定新株予約権の行使が可能

となる日とする。）までの間、当該内国法人

と当該内国法人以外の法人との間に当該法人

による支配関係が継続することが見込まれて

いる場合の当該法人とする。 

 

 

（確定した数の株式を交付する旨の定めに基づ

いて支給する給与に係る費用の額等） 

第七十一条の三 内国法人の役員の職務につ

き、所定の時期に、確定した数の株式（出資

を含む。以下この条において同じ。）又は新

株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給

する給与（法第三十四条第一項第一号（役員

給与の損金不算入）に規定する定期同額給

与、同条第五項に規定する業績連動給与及び

第六十九条第三項各号（定期同額給与の範囲

等）に掲げる給与を除く。以下この条におい

て「確定数給与」という。）の支給として行

う株式又は新株予約権の交付が正常な取引条

件で行われた場合には、当該確定数給与に係

る費用の額は、法第五十四条第一項（譲渡制

限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の

特例）に規定する特定譲渡制限付株式若しく

は承継譲渡制限付株式又は法第五十四条の二

第一項（新株予約権を対価とする費用の帰属

事業年度の特例等）に規定する特定新株予約

権若しくは承継新株予約権による給与を除

き、その交付した株式又は新株予約権と銘柄

を同じくする株式又は新株予約権の当該定め

をした日における一単位当たりの価額にその

交付した数を乗じて計算した金額（その交付

に際してその役員から払い込まれる金銭の額

及び給付を受ける金銭以外の資産（その職務

につきその役員に生ずる債権を除く。）の価

額を除く。次項において「交付決議時価額」

という。）に相当する金額とする。 

 

２ 確定数給与の支給として行う株式又は新株

予約権の交付（正常な取引条件で行われたも

のに限る。）に係る法第六十一条の二第一項

（有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損

金算入）の規定又は第八条第一項（資本金等

の額）の規定の適用については、法第六十一

条の二第一項第一号に掲げる金額又は第八条

第一項第一号に規定する対価の額若しくは同

項第一号の二に規定する費用の額は、交付決

議時価額に相当する金額とする。 

 

 

（譲渡制限付株式の範囲等） 

第百十一条の二 法第五十四条第一項（譲渡制

限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の

特例）に規定する政令で定める株式は、次に

掲げる要件に該当する株式（出資を含む。第

二号において同じ。）とする。 

 

一 譲渡（担保権の設定その他の処分を含

む。）についての制限がされており、か

つ、当該譲渡についての制限に係る期間

（次号において「譲渡制限期間」とい

う。）が設けられていること。 

 

二 法第五十四条第一項の個人から役務の提

供を受ける内国法人又はその株式を発行

し、若しくは同項の個人に交付した法人が

その株式を無償で取得することとなる事由

（その株式の交付を受けた同項の個人が譲

渡制限期間内の所定の期間勤務を継続しな

いこと若しくは当該個人の勤務実績が良好

でないことその他の当該個人の勤務の状況

に基づく事由又はこれらの法人の業績があ

らかじめ定めた基準に達しないことその他

のこれらの法人の業績その他の指標の状況
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に基づく事由に限る。）が定められている

こと。 

 

２ 法第五十四条第一項に規定する政令で定め

る譲渡制限付株式は、次に掲げるものとす

る。 

 

一 合併により当該合併に係る被合併法人の

特定譲渡制限付株式（法第五十四条第一項

に規定する特定譲渡制限付株式をいう。次

号及び第四項において同じ。）を有する者

に対し交付される当該合併に係る合併法人

の同条第一項に規定する譲渡制限付株式

（以下この項及び第四項において「譲渡制

限付株式」という。）又は当該合併の直前

に当該合併に係る合併法人と当該合併法人

以外の法人との間に当該法人による完全支

配関係がある場合における当該法人の譲渡

制限付株式 

 

二 分割型分割により当該分割型分割に係る

分割法人の特定譲渡制限付株式を有する者

に対し交付される当該分割型分割に係る分

割承継法人の譲渡制限付株式又は当該分割

型分割の直前に当該分割型分割に係る分割

承継法人と当該分割承継法人以外の法人と

の間に当該法人による完全支配関係がある

場合における当該法人の譲渡制限付株式 

 

３ 法第五十四条第一項に規定する政令で定め

る所得は、所得税法に規定する給与所得、事

業所得、退職所得及び雑所得（同項の個人が

同法第二条第一項第五号（定義）に規定する

非居住者である場合には、当該個人が同項第

三号に規定する居住者であるとしたときにお

けるこれらの所得）とする。 

 

４ 特定譲渡制限付株式の交付が正常な取引条

件で行われた場合には、法第五十四条第一項

の役務の提供に係る費用の額は、当該特定譲

渡制限付株式と引換えに給付された債権その

他その役務の提供をする者に当該特定譲渡制

限付株式が交付されたことに伴つて消滅した

債権（同項の役務の提供の対価として同項の

個人に生ずる債権に限る。以下この項におい

て「消滅債権」という。） の額（次の各号

に掲げる場合には、当該各号に定める金額。

以下この項において同じ。）に相当する金額

（当該特定譲渡制限付株式につき第二項各号

に掲げる譲渡制限付株式が交付された場合に

は、当該各号の特定譲渡制限付株式に係る消

滅債権の額に相当する金額）とする。 

 

一 その特定譲渡制限付株式に係る消滅債権

がない場合（次号に掲げる場合を除く。） 

その特定譲渡制限付株式の交付された時の価

額 

 

二 その特定譲渡制限付株式が第七十一条の

三第一項（確定した数の株式を交付する旨の

定めに基づいて支給する給与に係る費用の額

等）に規定する確定数給与の支給として交付

されたものである場合 同項に規定する交付

決議時価額 

 

５ 第二項第二号の分割型分割に伴い法第五十

四条第一項に規定する給与等課税額が生ずる

場合の前項の費用の額の計算その他前各項の

規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で

定める。 

 

 

（譲渡制限付新株予約権の範囲等） 

第百十一条の三 法第五十四条の二第一項（新

株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の

特例等）に規定する政令で定める新株予約権
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は、所得税法施行令第八十四条第三項（譲渡

制限付株式の価額等）に規定する権利の譲渡

についての制限その他特別の条件が付されて

いるものとする。 

 

２ 法第五十四条の二第一項に規定する政令で

定める所得は、所得税法に規定する給与所

得、事業所得、退職所得及び雑所得（同項の

個人が同法第二条第一項第五号（定義）に規

定する非居住者である場合には、当該個人が

同項第三号に規定する居住者であるとしたと

きにおけるこれらの所得）とする。 

 

３ 特定新株予約権（法第五十四条の二第一項

に規定する特定新株予約権をいう。以下この

項において同じ。）の交付が正常な取引条件

で行われた場合には、同条第一項の役務の提

供に係る費用の額は、当該特定新株予約権の

交付された時の価額（第七十一条の三第一項

（確定した数の株式を交付する旨の定めに基

づいて支給する給与に係る費用の額等）に規

定する確定数給与にあつては、同項に規定す

る交付決議時価額。以下この項及び第五項に

おいて同じ。）に相当する金額（当該特定新

株予約権につき承継新株予約権（法第五十四

条の二第一項に規定する承継新株予約権をい

う。以下この項において同じ。）が交付され

た場合には、次の各号に掲げる新株予約権の

区分に応じ当該各号に定める金額）とする。 

 

一 合併又は分割に係る承継新株予約権 当

該承継新株予約権に係る特定新株予約権の法

第五十四条の二第一項の個人に交付された時

の価額に相当する金額 

 

二 株式交換又は株式移転に係る承継新株予

約権 当該承継新株予約権に係る特定新株予

約権の法第五十四条の二第一項の個人に交付

された時の価額に相当する金額に、その交付

の日から当該承継新株予約権の行使が可能と

なる日までの期間の月数のうちに当該株式交

換又は株式移転の日から当該行使が可能とな

る日までの期間の月数の占める割合を乗じて

計算した金額 

 

三 株式交換又は株式移転により消滅した特

定新株予約権（その行使が可能となる日前に

消滅したものに限る。） 当該特定新株予約

権の法第五十四条の二第一項の個人に交付さ

れた時の価額に相当する金額に、その交付の

日から当該特定新株予約権の行使が可能とな

る日までの期間の月数のうちに当該交付の日

から当該株式交換又は株式移転の日の前日ま

での期間の月数の占める割合を乗じて計算し

た金額 

 

４ 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に

満たない端数を生じたときは、これを一月と

する。 

 

５ 第三項の特定新株予約権の交付された時の

価額には、法第五十四条の二第一項の個人か

ら払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金

銭以外の資産（同項第一号の債権を除く。）

の価額を含まないものとする。 

 

 

法人税法施行規則（抄） 

 

 第三款の三 役員の給与等 

 

第二十二条の三 令第六十九条第一項第一号イ

（１）（定期同額給与の範囲等）に規定する財

務省令で定める場合は、次に掲げる場合とす

る。 
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一 法第七十五条の二第一項（確定申告書の

提出期限の延長の特例）に規定する定款等の

定めにより各事業年度終了の日の翌日から三

月以内に当該通算法人（会計監査人を置いて

いるものに限る。）の当該各事業年度の決算に

ついての定時総会が招集されない常況にある

と認められる場合 

 

二 当該通算法人に特別の事情があることに

より各事業年度終了の日の翌日から三月以内

に当該通算法人の当該各事業年度の決算につ

いての定時総会が招集されない常況にあるこ

とその他やむを得ない事情があると認められ

る場合 

 

２ 令第六十九条第四項に規定する財務省令で

定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 

一 届出をする内国法人の名称、納税地及び

法人番号並びに代表者の氏名 

 

二 法第三十四条第一項第二号（役員給与の

損金不算入）に規定する定めに基づいて支給

する給与で同項第一号に規定する定期同額給

与及び同条第五項に規定する業績連動給与の

いずれにも該当しないもの（同条第一項第二

号イに規定する定期給与を支給しない役員に

対して支給する給与及び令第六十九条第三項

各号に掲げる給与を除く。以下この項におい

て「事前確定届出給与」という。）の支給の対

象となる者（第八号において「事前確定届出

給与対象者」という。）の氏名及び役職名 

 

三 事前確定届出給与の支給時期並びに各支

給時期における支給額又は交付する株式若し

くは新株予約権の銘柄、次に掲げる場合の区

分に応じそれぞれ次に定める事項及び条件そ

の他の内容 

 

イ 令第七十一条の三第一項（確定した数

の株式を交付する旨の定めに基づいて支給

する給与に係る費用の額等）に規定する確

定数給与に該当する場合 その交付する数

及び同項に規定する交付決議時価額 

 

ロ 内国法人の役員の職務につき、所定の

時期に、確定した額の金銭債権に係る法第

五十四条第一項（譲渡制限付株式を対価と

する費用の帰属事業年度の特例）に規定す

る特定譲渡制限付株式又は法第五十四条の

二第一項（新株予約権を対価とする費用の

帰属事業年度の特例等）に規定する特定新

株予約権を交付する旨の定めに基づいて支

給する給与に該当する場合 当該金銭債権

の額 

 

四 令第六十九条第四項第一号の決議をした

日及び当該決議をした機関等 

 

五 事前確定届出給与に係る職務の執行の開

始の日（令第六十九条第四項第二号に規定す

る臨時改定事由が生じた場合における同号の

役員の職務についてした同号の定めの内容に

関する届出で同項第一号に掲げる日の翌日か

ら同項第二号に掲げる日までの間にするもの

については、当該臨時改定事由の概要及び当

該臨時改定事由が生じた日） 

 

六 第一号の内国法人が令第六十九条第一項

第一号イ（１）に掲げる法人である場合には、

前項第一号に規定する定款等の定め又は同項

第二号の特別の事情若しくはやむを得ない事

情の内容 

 

七 事前確定届出給与につき法第三十四条第

一項第一号に規定する定期同額給与による支
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給としない理由及び当該事前確定届出給与の

支給時期を第三号の支給時期とした理由 

 

八 事前確定届出給与に係る職務を執行する

期間内の日の属する法第十三条第一項（事業

年度の意義）に規定する会計期間において事

前確定届出給与対象者に対して事前確定届出

給与と事前確定届出給与以外の給与（法第三

十四条第一項に規定する役員に対して支給す

る給与をいい、令第六十九条第三項各号に掲

げる給与を除く。以下この号及び次項におい

て同じ。）とを支給する場合における当該事前

確定届出給与以外の給与の支給時期及び各支

給時期における支給額（法第三十四条第五項

に規定する業績連動給与又は金銭以外の資産

による給与にあつては、その概要） 

 

九 その他参考となるべき事項 

 

３ 令第六十九条第五項に規定する財務省令で

定める事項は、第一号に掲げる事項及び同項

各号に掲げる事由に基因してその内容の変更

がされた法第三十四条第一項第二号の定めに

基づく給与（同項第一号に規定する定期同額

給与を除く。）の支給の対象となる者（直前届

出（令第六十九条第五項に規定する直前届出

をいう。第七号において同じ。）に係る者に限

る。）ごとの第二号から第八号までに掲げる事

項とする。 

 

一 届出をする内国法人の名称、納税地及び

法人番号並びに代表者の氏名 

 

二 その氏名及び役職名（当該事由に基因し

てその役職が変更された場合には、当該変更

後の役職名） 

 

三 当該変更後の当該給与の支給時期並びに

各支給時期における支給額又は交付する株式

若しくは新株予約権の銘柄、前項第三号イ若

しくはロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ

同号イ若しくはロに定める事項及び条件その

他の内容 

 

四 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次

に定める事項 

 

イ 当該変更が令第六十九条第五項第一号

に掲げる臨時改定事由に基因するものであ

る場合 当該臨時改定事由の概要及び当該

臨時改定事由が生じた日 

 

ロ 当該変更が令第六十九条第五項第二号

に掲げる業績悪化改定事由に基因するもの

である場合 同号の決議をした日及び同号

に規定する支給の日 

 

五 当該変更を行つた機関等 

 

六 当該変更前の当該給与の支給時期が当該

変更後の当該給与の支給時期と異なる場合に

は、当該変更後の当該給与の支給時期を第三

号の支給時期とした理由 

 

七 当該直前届出に係る届出書の提出をした

日 

 

八 その他参考となるべき事項 

 

４ 令第六十九条第十八項第一号イに規定する

財務省令で定めるものは、会社法施行規則（平

成十八年法務省令第十二号）第二条第三項第

六号（定義）に規定する業務執行者とする。 

 

５ 令第六十九条第十八項第二号イに規定する

財務省令で定めるものは、会社法施行規則第
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二条第三項第六号ハに掲げる者のうち重要な

使用人でないものとする。 

 

６ 法第三十四条第一項第三号イ（３）に規定

する財務省令で定める方法は、次に掲げる方

法とする。 

 

一 金融商品取引法第二十四条の四の七第一

項（四半期報告書の提出）に規定する四半期

報告書に記載する方法 

 

二 金融商品取引法第二十四条の五第一項

（半期報告書及び臨時報告書の提出）に規定

する半期報告書に記載する方法 

 

三 金融商品取引法第二十四条の五第四項に

規定する臨時報告書に記載する方法 

 

四 金融商品取引所等に関する内閣府令（平

成十九年内閣府令第五十四号）第六十三条第

二項第三号（認可を要する業務規程に係る事

項）に掲げる事項を定めた金融商品取引法第

二条第十六項（定義）に規定する金融商品取

引所の業務規程又はその細則を委ねた規則に

規定する方法に基づいて行う当該事項に係る

開示による方法 

 

７ 法第三十四条第一項第三号に規定する内国

法人が同族会社である場合における同号イ

（３）の規定の適用については、同号イに規

定する有価証券報告書又は前項第一号から第

三号までに規定する報告書は当該内国法人と

の間に完全支配関係がある法人（同族会社を

除く。以下この項において「完全支配関係法

人」という。）が提出するこれらの報告書とし、

前項第四号に規定する開示は完全支配関係法

人が行う開示とする。 

 

 

第六款の二 譲渡制限付株式を対価とする費用 

 

第二十五条の九 令第百十一条の二第二項第二

号（譲渡制限付株式の範囲等）の分割型分割

（承継譲渡制限付株式（法第五十四条第一項

（譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事

業年度の特例）に規定する承継譲渡制限付株

式をいう。以下この条において同じ。）が交付

されるものに限る。）に伴い、当該分割型分割

に係る分割法人の特定譲渡制限付株式（法第

五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株

式をいう。以下この条において同じ。）につき

法第五十四条第一項に規定する給与等課税額

が生ずることが確定した場合には、当該特定

譲渡制限付株式に係る令第百十一条の二第四

項に規定する費用の額は、当該特定譲渡制限

付株式に係る同項に規定する消滅債権の額

（同項各号に掲げる場合には、当該各号に定

める金額）に相当する金額に第一号に掲げる

割合を乗じて計算した金額と当該相当する金

額から当該計算した金額を控除した金額に第

二号に掲げる割合を乗じて計算した金額との

合計額その他の合理的な方法により計算した

金額とし、当該承継譲渡制限付株式に係る同

項に規定する費用の額は、当該消滅債権の額

に相当する金額から当該合理的な方法により

計算した金額を控除した金額とする。 

 

一 一から当該分割型分割に係る令第二十三

条第一項第二号（所有株式に対応する資本金

等の額の計算方法等）に規定する割合を控除

した割合 

 

二 当該特定譲渡制限付株式の交付の日から

当該承継譲渡制限付株式に係る令第百十一条

の二第一項第一号に規定する譲渡制限期間終

了の日までの期間の日数のうちに当該交付の
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日から当該分割型分割の日の前日までの期間

の日数の占める割合 

 

 

所得税法施行令（抄） 

 

（譲渡制限付株式の価額等） 

第八十四条 個人が法人に対して役務の提供を

した場合において、当該役務の提供の対価と

して譲渡制限付株式であつて次に掲げる要件

に該当するもの（以下この項において「特定

譲渡制限付株式」という。）が当該個人に交付

されたとき（合併又は前条第五項第三号に規

定する分割型分割に際し当該合併又は分割型

分割に係る同項第二号に規定する被合併法人

又は同項第四号に規定する分割法人の当該特

定譲渡制限付株式を有する者に対し交付され

る当該合併又は分割型分割に係る同項第一号

に規定する合併法人又は同項第五号に規定す

る分割承継法人の譲渡制限付株式その他の財

務省令で定める譲渡制限付株式（以下この項

において「承継譲渡制限付株式」という。）が

当該個人に交付されたときを含む。）における

当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付

株式に係る法第三十六条第二項（収入金額）

の価額は、当該特定譲渡制限付株式又は承継

譲渡制限付株式の譲渡（担保権の設定その他

の処分を含む。次項第一号において同じ。）に

ついての制限が解除された日（同日前に当該

個人が死亡した場合において、当該個人の死

亡の時に次項第二号に規定する事由に該当し

ないことが確定している当該特定譲渡制限付

株式又は承継譲渡制限付株式については、当

該個人の死亡の日）における価額とする。 

 

一 当該譲渡制限付株式が当該役務の提供の

対価として当該個人に生ずる債権の給付と

引換えに当該個人に交付されるものである

こと。 

 

二 前号に掲げるもののほか、当該譲渡制限

付株式が実質的に当該役務の提供の対価と

認められるものであること。 

 

２ 前項に規定する譲渡制限付株式とは、次に

掲げる要件に該当する株式（出資、投資信託

及び投資法人に関する法律第二条第十四項

（定義）に規定する投資口その他これらに準

ずるものを含む。以下この条において同じ。）

をいう。 

 

一 譲渡についての制限がされており、かつ、

当該譲渡についての制限に係る期間（次号

において「譲渡制限期間」という。）が設け

られていること。 

 

二 前項の個人から役務の提供を受ける法人

又はその株式を発行し、若しくは同項の個

人に交付した法人がその株式を無償で取得

することとなる事由（その株式の交付を受

けた同項の個人が譲渡制限期間内の所定の

期間勤務を継続しないこと若しくは当該個

人の勤務実績が良好でないことその他の当

該個人の勤務の状況に基づく事由又はこれ

らの法人の業績があらかじめ定めた基準に

達しないことその他のこれらの法人の業績

その他の指標の状況に基づく事由に限る。）

が定められていること。 

 

３ （略） 

 

 

所得税法施行規則（抄） 

 

第一節の二 所得金額の計算の通則 
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第十九条の四 令第八十四条第一項（譲渡制限

付株式の価額等）に規定する財務省令で定め

る譲渡制限付株式は、次に掲げるものとする。 

 

一 合併により当該合併に係る被合併法人の

特定譲渡制限付株式（令第八十四条第一項に

規定する特定譲渡制限付株式をいう。次号に

おいて同じ。）を有する者に対し交付される当

該合併に係る合併法人の同項に規定する譲渡

制限付株式（以下この項において「譲渡制限

付株式」という。）又は当該合併の直前に当該

合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法

人との間に当該法人による完全支配関係（法

人税法第二条第十二号の七の六（定義）に規

定する完全支配関係をいう。次号において同

じ。）がある場合における当該法人の譲渡制限

付株式 

 

二 分割型分割により当該分割型分割に係る

分割法人の特定譲渡制限付株式を有する者に

対し交付される当該分割型分割に係る分割承

継法人の譲渡制限付株式又は当該分割型分割

の直前に当該分割型分割に係る分割承継法人

と当該分割承継法人以外の法人との間に当該

法人による完全支配関係がある場合における

当該法人の譲渡制限付株式 

 

２ この条において、合併法人、被合併法人、分

割型分割、分割法人又は分割承継法人とは、

それぞれ令第八十三条の二第五項第一号から

第五号まで（合併等により交付する株式に一

に満たない端数がある場合の所得計算）に規

定する合併法人、被合併法人、分割型分割、分

割法人又は分割承継法人をいう。 
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金融商品取引法（抄） 

 

（上場会社等の役員等による特定有価証券等の

売買等の報告の提出） 

第百六十三条 第二条第一項第五号、第七号、

第九号又は第十一号に掲げる有価証券（政令

で定めるものを除く。）で金融商品取引所に

上場されているもの、店頭売買有価証券又は

取扱有価証券に該当するものその他の政令で

定める有価証券の発行者（以下この条から第

百六十六条まで及び第百六十七条の二第一項

において「上場会社等」という。）の役員

（投資信託及び投資法人に関する法律第二条

第十二項に規定する投資法人である上場会社

等（第百六十六条において「上場投資法人

等」という。）の資産運用会社（同法第二条

第二十一項に規定する資産運用会社をいう。

第百六十六条において同じ。）の役員を含

む。以下この条から第百六十五条までにおい

て同じ。）及び主要株主（自己又は他人（仮

設人を含む。）の名義をもつて総株主等の議

決権の百分の十以上の議決権（取得又は保有

の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定

めるものを除く。）を保有している株主をい

う。以下この条から第百六十六条までにおい

て同じ。）は、自己の計算において当該上場

会社等の第二条第一項第五号、第七号、第九

号若しくは第十一号に掲げる有価証券（政令

で定めるものを除く。）その他の政令で定め

る有価証券（以下この条から第百六十六条ま

でにおいて「特定有価証券」という。）又は

当該上場会社等の特定有価証券に係るオプシ

ョンを表示する同項第十九号に掲げる有価証

券その他の政令で定める有価証券（以下この

項において「関連有価証券」という。）に係

る買付け等（特定有価証券又は関連有価証券

（以下この条から第百六十六条まで、第百六

十七条の二第一項、第百七十五条の二及び第

百九十七条の二第十四号において「特定有価

証券等」という。）の買付けその他の取引で

政令で定めるものをいう。以下この条、次条

及び第百六十五条の二において同じ。）又は

売付け等（特定有価証券等の売付けその他の

取引で政令で定めるものをいう。以下この条

から第百六十五条の二までにおいて同じ。）

をした場合（当該役員又は主要株主が委託者

又は受益者である信託の受託者が当該上場会

社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売

付け等をする場合であつて内閣府令で定める

場合を含む。以下この条及び次条において同

じ。）には、内閣府令で定めるところによ

り、その売買その他の取引（以下この項、次

条及び第百六十五条の二において「売買等」

という。）に関する報告書を売買等があつた

日の属する月の翌月十五日までに、内閣総理

大臣に提出しなければならない。ただし、買

付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘

案して内閣府令で定める場合は、この限りで

ない。 

 

２ 前項に規定する役員又は主要株主が、当該

上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等

又は売付け等を金融商品取引業者等又は取引

所取引許可業者に委託等をして行つた場合に

おいては、同項に規定する報告書は、当該金

融商品取引業者等又は取引所取引許可業者を

経由して提出するものとする。当該買付け等

又は売付け等の相手方が金融商品取引業者等

又は取引所取引許可業者であるときも、同様

とする。 

 

 

（上場会社等の役員等の短期売買利益の返還） 

第百六十四条 上場会社等の役員又は主要株主

がその職務又は地位により取得した秘密を不

当に利用することを防止するため、その者が
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当該上場会社等の特定有価証券等について、

自己の計算においてそれに係る買付け等をし

た後六月以内に売付け等をし、又は売付け等

をした後六月以内に買付け等をして利益を得

た場合においては、当該上場会社等は、その

利益を上場会社等に提供すべきことを請求す

ることができる。 

 

２ 当該上場会社等の株主（保険契約者である

社員、出資者又は投資主（投資信託及び投資

法人に関する法律第二条第十六項に規定する

投資主をいい、同条第二十五項に規定する外

国投資法人の社員を含む。）を含む。以下こ

の項において同じ。）が上場会社等に対し前

項の規定による請求を行うべき旨を要求した

日の後六十日以内に上場会社等が同項の規定

による請求を行わない場合においては、当該

株主は、上場会社等に代位して、その請求を

行うことができる。 

 

３ 前二項の規定により上場会社等の役員又は

主要株主に対して請求する権利は、利益の取

得があつた日から二年間行わないときは、消

滅する。 

 

４ 内閣総理大臣は、前条の報告書の記載に基

づき、上場会社等の役員又は主要株主が第一

項の利益を得ていると認める場合において、

報告書のうち当該利益に係る部分（以下この

条において「利益関係書類」という。）の写

しを当該役員又は主要株主に送付し、当該役

員又は主要株主から、当該利益関係書類に関

し次項に定める期間内に同項の申立てがない

ときは、当該利益関係書類の写しを当該上場

会社等に送付するものとする。ただし、内閣

総理大臣が、当該利益関係書類の写しを当該

役員若しくは主要株主又は当該上場会社等に

送付する前において、第一項の利益が当該上

場会社等に提供されたことを知つた場合は、

この限りでない。 

 

５ 前項本文の規定により上場会社等の役員又

は主要株主に利益関係書類の写しが送付され

た場合において、当該役員又は主要株主は、

当該利益関係書類の写しに記載された内容の

売買等を行つていないと認めるときは、当該

利益関係書類の写しを受領した日から起算し

て二十日以内に、内閣総理大臣に、その旨の

申立てをすることができる。 

 

６ 前項の規定により、当該役員又は主要株主

から当該利益関係書類の写しに記載された内

容の売買等を行つていない旨の申立てがあつ

た場合には、第四項本文の規定の適用につい

ては、当該申立てに係る部分は、内閣総理大

臣に対する前条第一項の規定による報告書に

記載がなかつたものとみなす。 

 

７ 内閣総理大臣は、第四項の規定に基づき上

場会社等に利益関係書類の写しを送付した場

合には、当該利益関係書類の写しを当該送付

の日より起算して三十日を経過した日から第

三項に規定する請求権が消滅する日まで（請

求権が消滅する日前において内閣総理大臣が

第一項の利益が当該上場会社等に提供された

ことを知つた場合には、当該知つた日まで）

公衆の縦覧に供するものとする。ただし、内

閣総理大臣が、当該利益関係書類の写しを公

衆の縦覧に供する前において、第一項の利益

が当該上場会社等に提供されたことを知つた

場合は、この限りでない。 

 

８ 前各項の規定は、主要株主が買付け等を

し、又は売付け等をしたいずれかの時期にお

いて主要株主でない場合及び役員又は主要株

主の行う買付け等又は売付け等の態様その他
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の事情を勘案して内閣府令で定める場合にお

いては、適用しない。 

 

９ 第四項において、内閣総理大臣が上場会社

等の役員又は主要株主が第一項の利益を得て

いると認める場合における当該利益の算定の

方法については、内閣府令で定める。 

 

 

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令

（抄） 

 

（報告書の提出を要しない場合） 

第三十条 法第百六十三条第一項ただし書に規

定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる

場合とする。 

 

一 会社法第百八十八条第一項に規定する一

単元の株式の数に満たない数の株式のみに

係る株券の買付け又は売付けをした場合 

 

二 上場会社等の役員又は従業員（当該上場

会社等が他の会社を直接又は間接に支配し

ている場合における当該他の会社の役員又

は従業員を含む。以下この号及び次号にお

いて同じ。）が当該上場会社等の他の役員

又は従業員と共同して当該上場会社等の株

券又は投資証券の買付けを行った場合（当

該上場会社等が会社法第百五十六条第一項

（同法第百六十五条第三項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）の規定に

基づき買い付けていた株券以外のものを買

い付けたときは、金融商品取引業者に委託

等をして行った場合に限る。）であって、

当該買付けが一定の計画に従い、個別の投

資判断に基づかず、継続的に行われたもの

と認められる場合（各役員又は従業員の一

回当たりの拠出金額が百万円に満たない場

合に限る。次号において同じ。） 

 

三 上場会社等の役員又は従業員が信託業を

営む者と信託財産を当該上場会社等の株券

又は投資証券に対する投資として運用する

ことを目的とする信託契約を締結し、当該

信託業を営む者が当該役員又は従業員の指

図に基づき当該上場会社等の株券又は投資

証券の買付けを行った場合であって、当該

買付けが一定の計画に従い、個別の投資判

断に基づかず、継続的に行われたものと認

められる場合（当該役員又は従業員を委託

者とする信託財産と当該上場会社等の他の

役員又は従業員を委託者とする信託財産と

が合同して運用される場合に限る。） 

 

四 上場会社等（上場投資法人等を除く。以

下この号から第六号までにおいて同じ。）

の関係会社の従業員が当該関係会社の他の

従業員と共同して当該上場会社等の株券の

買付けを金融商品取引業者に委託等をして

行った場合（第二号に掲げる場合を除

く。）であって、当該買付けが一定の計画

に従い、個別の投資判断に基づかず、継続

的に行われたものと認められる場合（各従

業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満

たない場合に限る。次号において同じ。） 

 

五 上場会社等の関係会社の従業員が信託業

を営む者と信託財産を当該上場会社等の株

券に対する投資として運用することを目的

とする信託契約を締結し、当該信託業を営

む者が当該従業員の指図に基づき当該上場

会社等の株券の買付けを行った場合（第三

号に掲げる場合を除く。）であって、当該

買付けが一定の計画に従い、個別の投資判

断に基づかず、継続的に行われたものと認

められる場合（当該従業員を委託者とする



196 

 

信託財産と当該関係会社の他の従業員を委

託者とする信託財産とが合同して運用され

る場合に限る。） 

 

六 上場会社等の取引関係者（当該上場会社

等の指定する当該上場会社等と取引関係に

ある者（法人その他の団体にあってはその

役員を含み、個人にあってはその事業に関

して当該上場会社等と取引関係にある場合

に限る。）をいう。以下この号において同

じ。）が当該上場会社等の他の取引関係者

と共同して当該上場会社等の株券の買付け

を金融商品取引業者に委託等をして行った

場合であって、当該買付けが一定の計画に

従い、個別の投資判断に基づかず、継続的

に行われたものと認められる場合（各取引

関係者の一回当たりの拠出金額が百万円に

満たない場合に限る。） 

 

六の二 上場会社等（上場投資法人等に限

る。以下この号において同じ。）の資産運

用会社又はその特定関係法人（法第百六十

六条第五項に規定する特定関係法人をい

う。以下同じ。）の役員又は従業員が当該

資産運用会社又は当該特定関係法人の他の

役員又は従業員と共同して当該上場会社等

の投資証券の買付けを金融商品取引業者に

委託等をして行った場合であって、当該買

付けが一定の計画に従い、個別の投資判断

に基づかず、継続的に行われたものと認め

られる場合（各役員又は従業員の一回当た

りの拠出金額が百万円に満たない場合に限

る。） 

 

七 累積投資契約により上場会社等の株券

（優先出資証券を含む。第十五号において

同じ。）又は投資証券の買付けが金融商品

取引業者に委託等をして行われた場合であ

って、当該買付けが一定の計画に従い、個

別の投資判断に基づかず、継続的に行われ

たものと認められる場合（各顧客の一銘柄

に対する払込金額が一月当たり百万円に満

たない場合に限る。） 

 

八 金融商品取引所で行われる銘柄の異なる

複数の株券又は投資証券の集合体を対象と

する法第二条第二十一項第一号に掲げる取

引を行った場合 

 

九 法第百五十九条第三項に規定する政令で

定めるところにより特定有価証券の売買を

した場合 

 

十 上場会社等の役員又は主要株主が、当該

上場会社等の発行する特定有価証券等のう

ち次のいずれかに該当するものに係る買戻

条件付売買であって買戻価格があらかじめ

定められているものを行う場合（当該役員

又は主要株主が専ら自己の資金調達のため

に行う場合に限る。） 

 

イ 法第二条第一項第五号に掲げる有価証

券（新株予約権付社債券を除く。） 

 

ロ 法第二条第一項第十一号に掲げる投資

法人債券 

 

ハ 法第二条第一項第十七号に掲げる有価

証券でイの性質を有するもの又は外国投

資証券で投資法人債券に類する証券 

 

十一 会社法第二百三十八条第一項に規定す

る募集新株予約権を取得した場合 

 

十二 新株予約権又は新投資口予約権（投資

信託及び投資法人に関する法律第二条第十
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七項に規定する新投資口予約権をいう。以

下同じ。）を有する者が当該新株予約権又

は当該新投資口予約権を行使することによ

り株券又は投資証券の買付けを行った場合 

 

十三 上場会社等の役員が、当該上場会社等

に対し役務の提供をする場合において、当

該役務の提供の対価として当該役員に生ず

る債権の給付と引換えに取得することとな

る当該上場会社等の株券の買付けをした場

合 

 

十四 特定有価証券等に係る法第二条第二十

一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる

取引を行った場合 

 

十五 銀行等保有株式取得機構が上場会社等

の株券若しくは投資証券の買付け（銀行等

の株式等の保有の制限等に関する法律（平

成十三年法律第百三十一号）第三十八条第

二項に規定する特別株式買取り（同法第三

十八条の二第一項の規定による株式の買取

りを含む。）に該当する場合及び同法第三

十八条の六第一項の規定による投資口の買

取りに該当する場合に限る。）を行った場

合又は当該買い付けた株券若しくは投資証

券の売付けを行った場合（同法第三十五条

の規定に基づき、銀行等保有株式取得機構

からその業務の一部について委託を受けた

者が当該委託に基づき上場会社等の株券若

しくは投資証券の買付け又は売付けを行っ

た場合を含む。） 

 

２～４ （略） 

 

 

（短期売買利益の返還の適用除外） 

第三十三条 法第百六十四条第八項に規定する

内閣府令で定める場合は、第三十条第一項各

号に掲げる場合とする。 

 

 

企業内容等の開示に関する内閣府令（抄） 

  

（臨時報告書の記載内容等） 

第十九条 法第二十四条の五第四項に規定する

内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる

場合とする。 

 

２ 法第二十四条の五第四項の規定により臨時

報告書を提出すべき会社（指定法人を含む。）

は、内国会社にあつては第五号の三様式、外

国会社にあつては第十号の二様式により、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号

に定める事項を記載した臨時報告書三通を作

成し、財務局長等に提出しなければならない。 

 

一 提出会社が発行者である有価証券（新株

予約権付社債券（株式買取権等が付与され

ている社債券を含む。以下この条において

同じ。）以外の社債券、社会医療法人債券、

学校債券、学校貸付債権、コマーシャル・ペ

ーパー、外国譲渡性預金証書、有価証券信

託受益証券（株券、新株予約権証券又は新

株予約権付社債券を受託有価証券とするも

のを除く。）、預託証券（株券、新株予約権証

券又は新株予約権付社債券に係る権利を表

示するものを除く。）及びカバードワラント

を除く。以下この条において同じ。）の募集

（五十名未満の者を相手方として行うもの

を除く。以下この号及び第四項において同

じ。）又は売出し（法第二条第四項に規定す

る売出しのうち、当該有価証券の売出しが

行われる日以前一月以内に行われた同種の

既発行証券の売付け勧誘等の相手方が五十

名未満の者である場合を除き、当該有価証
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券の所有者が第四条第四項第一号又は第二

号に掲げる者であつた場合に限る。以下こ

の号及び第四項において同じ。）のうち発行

価額又は売出価額の総額が一億円以上であ

るものが本邦以外の地域において開始され

た場合（当該募集又は売出しに係る有価証

券と同一の種類の有価証券の募集又は売出

しが、本邦以外の地域と並行して本邦にお

いて開始された場合であつて、その本邦に

おける募集又は売出しに係る有価証券届出

書又は発行登録追補書類に本邦以外の地域

において開始された募集又は売出しに係る

次に掲げる事項を記載したときを除く。） 

次に掲げる事項 

イ～ル （略） 

ヲ 当該有価証券（株券、新株予約権証券

及び新株予約権付社債券に限る。以下ヲ

において同じ。）の募集又は売出しが当該

有価証券に係る株式又は新株予約権を特

定の者に割り当てる方法（会社法第二百

二条第一項の規定による株式の割当て及

び同法第二百四十一条第一項又は同法第

二百七十七条の規定による新株予約権の

割当てによる方法（外国会社にあつては、

これらに準ずる方法）並びに次の（１）か

ら（４）までに掲げる方法を除く。次号に

おいて「第三者割当」という。）により行

われる場合には、イからチまでに掲げる

事項のほか、第二号様式第一部の第３に

掲げる事項 

 

（１） 一定の要件に該当する場合にお

いて、当該有価証券の募集又は売出し

に係る引受人が当該有価証券と同一の

種類の有価証券を当該募集又は売出し

と同一の条件で売出しを行うこととさ

れているときに、当該有価証券を当該

引受人に割り当てる方法 

 

（２） 新株予約権（譲渡が禁止される

旨の制限が付されているものに限る。）

を当該新株予約権に係る新株予約権証

券の発行者又はその関係会社の役員、

会計参与又は使用人に割り当てる方法 

 

（３） 提出会社又は関係会社が、これ

らの会社の役員、会計参与又は使用人

（以下（３）において「役員等」という。）

から役務の提供を受ける場合において、

当該役務の提供の対価として当該役員

等に生ずる債権の給付と引換えに当該

役員等に交付される自社株等（当該提

出会社が発行者である株式又は新株予

約権（（２）に規定する新株予約権を除

く。）をいう。以下（３）において同じ。）

を当該役員等に割り当てる方法又は当

該関係会社の役員等に給付されること

に伴つて当該債権が消滅する自社株等

を当該関係会社の役員等に割り当てる

方法 

 

（４） 会社法第二百二条の二第一項各

号（同条第三項において読み替えて適

用する場合を含む。）に掲げる事項を募

集事項に含む株式を割り当てる方法又

は同法第二百三十六条第三項各号（同

条第四項において読み替えて適用する

場合を含む。）に掲げる事項を内容とす

る新株予約権（（２）に規定する新株予

約権を除く。）を割り当てる方法 
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